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　今日では，民主主義は，政治の方法として広く受け入れ
られている。しかし，歴史的には，民主主義に否定的な評
価があたえられていた時期のほうが長い。古代ギリシャで
は，民主主義（民主政）は君主政や貴族政よりも劣

お と

ると考え
られていた。また，16世紀から17世紀のヨーロッパでは，
王の権力は神に由来するという王

お う

権
け ん

神
し ん

授
じ ゅ

説
せ つ

によって，君主
政の正当化が行われた。王の権力が絶対的だという意味で，
この君主政は絶対王政（絶対主義）とよばれる。
　これに対して，近代以降の民主主義は17世紀から18世
紀に起こった市民革命をへて成立した。イギリスのピュー
リタン（清

せ い

教
きょう

徒
と

）革命，アメリカ独立革命，フランス革命な
どの市民革命は，自由で平等な存在としての人間による政
治を実現しようとした。そのなかで，近代の民主主義は古
代ギリシャの直接民主制とは異

こ と

なり，議会を中心とする間
接民主制（議会制民主主義）という政治形態をとった。

近代民主政治の展開1

₁₆₄₂年

₁₇₇₆年 ₁₇₈₉年

p.41

　市民革命の思想的背景には，社会契約説があった。社会
契約説とは，自由で平等な人々の間の契約にもとづいて政
治社会（国家）の成立を説明する理論のことである。その代
表的な理論家として，ホッブズ，ロック，ルソーがあげら
れる。もちろん，彼らの理論にはさまざまな違いもあるが，
神によって基礎づけられた絶対主義国家を，人々の自発性
や意志によって，つまり人

じ ん

為
い

によって支えられる国家へと
組みかえようとした点で，これらの理論家たちは共通して
いる。
　たとえば，各自の自然権を，社会契約を通じて国家（君 
主）へと譲

じょう

渡
と

することを主張したホッブズは，結果的には
絶対王政を擁

よ う

護
ご

することになった。ロックは，個々人がた
がいに契約を結んで国家をつくりあげるとし，個人の権利
を政府が侵害する場合には，人民には政府に抵抗する権利
（抵抗権，革命権）があるとした。人民主権を擁護したルソ
ーは民主主義の擁護者といえる。

社会契約説2
2

T. Hobbes（₁₅₈₈～₁₆₇₉） J. Locke（₁₆₃₂～₁₇₀₄） J-J. Rousseau（₁₇₁₂～₇₈）

p.44 

　市民革命を支えた思想に社会契約説がある。絶対王政のもとでは王は生まれながらにして支配者とされたが，社会契約
説は人間が自由で平等であるという原則から国家や政治権力の成立を明らかにした。特にロックの考え方はアメリカ独立
革命に影響をあたえ，政権交代をともなう民主政治の源流となり，議会制民主主義の発展に大きな影響をあたえた。

近代政治の原理と民主主義

思想家

ホッブズ
（イギリス）

ロック
（イギリス）

ルソー
（フランス）

主著 『リバイアサン』（1651） 『統治二論』（1690） 『社会契約論』（1762）

自然
状態

各人が自己保存の欲求に従って行
動すれば「万人の万人に対する闘
争」の状態になる。

理性に従った行動をとれば，自由
･平等･平和の状態が保たれてい
る。

人間はそれぞれ孤立しているが，
思いやりの情があり，完全に自由
･自足的。

社会
契約の
内容

個人は闘争の恐怖と平和の欲求に
より，自然権を全面的に共通の権
力（君主）へ譲渡する社会契約を結
ぶ。

各人はときとして起こる紛争を避
けるため，自然権の一部を代表者
（議会）に信

し ん

託
た く

する社会契約を結ぶ。

人民は自然権を譲渡する形で社会
契約によって共同体をつくり，自
分たちを一般意志（個々の利己心を
こえた共同体の意志）のもとにおく。

影響

自然法を人間の理性から導きだし，
政治社会の成立を社会契約説によ
り理論化した点で近代政治思想の
原型となった。結果的に絶対王政
を擁護することになる。

専制政治に反対し，社会契約にも
とづく抵抗権（革命権）思想の主張
によって議会制民主主義の思想原
理とその政治形態を最初に定式化。
アメリカ独立宣言に大きな影響を
あたえた。

ホッブズ，ロックの思想を発展さ
せ，契約の目的を国家ではなく個
人に真の自由をもたらす共同体の
設立においた。人民主権論による
直接民主制を主張し，フランス革
命に影響をあたえた。

1『リバイアサン』のとびら絵　イ
ギリスのホッブズは，国家を旧約
聖書に出てくる怪

か い

物
ぶ つ

リバイアサン
になぞらえた。怪物の着衣には無
数の人が描かれており，人々が国
家を人為的につくりだすという彼
の社会契約説を象

しょう

徴
ちょう

している。

２2社会契約説をとなえた
3人の思想家

公共_P038-039_k1-3az.indd   39 2021/10/20   15:27

5

10

15

39

　今日では，民主主義は，政治の方法として広く受け入れ
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変更が適切な体裁、記載

（より適切な表現に変更）
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50 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　社会権は「国家による自由」ともいわれ，社会的・経済的
弱者を保護し，実質的平等を実現するために，20世紀に
なって生まれた人権で福祉国家の理念にもとづいている。
生存権
　人間の自由や尊

そん

厳
げん

を実現するためには，「人間らしい生
活」が必要である。憲法第25条1項は「すべて国民は，健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし，2
項で具体的な施策があげられている。このことからその実
現には政府による積極的施策が必要となる。しかし，最高
裁は，この条文は国に政治的・道義的義務を課したものに
すぎず，それ自体が法的な拘

こう

束
そく

力をもつものではないとす
る「プログラム規定説」をとっている。これに対しては法的
効力を認めるべきとする考え方（法的権利説）もある。
教育を受ける権利
　人間らしい生活を実現し，さらに充実した精神生活をお
くるためには教育の機会があたえられることが重要である。
憲法第26条は「その能力に応じて，ひとしく教育を受ける
権利」を保障し，義務教育の無

む

償
しょう

を定めている。憲法の理

社会権4
念を生かすために1947年に教育基本法が制定されている。
勤労権と労働基本権
　憲法第27条は，すべての国民は「勤労の権利」をもつとし，
職場の紹介や雇

こ

用
よう

の促
そく

進
しん

などを政府の任務としている。憲
法第28条は，職場で弱い立場に立つ労働者の権利を保障
するため，労働組合を結成する権利（団結権），労働組合を
とおして使用者と賃金やそのほかの労働条件などについて
交渉する権利（団体交渉権），交渉手段としてストライキな
どを行う権利（団体行動権，または争

そう

議
ぎ

権ともいう）を認め
ている（これらの権利をあわせて労働三権という）。労働基
準法，労働組合法，労働関係調整法の労働三法は労働者の
権利の保護と実現のために定められたものである。

　国民が政治に参加し，政策形成に関与して権利の実現を
はかる参政権（第15条）をはじめ，自らの権利や自由が侵
害されたと考える場合に裁判所で裁判を受ける権利（第32
条），公務員による権利侵害に対して損害賠

ばい

償
しょう

を請求する
権利（第17条），刑事補

ほ

償
しょう

を受ける権利（第40条），国政に
ついて意見を述べる請願権（第16条）などがある。

（₂₀₀₆年改正）

p.154～155

基本的人権を実現するための権利5

日本国憲法の基本原理②─基本的人権の保障

生存権をめぐる裁判判例

◆朝日訴訟　重度の結核で入院中の朝
あさ

日
ひ

茂
しげる

さんが，生活保
護費の給付基準が憲法第25条の健康で文化的な生活を保障
せず，違法であるとして提

てい

訴
そ

 。第一審は原告勝訴。第二審
は原告敗訴。上告中に本人が
死亡し，養子が裁判を続けた
が，最高裁は保護を受ける権
利は継

けい

承
しょう

できないとして訴訟
を終了させた。この最高裁判
決ではプログラム規定説が採
用された。

◆堀
ほり

木
き

訴訟　障害福祉年金と児童扶
ふ

養
よう

手当の併
へい

給
きゅう

を禁じた
児童手当法の規定は憲法第25条などに違反するとして提訴。
原告は第一審で勝訴したが，第二審は敗訴。最高裁は併給
について国会による裁量権を認め，原告敗訴の判決を下

くだ

し
た（1982年）。なお，第一審のあとで併給を認める法改正
がなされたが，最高裁判決後，法律はもとにもどされた。

労働基本権をめぐる裁判判例

　公務員の労働基本権については，民間の労働者とは異
こと

な
り，さまざまな制限を課されている。特に団体行動権（争
議権）については法律で禁止されているため，憲法第28条
との関係で問題となる。公務員の団体行動権について争わ
れた裁判で，最高裁は全

ぜん

逓
てい

中
ちゅう

郵
ゆう

事件で争議行為の制限を限
定的なものとした（1966年）が，その後の全

ぜん

農
のう

林
りん

警職法事
件（1973年）や名

な

古
ご

屋
や

中郵事件（1977年）では争議行為の全
面禁止を合憲とする判決を下した。

 2労働基本権の範囲と制限

区分　　　
　：適用あり　：制限あり　：適用なし 団結権 団体

交渉権
団体
行動権

民間企業の労働者

国家公務員
行政執行法人職員
一般職公務員
警察・自衛隊員など

地方公務員
公営企業職員
一般職公務員
警察・消防職員など

1朝日訴訟の第二審判決を 
報じる新聞記事
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50 第３章　 公共的な空間における  
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　社会権は「国家による自由」ともいわれ，社会的・経済的
弱者を保護し，実質的平等を実現するために，20世紀に
なって生まれた人権で福祉国家の理念にもとづいている。
生存権
　人間の自由や尊

そん

厳
げん

を実現するためには，「人間らしい生
活」が必要である。憲法第25条1項は「すべて国民は，健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし，2
項で具体的な施策があげられている。このことからその実
現には政府による積極的施策が必要となる。しかし，最高
裁は，この条文は国に政治的・道義的義務を課したものに
すぎず，それ自体が法的な拘

こう

束
そく

力をもつものではないとす
る「プログラム規定説」をとっている。これに対しては法的
効力を認めるべきとする考え方（法的権利説）もある。
教育を受ける権利
　人間らしい生活を実現し，さらに充実した精神生活をお
くるためには教育の機会があたえられることが重要である。
憲法第26条は「その能力に応じて，ひとしく教育を受ける
権利」を保障し，義務教育の無

む

償
しょう

を定めている。憲法の理

社会権4
念を生かすために1947年に教育基本法が制定されている。
勤労権と労働基本権
　憲法第27条は，すべての国民は「勤労の権利」をもつとし，
職場の紹介や雇

こ

用
よう

の促
そく

進
しん

などを政府の任務としている。憲
法第28条は，職場で弱い立場に立つ労働者の権利を保障
するため，労働組合を結成する権利（団結権），労働組合を
とおして使用者と賃金やそのほかの労働条件などについて
交渉する権利（団体交渉権），交渉手段としてストライキな
どを行う権利（団体行動権，または争

そう

議
ぎ

権ともいう）を認め
ている（これらの権利をあわせて労働三権という）。労働基
準法，労働組合法，労働関係調整法の労働三法は労働者の
権利の保護と実現のために定められたものである。

　国民が政治に参加し，政策形成に関与して権利の実現を
はかる参政権（第15条）をはじめ，自らの権利や自由が侵
害されたと考える場合に裁判所で裁判を受ける権利（第32
条），公務員による権利侵害に対して損害賠

ばい

償
しょう

を請求する
権利（第17条），刑事補

ほ

償
しょう

を受ける権利（第40条），国政に
ついて意見を述べる請願権（第16条）などがある。

（₂₀₀₆年改正）

p.154～155

基本的人権を実現するための権利5

日本国憲法の基本原理②─基本的人権の保障

生存権をめぐる裁判判例

◆朝日訴訟　重度の結核で入院中の朝
あさ

日
ひ

茂
しげる

さんが，生活保
護費の給付基準が憲法第25条の健康で文化的な生活を保障
せず，違法であるとして提

てい

訴
そ

 。第一審は原告勝訴。第二審
は原告敗訴。上告中に本人が
死亡し，養子が裁判を続けた
が，最高裁は保護を受ける権
利は継

けい

承
しょう

できないとして訴訟
を終了させた。この最高裁判
決ではプログラム規定説が採
用された。

◆堀
ほり

木
き

訴訟　障害福祉年金と児童扶
ふ

養
よう

手当の併
へい

給
きゅう

を禁じた
児童扶養手当法の規定は憲法第25条などに違反するとして
提訴。第一審は原告勝訴，第二審は原告敗訴。最高裁は併
給について国会による裁量権を認め，原告敗訴の判決を下

くだ

した（1982年）。なお，第一審のあとで併給を認める法改
正がなされたが，最高裁判決後，法律はもとにもどされた。

労働基本権をめぐる裁判判例

　公務員の労働基本権については，民間の労働者とは異
こと

な
り，さまざまな制限を課されている。特に団体行動権（争
議権）については法律で禁止されているため，憲法第28条
との関係で問題となる。公務員の団体行動権について争わ
れた裁判で，最高裁は全

ぜん

逓
てい

中
ちゅう

郵
ゆう

事件で争議行為の制限を限
定的なものとした（1966年）が，その後の全

ぜん

農
のう

林
りん

警職法事
件（1973年）や名

な

古
ご

屋
や

中郵事件（1977年）では争議行為の全
面禁止を合憲とする判決を下した。

 2労働基本権の範囲と制限

区分　　　
　：適用あり　：制限あり　：適用なし 団結権 団体

交渉権
団体
行動権

民間企業の労働者

国家公務員
行政執行法人職員
一般職公務員
警察・自衛隊員など

地方公務員
公営企業職員
一般職公務員
警察・消防職員など

1朝日訴訟の第二審判決を 
報じる新聞記事
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52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中116位
（2022年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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［2021年］

イギリス
（2019年）

ドイツ

韓国 アメリカ

日本

３3ジェンダー ・ギャップ指数上位国お
よびおもな国の順位（世界経済フォーラム
資料）

４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2022年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2022年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.908
2 フィンランド 0.860
3 ノルウェー 0.845
4 ニュージーランド 0.841
5 スウェーデン 0.822
6 ルワンダ 0.811
7 ニカラグア 0.810
8 ナミビア 0.807
9 アイルランド 0.804
10 ドイツ 0.801

15 フランス 0.791
22 イギリス 0.780
27 アメリカ 0.769
99 韓国 0.689
102 中国 0.682
116 日本 0.650
135 インド 0.629
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52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中125位
（2023年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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フランス

スウェーデン
［2021年］

イギリス
（2019年）

ドイツ

韓国 アメリカ

日本

３3ジェンダー ・ギャップ指数上位国お
よびおもな国の順位（世界経済フォーラム
資料）

４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2023年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2023年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.912 
2 ノルウェー 0.879 
3 フィンランド 0.863 
4 ニュージーランド 0.856 
5 スウェーデン 0.815 
6 ドイツ 0.815 
7 ニカラグア 0.811 
8 ナミビア 0.802 
9 リトアニア 0.800 
10 ベルギー 0.796 

15 イギリス 0.792 
40 フランス 0.756 
43 アメリカ 0.748 
105 韓国 0.680 
107 中国 0.678 
125 日本 0.647 
127 インド 0.643 
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52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中116位
（2022年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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資料）

４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2022年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2022年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.908
2 フィンランド 0.860
3 ノルウェー 0.845
4 ニュージーランド 0.841
5 スウェーデン 0.822
6 ルワンダ 0.811
7 ニカラグア 0.810
8 ナミビア 0.807
9 アイルランド 0.804
10 ドイツ 0.801

15 フランス 0.791
22 イギリス 0.780
27 アメリカ 0.769
99 韓国 0.689
102 中国 0.682
116 日本 0.650
135 インド 0.629

公共_P052-053_k1-3a.indd   52 2022/11/02   9:24

5

10

15

52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中125位
（2023年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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３3ジェンダー ・ギャップ指数上位国お
よびおもな国の順位（世界経済フォーラム
資料）

４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2023年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2023年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.912 
2 ノルウェー 0.879 
3 フィンランド 0.863 
4 ニュージーランド 0.856 
5 スウェーデン 0.815 
6 ドイツ 0.815 
7 ニカラグア 0.811 
8 ナミビア 0.802 
9 リトアニア 0.800 
10 ベルギー 0.796 

15 イギリス 0.792 
40 フランス 0.756 
43 アメリカ 0.748 
105 韓国 0.680 
107 中国 0.678 
125 日本 0.647 
127 インド 0.643 
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52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中116位
（2022年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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資料）

４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2022年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2022年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.908
2 フィンランド 0.860
3 ノルウェー 0.845
4 ニュージーランド 0.841
5 スウェーデン 0.822
6 ルワンダ 0.811
7 ニカラグア 0.810
8 ナミビア 0.807
9 アイルランド 0.804
10 ドイツ 0.801

15 フランス 0.791
22 イギリス 0.780
27 アメリカ 0.769
99 韓国 0.689
102 中国 0.682
116 日本 0.650
135 インド 0.629
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52 第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　敗戦後，女性が参政権を獲得し，憲法第24条に両性の
本質的平等が明記されて以降，1975年の国際婦人年を契

けい

機
き

として，日本の男女共同参画に向けた取り組みが推進さ
れてきた。85年には国連で採択された女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条約
の批

ひ

准
じゅん

に先立って男女雇
こ

用
よう

機会均等法を，99年には男女
共同参画社会基本法を制定した。たとえば，看護婦から看
護師，保母から保育士に名称が変更されるなど，「男女共
同参画」の考え方は広まっている。実際，女性の労働力率
は上昇し，いわゆる「M字カーブ」は解消傾向にある。

法改正による男女格差の是正措置1

₁₉₄₅年

₁₉₄₆年

　

　日本は，各国の男女格差の度合いを示すジェンダー・ギ
ャップ指数（Gender Gap Index，GGI）が146か国中125位
（2023年）と先進国のなかでも最低水準である。
　GGIの指数は，経済，政治，教育，健康の4分野で女性
の地位を分析し，総合順位を決めている。日本は，読み書
き能力，初等教育（小学校），出

しゅっ

生
しょう

率
りつ

の分野では，男女間に
不平等はみられないという評価で前年同様世界1位のラン
クである。一方，中等教育（中学校・高校），高等教育（大学・

日本の男女格差の実態2
1

　男女共同参画社会とは，男性も女性も，意欲に応じてあらゆる分野で活動に参画する機会が確保され，均等に政
治的，経済的，社会的および文化的利益を享

きょう

受
じゅ

することができ，かつ，ともに責任をになうべき社会である。しかし，
女性労働力率は上昇しているものの，男女間賃金格差は解消されず，現実に男女格差は存在する。あらゆる人々が
豊かで活力のある社会を実現するためには，どうすればよいだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて

1945 日本の降伏 女性参政権獲得

75 国際婦人年 国際連合が全世界の男女平等をめざして設定

79 女子差別撤廃条約
採択 国連総会で採択（日本は85年に批准）

85 男女雇用機会均等
法制定 女子差別撤廃条約にともない国内法を整備

91 育児休業法制定 子育てができる環境実現をめざす

94 高等学校家庭科　男女共修

95 育児・介護休業法
制定

91年制定の育児休業法を改正。その後，数度の法改正
で少しずつ制度が拡充される

97 男女雇用機会均等
法改正

募集・採用，配置・昇進などについて従来の「努力義務」
が「禁止」へ強化

99 男女共同参画社会
基本法制定

男女が対等な立場であらゆる分野の社会活動に参加で
きることを目的としている

2006 男女雇用機会均等
法改正

男女双方への性差別を禁止
「間接差別」＊を禁止。妊娠・出産・産休の規定を理由に
した不利益扱いを禁止　など

13 男女雇用機会均等
法改正

間接差別の対象を拡大
同性へのセクシュアル・ハラスメントも禁止　など

15 女性活躍推進法制
定

女性の職業生活での活躍推進をめざす
大企業に行動計画の策定を義務づけ

15 SDGsが国連で
採択

持続可能な開発のための2030アジェンダの17目標の一
つに「ジェンダー平等を実現しよう」をかかげる

18 政治分野の男女共
同参画推進法制定

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に
推進することをめざす。法的強制力はない

19 男女雇用機会均等
法改正 職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を強化

＊間接差別とは，一見，性別とは関係のないように見える基準が，結果的に一方に不利益にな
ること。

1男女格差是正措置の動向

2女性の年齢別労働力率の国際比較（ILO資料）
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４4日本のジェンダー ・ギャップ指数の
分野別比較（世界経済フォーラム資料）

［2023年］

※0から1までの値をとり，
1に近いほどギャップ
が小さいことを示す。＊146か国中の順位 ［2023年］

順位 国名 値
1 アイスランド 0.912 
2 ノルウェー 0.879 
3 フィンランド 0.863 
4 ニュージーランド 0.856 
5 スウェーデン 0.815 
6 ドイツ 0.815 
7 ニカラグア 0.811 
8 ナミビア 0.802 
9 リトアニア 0.800 
10 ベルギー 0.796 

15 イギリス 0.792 
40 フランス 0.756 
43 アメリカ 0.748 
105 韓国 0.680 
107 中国 0.678 
125 日本 0.647 
127 インド 0.643 
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更新が適切な統計資料（次

年度供給本から更新）

9 57 下図 （添付別紙 3 参照） （添付別紙 4 参照）
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631テーマ 民主政治と政治参加

地方公共団体は，かつて｢三割自治」とよばれ，中央からの地方交付税（交

付金）や国庫支出金（補助金）などに頼っていた。また，中央政府が地方に

代行させる事務（機
き

関
かん

委
い

任
にん

事務）の多さが中央集権体制の象
しょう

徴
ちょう

とされてきた。

しかし，1999年の地方分権一
いっ

括
かつ

法の成立により，地方公共団体の事務は

自治事務と法
ほう

定
てい

受
じゅ

託
たく

事務に整理された。効率的な地方行政をめざして市町

村合
がっ

併
ぺい

も進展した。さらに，補助金の削減，税源の地方への移
い

譲
じょう

，地方交

付税の見直しを内容とする「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革」が進められ，所得税（国税）の一

部を削って，その分を住民税に移すようになった。納税者が住民税・所得

税の一部を任意の自治体に寄
き

付
ふ

できる「ふるさと納税」制度もつくられた。

住民参加の
地方自治へ

地域における住民運動は，そのときどきの環境問

題などの課題に対応して展開してきた。ごみ処理

場建設などの公共事業や原子力発電所の立地，アメリカ軍基地の問題など

をめぐって，個別問題での民意を確かめるために，住民による直接投票（住

民投票）が行われることもある。また，「常設型住民投票」制度も一部の自

治体で導入されている。そして，住民たちが情報公開条例を活用して地方

公共団体の腐
ふ

敗
はい

を追
つい

及
きゅう

する運動は全国的広がりをみせた。オンブズマン

（行政監察官）制度が設置された地方公共団体もある。選挙での投票率が低

い傾向にあるのと対照的に，住民の参加意識は新しい形で活発化している。

住民の活動には，地方公共団体と連
れん

携
けい

しながら成果をあげるものも多い。

高齢者サービス，国際交流，観光，文化遺産の保護など，まちづくりにお

いて，地方公共団体と住民との協力関係は欠かせない。地域の防災に関し

ても，地方公共団体の発信する防災情報を生かしながら，地域コミュニテ

ィのなかで防災のために何ができるか，住民自身が積極的に考え提案して

いくことが求められる。

3

4

4

2008年

5

p.67 p.67

ombudsman

日本の地方自治が抱える問題点は何か，身近な自治体を事例にして調べてみよう。

台風・豪
ごう

雨
う

災害などの場合，予報にもと
づき行政が防災情報を発信するものの，
住民の避

ひ

難
なん

行動に結びつきにくいことが
課題となっている。防災情報を避難行動
につなげるために，行政と住民にできる
ことは何か，話しあってみよう。

防災情報をどのように
生かすか？

3地方自治の機構　 地方公共団体の首長と議会の関係はどのようなものだろうか。

4地方財政の歳入と歳出（総務省資料）　 地
方公共団体の財源はどれくらい国に依

い

存
そん

して
いるだろうか。

地方譲与税 
2.9地方特例交付金 0.3

地方税
45.5%

自主
財源

地方交付税
19.9

地方債
8.4

国庫
支出金
16.4

雑収入
4.9

［2022年度］使用料･手数料
1.7

歳入総額
905 918億円

歳出総額
905 918億円

一
般

財
源

給与関係経費
       22.0%

一般行政経費
45.8

投資的経費
13.2

その他
  6.4

公債費
12.6

特
定
財
源

執行機関
知事
（市町村長）

議決機関
都道府県議会
（市町村議会）

政府
法定受託事務への関与

拒否権（再議権）・議会解散権
不信任決議権

任命

同意

（選任）

選挙選
挙

副
知
事
・
副
市
町
村
長
・
選
挙
管
理

委
員
な
ど
の
解
職
請
求

条
例
の
制
定
・
改
廃
請
求

住民

選
挙
・
住
民
投
票

議会の解散請
求， 首長・議員
の解職請求

事務監査
請求

解職
請求

選
挙
管
理
委
員
会

監
査
委
員

人
事（
公
平
）委
員
会

収
用
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

労
働
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

公
安
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

教
育
委
員
会

農
業
委
員
会

　
（
市
町
村
の
み
）

副
知
事

（
副
市
町
村
長
）

3地方公共団体の財源のうち，地方税などの
自主財源が歳入の3割程度しかない状態をさ
している。近年，その割合が5割程度になる
など，中央と地方の関係にも変化がみられる。
4従来の機関委任事務が廃止され，地方公共
団体が自主的に処理する自治事務と，本来は
国が果たすべき役割だが法令により地方公共
団体が処理する法定受託事務の二つになった。
その例として，自治事務には，小中学校の建
設，飲食店の営業許可，都市計画の決定など
がある。法定受託事務には，国政選挙，パス
ポートの交付，生活保護の決定などがある。
自治事務へは国の関与が是

ぜ

正
せい

の要求にとどま
る一方，法定受託事務へは是正の指示や代

だい

執
しっ

行
こう

など国の強い関与が認められている。
5社会的に必要な事業でも，自らの居住地域
で行うことには反対する住民の姿勢を「Not 
In My Back Yard（わが家の裏庭ではやらない
で）」の頭文字をとり「N

ニ ン ビ ー

IMBY」問題という。
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631テーマ 民主政治と政治参加

地方公共団体は，かつて｢三割自治」とよばれ，中央からの地方交付税（交

付金）や国庫支出金（補助金）などに頼っていた。また，中央政府が地方に

代行させる事務（機
き

関
かん

委
い

任
にん

事務）の多さが中央集権体制の象
しょう

徴
ちょう

とされてきた。

しかし，1999年の地方分権一
いっ

括
かつ

法の成立により，地方公共団体の事務は

自治事務と法
ほう

定
てい

受
じゅ

託
たく

事務に整理された。効率的な地方行政をめざして市町

村合
がっ

併
ぺい

も進展した。さらに，補助金の削減，税源の地方への移
い

譲
じょう

，地方交

付税の見直しを内容とする「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革」が進められ，所得税（国税）の一

部を削って，その分を住民税に移すようになった。納税者が住民税・所得

税の一部を任意の自治体に寄
き

付
ふ

できる「ふるさと納税」制度もつくられた。

住民参加の
地方自治へ

地域における住民運動は，そのときどきの環境問

題などの課題に対応して展開してきた。ごみ処理

場建設などの公共事業や原子力発電所の立地，アメリカ軍基地の問題など

をめぐって，個別問題での民意を確かめるために，住民による直接投票（住

民投票）が行われることもある。また，「常設型住民投票」制度も一部の自

治体で導入されている。そして，住民たちが情報公開条例を活用して地方

公共団体の腐
ふ

敗
はい

を追
つい

及
きゅう

する運動は全国的広がりをみせた。オンブズマン

（行政監察官）制度が設置された地方公共団体もある。選挙での投票率が低

い傾向にあるのと対照的に，住民の参加意識は新しい形で活発化している。

住民の活動には，地方公共団体と連
れん

携
けい

しながら成果をあげるものも多い。

高齢者サービス，国際交流，観光，文化遺産の保護など，まちづくりにお

いて，地方公共団体と住民との協力関係は欠かせない。地域の防災に関し

ても，地方公共団体の発信する防災情報を生かしながら，地域コミュニテ

ィのなかで防災のために何ができるか，住民自身が積極的に考え提案して

いくことが求められる。

3

4

4

2008年

5

p.67 p.67

ombudsman

日本の地方自治が抱える問題点は何か，身近な自治体を事例にして調べてみよう。

台風・豪
ごう

雨
う

災害などの場合，予報にもと
づき行政が防災情報を発信するものの，
住民の避

ひ

難
なん

行動に結びつきにくいことが
課題となっている。防災情報を避難行動
につなげるために，行政と住民にできる
ことは何か，話しあってみよう。

防災情報をどのように
生かすか？

3地方自治の機構　 地方公共団体の首長と議会の関係はどのようなものだろうか。

4地方財政の歳入と歳出（総務省資料）　 地
方公共団体の財源はどれくらい国に依

い

存
そん

して
いるだろうか。

地方譲与税 
2.8地方特例交付金等 0.2

地方税
46.6%

自主
財源

地方交付税
20.0

地方債
   7.4

国庫
支出金
16.3

雑収入
5.0

［2023年度］使用料･手数料
1.7

歳入総額
920 350億円

歳出総額
920 350億円

一
般

財
源

給与関係経費
       21.6%

一般行政経費
45.7

投資的経費
13.0

その他
  7.4

公債費
12.3

特
定
財
源

執行機関
知事
（市町村長）

議決機関
都道府県議会
（市町村議会）

政府
法定受託事務への関与

拒否権（再議権）・議会解散権
不信任決議権

任命

同意

（選任）

選挙選
挙

副
知
事
・
副
市
町
村
長
・
選
挙
管
理

委
員
な
ど
の
解
職
請
求

条
例
の
制
定
・
改
廃
請
求

住民

選
挙
・
住
民
投
票

議会の解散請
求， 首長・議員
の解職請求

事務監査
請求

解職
請求

選
挙
管
理
委
員
会

監
査
委
員

人
事（
公
平
）委
員
会

収
用
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

労
働
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

公
安
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

教
育
委
員
会

農
業
委
員
会

　
（
市
町
村
の
み
）

副
知
事

（
副
市
町
村
長
）

3地方公共団体の財源のうち，地方税などの
自主財源が歳入の3割程度しかない状態をさ
している。近年，その割合が5割程度になる
など，中央と地方の関係にも変化がみられる。
4従来の機関委任事務が廃止され，地方公共
団体が自主的に処理する自治事務と，本来は
国が果たすべき役割だが法令により地方公共
団体が処理する法定受託事務の二つになった。
その例として，自治事務には，小中学校の建
設，飲食店の営業許可，都市計画の決定など
がある。法定受託事務には，国政選挙，パス
ポートの交付，生活保護の決定などがある。
自治事務へは国の関与が是

ぜ

正
せい

の要求にとどま
る一方，法定受託事務へは是正の指示や代

だい

執
しっ

行
こう

など国の強い関与が認められている。
5社会的に必要な事業でも，自らの居住地域
で行うことには反対する住民の姿勢を「Not 
In My Back Yard（わが家の裏庭ではやらない
で）」の頭文字をとり「N

ニ ン ビ ー

IMBY」問題という。
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711テーマ 民主政治と政治参加

臣が，膨
ぼう

大
だい

な数の公務員（官僚）に対してどこまで指導力を発
はっ

揮
き

できるかが，

大きな課題とされてきた。この課題に応
こた

えるために，内閣官房に首相補佐

官などが設置され，首相が公務員以外の人材を自由に登用できるようにな

った。また，各省に大臣のほかに新たに副大臣や大臣政務官がおかれた（こ

れらを政務三役という）。こうした政治主導のしくみが，行政の民主的統

制にどのような効果を発揮できるか，行政の中立性の原則とどのように両

立できるかが大きな注目点である。

行政国家化と
行政改革

現代では行政が多くの公共サービスを国民に提供す

るようになり，行政権の役割が拡大した行政国家の

時代となった（行政国家化）。日本でも専門知識を備え，情報を蓄積した公

務員（官僚）が政策の実施だけでなく，政策の決定においても政党や政治家

にかわって重要な役割を果たすことになった。また，法律の実施の際に必

要な命令や規則は行政機関の手にゆだねられることになった（委
い

任
にん

立法）。

日本の官僚制は明
めい

治
じ

以来，統治の中心的役割を果たし，戦後は経済成長

の時期に強化されていった。しかし，このなかで政・官・業（政治家，官僚，

業界団体）の癒
ゆ

着
ちゃく

などが生まれ，さまざまな弊
へい

害
がい

がみられるようになった。

また，官僚の業界団体や独立行政法人などへの「天
あま

下
くだ

り」も常態となった。

これに対して，行政改革の必要性がさけばれてきた。行政のむだを指摘

する声や，許
きょ

認
にん

可
か

制度を改めて経済活動の規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

を進めるべきだという

主張，法律によらず非公式な形（行政指導）で官僚が影響力を行使すべきで

ないという主張もなされた。こうした声を受け，許認可行政や行政指導な

どへの透
とう

明
めい

性を確保する目的で行政手続法や情報公開法が制定され，公務

員の規律を正すために，国家公務員倫理法が制定された。また，各省の幹

部人事を内閣主導で決定する内閣人事局も，2014年に新設された。

4

5

5

6

7

1993年 1999年

1999年

8

近年の日本で行政改革が求められているのはなぜか，その理由を説明してみよう。

5立法府（国会）以外の機関が，法律の委任に
もとづいて制定する法規のことで，政令，省
令，規則などがこれにあたる。
6上下の指揮命令系統などによって巨大な組
織を能率的に運営するしくみのことをさすこ
とばであるが，行政国家の時代においてみら
れる官僚による支配という意味でも用いられ
る。官僚制の弊害には，法律万

ばん

能
のう

主義，事な
かれ主義，セクショナリズム，秘密主義など
があげられる。
7退職した公務員（官僚）が，所属していた省
庁のあっせんを受けて，民間企業や業界団体，
特殊法人や独立行政法人などに再就職するこ
と。官民が癒着して行政の監視が機能しなく
なることや，天下り先での高額な給与が問題
となっている。
8本省課長補佐級以上が関係業者から5000
円をこえる接待・贈与を受けた場合の報告義
務などを定めている。

4首相の権限強化の一
いっ

環
かん

として，内閣法によ
り設置された。現在は5人までおくことがで
き，重要政策について首相に直接助言できる。

金
融
庁

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

消
費
者
庁

公
正
取
引
委
員
会

個
人
情
報
保
護
委
員
会

国
税
庁

公
安
調
査
庁

公
安
審
査
委
員
会

消
防
庁

公
害
等
調
整
委
員
会

警
察
庁

海
上
保
安
庁

運
輸
安
全
委
員
会

気
象
庁

観
光
庁

中
小
企
業
庁

特
許
庁

資
源
エ
ネ
ル
ギ
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沖縄および北方対策担当
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消費者および食品安全担当

出
入
国
在
留
管
理
庁

3日本のおもな行政機構　省庁再編により，内閣
機能の強化，縦割り行政の弊害是

ぜ

正
せい

，行政のスリ
ム化がはかられた。なお，2012年に東日本大震
災からの復興をになう機関として復興庁が設置さ
れた。また，2023年4月，内閣府のもとにこども
家庭庁が設置される。　 各省庁はどのような役
割をになっているだろうか。
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5議員立法と政府立法の推移（内閣法制局資
料）　 議員立法が少ないのはなぜだろうか。
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臣が，膨
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な数の公務員（官僚）に対してどこまで指導力を発
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できるかが，

大きな課題とされてきた。この課題に応
こた

えるために，内閣官房に首相補佐

官などが設置され，首相が公務員以外の人材を自由に登用できるようにな

った。また，各省に大臣のほかに新たに副大臣や大臣政務官がおかれた（こ

れらを政務三役という）。こうした政治主導のしくみが，行政の民主的統

制にどのような効果を発揮できるか，行政の中立性の原則とどのように両

立できるかが大きな注目点である。

行政国家化と
行政改革

現代では行政が多くの公共サービスを国民に提供す

るようになり，行政権の役割が拡大した行政国家の

時代となった（行政国家化）。日本でも専門知識を備え，情報を蓄積した公

務員（官僚）が政策の実施だけでなく，政策の決定においても政党や政治家

にかわって重要な役割を果たすことになった。また，法律の実施の際に必

要な命令や規則は行政機関の手にゆだねられることになった（委
い

任
にん

立法）。

日本の官僚制は明
めい

治
じ

以来，統治の中心的役割を果たし，戦後は経済成長

の時期に強化されていった。しかし，このなかで政・官・業（政治家，官僚，

業界団体）の癒
ゆ

着
ちゃく

などが生まれ，さまざまな弊
へい

害
がい

がみられるようになった。

また，官僚の業界団体や独立行政法人などへの「天
あま

下
くだ

り」も常態となった。

これに対して，行政改革の必要性がさけばれてきた。行政のむだを指摘

する声や，許
きょ

認
にん

可
か

制度を改めて経済活動の規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

を進めるべきだという

主張，法律によらず非公式な形（行政指導）で官僚が影響力を行使すべきで

ないという主張もなされた。こうした声を受け，許認可行政や行政指導な

どへの透
とう

明
めい

性を確保する目的で行政手続法や情報公開法が制定され，公務

員の規律を正すために，国家公務員倫理法が制定された。また，各省の幹

部人事を内閣主導で決定する内閣人事局も，2014年に新設された。

4

5

5

6

7

1993年 1999年

1999年

8

近年の日本で行政改革が求められているのはなぜか，その理由を説明してみよう。

5立法府（国会）以外の機関が，法律の委任に
もとづいて制定する法規のことで，政令，省
令，規則などがこれにあたる。
6上下の指揮命令系統などによって巨大な組
織を能率的に運営するしくみのことをさすこ
とばであるが，行政国家の時代においてみら
れる官僚による支配という意味でも用いられ
る。官僚制の弊害には，法律万

ばん

能
のう

主義，事な
かれ主義，セクショナリズム，秘密主義など
があげられる。
7退職した公務員（官僚）が，所属していた省
庁のあっせんを受けて，民間企業や業界団体，
特殊法人や独立行政法人などに再就職するこ
と。官民が癒着して行政の監視が機能しなく
なることや，天下り先での高額な給与が問題
となっている。
8本省課長補佐級以上が関係業者から5000
円をこえる接待・贈与を受けた場合の報告義
務などを定めている。

4首相の権限強化の一
いっ

環
かん

として，内閣法によ
り設置された。現在は5人までおくことがで
き，重要政策について首相に直接助言できる。

金
融
庁

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

こ
ど
も
家
庭
庁

消
費
者
庁

公
正
取
引
委
員
会

個
人
情
報
保
護
委
員
会

国
税
庁

公
安
調
査
庁

公
安
審
査
委
員
会

消
防
庁

公
害
等
調
整
委
員
会

警
察
庁

海
上
保
安
庁

運
輸
安
全
委
員
会

気
象
庁

観
光
庁

中
小
企
業
庁

特
許
庁

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁

中
央
労
働
委
員
会

原
子
力
規
制
委
員
会

防
衛
装
備
庁

水
産
庁

林
野
庁

ス
ポ
ー
ツ
庁

文
化
庁

憲法

環
境
省

文
部

科
学
省

財
務
省

法
務
省

総
務
省

防
衛
省

国
家
公
安

委
員
会

国
土

交
通
省

経
済

産
業
省

厚
生

労
働
省

国会 内閣 裁判所

内閣法制局
国家安全保障会議
人事院

内閣官房

デジタル庁

復興庁
会計検査院

内
閣
府

宮
内
庁

外
務
省

特命担当大臣

の責任者は国務大臣

農
林

水
産
省

少子化対策担当
男女共同参画会議 など

沖縄および北方対策担当
金融担当
消費者および食品安全担当

出
入
国
在
留
管
理
庁

3日本のおもな行政機構　省庁再編により，内閣
機能の強化，縦割り行政の弊害是

ぜ

正
せい

，行政のスリ
ム化がはかられた。なお，2012年に東日本大震
災からの復興をになう機関として復興庁が設置さ
れた。　 各省庁はどのような役割をになってい
るだろうか。

300

200

100

0

100

75

50

25

0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 2118 22年

法案成立率（%）提出法案数（件）

2006

議員提出法案成立率

内閣提出法案成立率

内閣提出法案　　議員提出法案

5議員立法と政府立法の推移（内閣法制局資
料）　 議員立法が少ないのはなぜだろうか。

4中央官庁街（東
とう

京
きょう

都千
ち

代
よ

田
だ

区霞
かすみ

が関
せき

）

公共_P068-071_k2-1-T1.indd   71 2023/09/21   9:43

更新が適切な統計資料（次

年度供給本から更新）
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72 第１章　民主政治と私たち

議院内閣制

権力集中制

　議院内閣制とは内閣が議会の信任にもとづいて成立し，
議会に対して連帯責任を負う制度であり，行政府と立法
府の関係は密接になりやすい。

　単一政党が支配する政治体制を権力集中制とよぶ。ロ
シア革命以来，経済の運営を国家が計画的に管理する社
会主義体制が生まれ，そこでは共産党がすべての権力を
握り，独裁的な政治が行われてきた。1980年代以降，
ソ連や東欧の社会主義諸国は自由化と民主化が高まるな

　イギリスでは，「議会主権」といわれるほど議会が強い
権限をもつ。また，1911年の議会法により上院に対す
る下

か

院
いん

優位の原則が確立している。下院で多数を占める
与
よ

党
とう

を率いる党首が首
しゅ

相
しょう

となって内閣を組織し，野
や

党
とう

と
の間で明確な対立のある政党政治が行われている。野党
は影の内閣（シャドー・キャビネット）を組織してつぎの
政権に備える。下院は内閣不信任決議権をもち，内閣は
これに対して解散権を行使して国民の審判をあおぐこと
ができる。議院内閣制の
欠点としては，議会の意
向で内閣が頻

ひん

繁
ぱん

に交代す
ることによる政権の弱体
化などが指摘されている。

1

2

shadow cabinet

かで崩
ほう

壊
かい

したが，中
ちゅう

国
ごく

は現在もその体制を維
い

持
じ

している。
　中国における最高の決定機関は毎年1回開催される一
院制の全国人民代表大会（全人代）であり，中国共産党の
役割はきわめて大きい。改革開放政策を採用して経済的
には大

おお

幅
はば

な市場経済化が進められている（社会主義市場

5

6

p.189

　各国の政治体制はその国の歴史と大きくかかわっている。イギリスでは王権に対抗するなかで議会の権限が強い議院内
閣制が生まれ，新大陸に誕生したアメリカでは強大な行政権を行使する大統領制が生まれた。社会主義国では社会変革を
おし進めるために共産党独裁の権力集中制がとられた。イスラーム諸国の政治体制では宗教の影響力が大きい。

世界の政治体制

1イギリスの政治のしくみ　国王を国家元首とする立憲君主制の
もと，議院内閣制を採用している。かつては内閣による解散権が広
く認められていたが，2011年の法律で内閣の解散権が大幅に制約
されることになった。内閣は下院による不信任決議が可決された場
合のみ解散権を行使することが可能で，下院は総議員の3分の2以
上の賛成で解散（自主解散）することができるようになった。

５2イギリスの下院の議場　対面式となっており，議長席に向か
って左側に与党議員，右側に野党議員がならぶ。それぞれの足元
にある二本の赤い線をソード・ライン（剣線）といい，かつては論
戦が白熱すると剣を抜く者がいたため，たがいの剣が届かないよ
うに引かれた。現在でも無用にこの線をこえてはならない。

２5中国の政治のしくみ　社会主義政治体制のもとで権力集中制を採
用している。全国人民代表大会は，立法，憲法改正，予算の承認など
の権限をもつ。全人代で選出される国家主席は，憲法上は象

しょう

徴
ちょう

的な存
在だが，中国共産党の最高指導者が兼務するため事実上の最高権力者
となる。全人代のもとに行政を担当する国務院（国務院総理が首相に
相当）が設けられている。全人代の常設機関である常務委員会は法令
の制定，条約の批

ひ

准
じゅん

など広範な権限をもつ。

選挙選挙

選挙

選
挙

選
挙

任免

統率

選挙国家主席
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全国人民代表大会
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最高人民
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1イギリスの政治のしくみ　国王を国家元首とする立憲君主制の
もと，議院内閣制を採用している。上院議員が非民選であるのに
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戦が白熱すると剣を抜く者がいたため，たがいの剣が届かないよ
うに引かれた。現在でも無用にこの線をこえてはならない。
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誤りとなった事実の記載
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751テーマ 民主政治と政治参加

日本の選挙制度
と課題

日本の衆議院議員選挙は，長い間，一つの選挙区

から複数の議員を選出する大選挙区制（日本では

中
ちゅう

選挙区制とよんだ）を採用していた。しかし，1994年に小選挙区と11ブ

ロックを単位とする比例代表制とを組み合わせた小選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制

が導入された。政党に所属する候補者が小選挙区と比例代表制との両方に

立候補できる重
ちょう

複
ふく

立候補制度も導入された。この選挙制度改革によって，

候補者中心の選挙から政党中心の選挙になることが期待された。

参議院議員選挙では，原則として都道府県を単位とする選挙区制と，全

国を単位とする比例代表制が採用されている。比例代表制は非拘
こう

束
そく

名簿式

を基本とするが，2019年から特定枠
わく

を設けられる拘束名簿式も導入された。

国会議員や地方公共団体の首長や議員の選挙は，公職選挙法にもとづい

て行われる。選挙が正しく行われるように実際に事務を担当するのは選挙

管理委員会である。

完全な選挙というものはなく，さまざまな課題がある。選挙制度につい

ては，小選挙区と比例代表制の並立やそれぞれへの定数配分をどうみるか

について，さまざまな見解がある。平等選挙の原則からは，「一票の格差」

も問題である。裁判所からは違憲判決や違憲状態とする判決が何度もださ

れており，立法府の対応が求められる。さらに，投票率の低下への対応も

課題である。その極
きょく

端
たん

な低下は，間接民主制自体への疑いにもつながるか

らである。そのため，期日前投票制度の導入やインターネットでの選挙運

動の解禁などの対応も行われている。日本では戸
こ

別
べつ

訪問は禁止されている

が，諸外国のように認めるべきとする意見もある。

p.80

1

p.80 23

₁₉₅₀年

4

3

5

p.41

投票率の低下を防ぐためには，どのような方法が考えられるだろうか。諸外国の取
り組みも参考にして，具体的な例をあげてまとめてみよう。

1小選挙区で落選した場合でも，比例代表の
名簿順位が上位ならば復活当選できることが
ある。また，各政党は比例代表の候補者名簿
で複数の候補者を同一順位にならべることが
でき，同一順位の場合は惜

せき

敗
はい

率
りつ

（小選挙区に
おける落選者の得票数を当選者の得票数で割
った数値）が高い候補者から順に当選者が決
まる。ただし，小選挙区での得票数が有効投
票総数の10分の1に満たないと，比例代表で
の復活当選はできない。
2各政党は順位を決めずに候補者名簿を作成
し，有権者は候補者名または政党名のいずれ
かを書いて投票する。候補者名の得票数と政
党名の得票数を合算したものを政党の得票総
数とし，各政党の当選者数はドント式で配分
される。そのうえで，個人としての得票数が
多い候補者から順に当選が決まる。
32021年の衆議院選挙では最大2.08倍，2022 
年の参議院選挙では最大3.03倍であった。

衆議院〔小選挙区比例代表並立制〕
（465名，任期4年，解散あり）

参議院
（248名，任期6年，3年ごとに半数を改選）

被選挙権 25歳以上 30歳以上

選挙の種類 小選挙区選挙 比例代表選挙
〔拘束名簿式〕 選挙区制選挙

比例代表選挙
〔非拘束（一部拘
束）名簿式〕

定数 289名 176名 148名（74名を改選）100名（50名を改選）
選挙区の数 289 11（ブロック単位）45（都道府県単位＊）1（全国）
投票の
しかた 立候補者名を記入 政党名を記入 立候補者名を記入 政党名か立候補者名を記入

当選者

各選挙区で得票
数の1位の者が
当選（有効投票
数の6分の1以
上の得票が必
要）

各ブロックごと
に，ドント式で
各党に議席を配
分し，各党の順
位の上位者から
当選

各選挙区ごとに
得票数の上位者
から定数が当選
＊ 鳥取県と島根県，
徳島県と高知県
は合区

政党票と個人票
の合計でドント
式により議席を
配分し，特定枠
は名簿順，ほか
は個人票の多い
順に当選

3衆議院と参議院の選挙制度　「ドント式」は，各党の得票数を自然数で
割り商

しょう

の大きい順に議席を配分する。　 日本の選挙制度にはどのよう
な問題があるだろうか。

4衆議院議員選挙の議員定数　小選挙区の区割りや比例代表の定数
は，国勢調査で調べた人口をもとに，原則10年ごとに見直される。 
2022年以降の見直しでは，人口比がより反映される「アダムズ方式」
が導入される。　 なぜ「アダムズ方式」が導入されるのだろうか。
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5国政選挙における投票率の推移（総務省資
料）　 近年，投票率が低下しているのはな
ぜだろうか。
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751テーマ 民主政治と政治参加

日本の選挙制度
と課題

日本の衆議院議員選挙は，長い間，一つの選挙区

から複数の議員を選出する大選挙区制（日本では

中
ちゅう

選挙区制とよんだ）を採用していた。しかし，1994年に小選挙区と11ブ

ロックを単位とする比例代表制とを組み合わせた小選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制

が導入された。政党に所属する候補者が小選挙区と比例代表制との両方に

立候補できる重
ちょう

複
ふく

立候補制度も導入された。この選挙制度改革によって，

候補者中心の選挙から政党中心の選挙になることが期待された。

参議院議員選挙では，原則として都道府県を単位とする選挙区制と，全

国を単位とする比例代表制が採用されている。比例代表制は非拘
こう

束
そく

名簿式

を基本とするが，2019年から特定枠
わく

を設けられる拘束名簿式も導入された。

国会議員や地方公共団体の首長や議員の選挙は，公職選挙法にもとづい

て行われる。選挙が正しく行われるように実際に事務を担当するのは選挙

管理委員会である。

完全な選挙というものはなく，さまざまな課題がある。選挙制度につい

ては，小選挙区と比例代表制の並立やそれぞれへの定数配分をどうみるか

について，さまざまな見解がある。平等選挙の原則からは，「一票の格差」

も問題である。裁判所からは違憲判決や違憲状態とする判決が何度もださ

れており，立法府の対応が求められる。さらに，投票率の低下への対応も

課題である。その極
きょく

端
たん

な低下は，間接民主制自体への疑いにもつながるか

らである。そのため，期日前投票制度の導入やインターネットでの選挙運

動の解禁などの対応も行われている。日本では戸
こ

別
べつ

訪問は禁止されている

が，諸外国のように認めるべきとする意見もある。
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投票率の低下を防ぐためには，どのような方法が考えられるだろうか。諸外国の取
り組みも参考にして，具体的な例をあげてまとめてみよう。

1小選挙区で落選した場合でも，比例代表の
名簿順位が上位ならば復活当選できることが
ある。また，各政党は比例代表の候補者名簿
で複数の候補者を同一順位にならべることが
でき，同一順位の場合は惜

せき

敗
はい

率
りつ

（小選挙区に
おける落選者の得票数を当選者の得票数で割
った数値）が高い候補者から順に当選者が決
まる。ただし，小選挙区での得票数が有効投
票総数の10分の1に満たないと，比例代表で
の復活当選はできない。
2各政党は順位を決めずに候補者名簿を作成
し，有権者は候補者名または政党名のいずれ
かを書いて投票する。候補者名の得票数と政
党名の得票数を合算したものを政党の得票総
数とし，各政党の当選者数はドント式で配分
される。そのうえで，個人としての得票数が
多い候補者から順に当選が決まる。
32021年の衆議院選挙では最大2.08倍，2022 
年の参議院選挙では最大3.03倍であった。

衆議院〔小選挙区比例代表並立制〕
（465名，任期4年，解散あり）

参議院
（248名，任期6年，3年ごとに半数を改選）

被選挙権 25歳以上 30歳以上

選挙の種類 小選挙区選挙 比例代表選挙
〔拘束名簿式〕 選挙区制選挙

比例代表選挙
〔非拘束（一部拘
束）名簿式〕

定数 289名 176名 148名（74名を改選）100名（50名を改選）
選挙区の数 289 11（ブロック単位）45（都道府県単位＊）1（全国）
投票の
しかた 立候補者名を記入 政党名を記入 立候補者名を記入 政党名か立候補者名を記入

当選者

各選挙区で得票
数の1位の者が
当選（有効投票
数の6分の1以
上の得票が必
要）

各ブロックごと
に，ドント式で
各党に議席を配
分し，各党の順
位の上位者から
当選

各選挙区ごとに
得票数の上位者
から定数が当選
＊ 鳥取県と島根県，
徳島県と高知県
は合区

政党票と個人票
の合計でドント
式により議席を
配分し，特定枠
は名簿順，ほか
は個人票の多い
順に当選

3衆議院と参議院の選挙制度　「ドント式」は，各党の得票数を自然数で
割り商

しょう

の大きい順に議席を配分する。　 日本の選挙制度にはどのよう
な問題があるだろうか。

4衆議院議員選挙の議員定数　小選挙区の区割りや比例代表の定数
は，国勢調査で調べた人口をもとに，原則10年ごとに見直される。 
2022年以降の見直しから人口比がより反映される「アダムズ方式」が
導入されている。　 なぜ「アダムズ方式」が導入されるのだろうか。
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料）　 近年，投票率が低下しているのはな
ぜだろうか。
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更新が適切な事実の記載
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4

視点 持続可能性／リスクとリターン

1272テーマ 市場経済における金融の働き

　私たちは，資金提供者として，限りある資金を金融によって社会へ行きわたらせることもできる。しかし，その
ためには自分自身がどの程度のリスクとリターンを望むのか，また，事業内容の社会的意義や持続可能性があるの
かなどの点に留意し，じゅうぶんな情報収集をしたうえで判断する必要がある。金融は市場経済の潤

じゅん

滑
かつ

油
ゆ

ともいわ
れる。私たち一人ひとりがどのように金融（金融市場）にかかわっていくのか，考えてみよう。

起業家は資金提供者へどのような情報を発信すべきだろうか？考える

　起業家として資金調達をする場合，資金提供者にどのような情報を発信する必要があるだろうか。資金提供者の立場
も考えながら，発信すべき情報について，〈持続可能性〉と〈リスクとリターン〉の視点から考えてみよう。

金融市場を通じた社会の発展をめざしてまとめる

4日本の開廃業率の推移（中小企業庁資料）

3投資信託の支援を受
けた社会起業家による
森林保全事業　支援す
る投資信託は，企業の
非財務情報にも注目し
て長期投資を行い，信
託報

ほう

酬
しゅう

の1%相当を社
会起業家の活動に寄付
するプログラムを2010
年から運営している。

視点 １ 起業する際の事業に〈持続可能性〉や
社会的意義はあるか？ 視点 2 〈リスクとリターン〉の関係を

示せるか？

　起業の理由はさまざまであるが，資金調達をするため
には，事業が資金提供の対象として魅

み

力
りょく

的でなければな
らない。当然，配当などのリターン（収益）も重要だが，事
業に理念やビジョンがあり，持続可能性や社会的意義が
あることを発信することも大切である。
　最近では，社会的課題の解決と経済的な利益の両立を
めざす社会起業家が増えており，それらに出資するベン
チャーキャピタルや投資信

しん

託
たく

会社などもある。資金調達
をする側と提供する側の双

そう

方
ほう

が，金融を通じて豊かな社
会づくりにどのようにかかわるかを見きわめることが求
められている。

　一般的に，資金提供には，リターンもあるが，必ずリ
スク（不確実性）をともなう。日本は諸外国と比べ新たな
創業・起業を示す開業率，廃業を示す廃業率がともに低
い。創業・起業をしても廃業するケースでは，資金提供
者は資金がもどらない貸し倒

だお

れのリスクを負うことにな
る。そのため，資金提供者がリスクとリターンの関係を
判断できるよう，資金繰

ぐ

りや収益性予測など，じゅうぶ
んな情報をそろえて，開示をしていく必要がある。
　一般に投資会社や金融機関は，リターンをめあてに投
資や融資をする。他方，クラウドファンディングは，起
業家や事業を「応援する」意味あいが強く，必ずしもリタ
ーンを求めない。
　資金提供す
る側のニーズ
にあわせた情
報提供が重要
である。

１日本の社会起業家やクラウドファ
ンディングの具体例を調べてみよ
う。

２あなたが資金を提供するなら，リ
スクとリターン，持続可能性や社
会的意義のほかにどのような点を
重視するか，クラスで話しあって
みよう。

視点をふまえた
さまざまな意見 リスクとリターンを判

断するには，現在の財
務状況だけでなく，収
益予想などの将来的な
ビジョンに着目するこ
とも必要だね。

リスクをとらなけ
れば，イノベーシ
ョンは生まれない
ので，余裕のある
人は資金提供をす
べきだと思う。

地球温暖化などの環境問題
の解決と収益確保を両立す
る社会起業家が，もっと増
える方法はないかな。
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視点 持続可能性／リスクとリターン

1272テーマ 市場経済における金融の働き

　私たちは，資金提供者として，限りある資金を金融によって社会へ行きわたらせることもできる。しかし，その
ためには自分自身がどの程度のリスクとリターンを望むのか，また，事業内容の社会的意義や持続可能性があるの
かなどの点に留意し，じゅうぶんな情報収集をしたうえで判断する必要がある。金融は市場経済の潤

じゅん

滑
かつ

油
ゆ

ともいわ
れる。私たち一人ひとりがどのように金融（金融市場）にかかわっていくのか，考えてみよう。

起業家は資金提供者へどのような情報を発信すべきだろうか？考える

　起業家として資金調達をする場合，資金提供者にどのような情報を発信する必要があるだろうか。資金提供者の立場
も考えながら，発信すべき情報について，〈持続可能性〉と〈リスクとリターン〉の視点から考えてみよう。
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1312テーマ 市場経済における金融の働き

金融の自由化とさま
ざまな金融商品

日本では高度経済成長期以来の護
ご

送
そう

船
せん

団
だん

方式がと

られていたが，1980年代になると，金融の自由化・

国際化が進みはじめた。バブル経済の崩
ほう

壊
かい

と経済のグローバル化によって，

その動きが加速された。強い規制のために海外資本が日本から逃げていく

という金融の空
くう

洞
どう

化
か

に対処するため，「金利の自由化」，「金融業務の自由 

化」，「外国為替業務の自由化」といった規制の緩和が行われた。1996年に 

は，日本版金融ビッグバンとよばれる自由化を行うための構想のもとで，

金融制度の改革が行われた。その後，ペイオフの解禁が行われ，預金者の

保護も緩
ゆる

められることとなった。

こうした自由化の動きによって，21世紀になると金融商品の多様化が大

きく進むこととなった。銀行では預金だけでなく，投資信
しん

託
たく

，外国債
さい

券
けん

，

保険といったさまざまな金融商品が提供されている。証
しょう

券
けん

会社では，株価，

金利，為替などをもとにした，金融派生商品（デリバティブ）が売られるよ

うになった。これにより，消費者がさまざまなリスクとリターンをもった

金融商品を選択できるようになり，利便性があがったが，自己責任が求め

られるようになった。

金融の自由化と金融商品の多様化は，金融市場を活性化し効率化させる

半面，金融システムの規律をそこない，市場の不安定性を高めて金融危機

につながる可能性を増大させる。このような可能性を未然に防止するため

には，国内や国際的に適切な規制をする必要がある。たとえば，バーゼル

合意にもとづくBIS規制（銀行の自己資本比率について規制の統一基準を

定め，過
か

剰
じょう

な貸し出しを抑
よく

制
せい

する）はそのような国際的な取り決めの一つ

である。自由化と金融規制のバランスをどうとるかは重要な問題である。

4

p.125

5

6

pay-off

75

derivative

risk return

p.133

₁₉₈₈年

Bank for International Settlements

8

日本銀行の金融政策はどのように行われているか，説明してみよう。

4国はすべての金融機関が倒
とう

産
さん

しないように，
弱小金融機関を保護するためのさまざまな規
制を行ってきた。
51986年のイギリスの金融・証券制度の大
改革は，宇宙の進化の出発点となった大爆発
（ビッグバン）にたとえられた。日本の金融改
革は，イギリスにならったものである。
6自由化の流れのなか，大手銀行は競争力強
化などのために合

がっ

併
ぺい

をくり返し，三つのメガ
バンクを中心に再編された。
7金融機関が破

は

綻
たん

したとき，預金の払
はらい

戻
もどし

保証
額を元

がん

本
ぽん

1000万円とその利
り

息
そく

に限る措
そ

置
ち

。

8総資産に占める自己資本の割合である自己
資本比率を10.5%以上にするという国際監督
基準。

不況（金融緩和策）好況（金融引き締め策）

公定歩合
引き上げ

貸し出し
減少

国債・手形
の売却
（売りオペ）

通貨の
吸収

準備率
引き上げ

中央銀行

公定歩合
引き下げ

貸し出し
増加

国債・手形
の買い上げ
（買いオペ）

通貨の
流出

準備率
引き下げ

通
貨
量
増
大

民
間
金
融
機
関

中央銀行と民間金融機関の間には，国債や
特定の手形類を売買する公開市場（オープン
マーケット）が存在している。中央銀行は売り
操作（売りオペレーション）または買い操作
（買いオペレーション）を行い，マネーストック
に影響をおよぼす。

貸
し
出
し
減
少

貸
し
出
し
増
加

通
貨
量
減
少

企
業
・
家
計

企
業
・
家
計

民
間
金
融
機
関

公開市場操作

中央銀行は，公定歩合を上げ下げする
ことによって民間金融機関の資金量に
影響をあたえる（現在，日本では公定歩
合操作は行われていない）。

中央銀行は預金準備率を操作し民間金
融機関の資金量に影響をあたえる（日本
では1991年以降，行われていない）。

公定歩合操作

預金準備率操作

3金融政策　 不況時には，売りオペレーション・買いオペレーションのどちらが行われるだ
ろうか。

4公定歩合，コールレートと預金準備率の推
移（日本銀行資料）　 政策によって，無担保
コールレートにどのような影響があるだろう
か。

5初のペイオフ発動を伝える新聞記事（2010
年）
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4国はすべての金融機関が倒
とう

産
さん

しないように，
弱小金融機関を保護するためのさまざまな規
制を行ってきた。
51986年のイギリスの金融・証券制度の大
改革は，宇宙の進化の出発点となった大爆発
（ビッグバン）にたとえられた。日本の金融改
革は，イギリスにならったものである。
6自由化の流れのなか，大手銀行は競争力強
化などのために合

がっ

併
ぺい

をくり返し，三つのメガ
バンクを中心に再編された。
7金融機関が破

は

綻
たん

したとき，預金の払
はらい

戻
もどし

保証
額を元

がん

本
ぽん

1000万円とその利
り

息
そく

に限る措
そ

置
ち

。

8総資産に占める自己資本の割合である自己
資本比率を10.5%以上にするという国際監督
基準。

不況（金融緩和策）好況（金融引き締め策）
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大
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関

中央銀行と民間金融機関の間には，国債や
特定の手形類を売買する公開市場（オープン
マーケット）が存在している。中央銀行は売り
操作（売りオペレーション）または買い操作
（買いオペレーション）を行い，マネーストック
に影響をおよぼす。

貸
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公開市場操作

中央銀行は，公定歩合を上げ下げする
ことによって民間金融機関の資金量に
影響をあたえる（現在，日本では公定歩
合操作は行われていない）。

中央銀行は預金準備率を操作し民間金
融機関の資金量に影響をあたえる（日本
では1991年以降，行われていない）。

公定歩合操作

預金準備率操作

3金融政策　 不況時には，売りオペレーション・買いオペレーションのどちらが行われるだ
ろうか。

4公定歩合，コールレートと預金準備率の推
移（日本銀行資料）　 政策によって，無担保
コールレートにどのような影響があるだろう
か。
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金融の自由化とさま
ざまな金融商品
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と経済のグローバル化によって，

その動きが加速された。強い規制のために海外資本が日本から逃げていく
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くう

洞
どう

化
か

に対処するため，「金利の自由化」，「金融業務の自由 

化」，「外国為替業務の自由化」といった規制の緩和が行われた。1996年に 

は，日本版金融ビッグバンとよばれる自由化を行うための構想のもとで，

金融制度の改革が行われた。その後，ペイオフの解禁が行われ，預金者の

保護も緩
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こうした自由化の動きによって，21世紀になると金融商品の多様化が大
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金利，為替などをもとにした，金融派生商品（デリバティブ）が売られるよ

うになった。これにより，消費者がさまざまなリスクとリターンをもった

金融商品を選択できるようになり，利便性があがったが，自己責任が求め

られるようになった。

金融の自由化と金融商品の多様化は，金融市場を活性化し効率化させる

反面，金融システムの規律をそこない，市場の不安定性を高めて金融危機

につながる可能性を増大させる。このような可能性を未然に防止するため

には，国内や国際的に適切な規制をする必要がある。たとえば，バーゼル
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である。自由化と金融規制のバランスをどうとるかは重要な問題である。
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しないように，
弱小金融機関を保護するためのさまざまな規
制を行ってきた。
51986年のイギリスの金融・証券制度の大
改革は，宇宙の進化の出発点となった大爆発
（ビッグバン）にたとえられた。日本の金融改
革は，イギリスにならったものである。
6自由化の流れのなか，大手銀行は競争力強
化などのために合

がっ

併
ぺい

をくり返し，三つのメガ
バンクを中心に再編された。
7金融機関が破
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もどし
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額を元
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。

8総資産に占める自己資本の割合である自己
資本比率を10.5%以上にするという国際監督
基準。

不況（金融緩和策）好況（金融引き締め策）
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中央銀行と民間金融機関の間には，国債や
特定の手形類を売買する公開市場（オープン
マーケット）が存在している。中央銀行は売り
操作（売りオペレーション）または買い操作
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中央銀行は，公定歩合を上げ下げする
ことによって民間金融機関の資金量に
影響をあたえる（現在，日本では公定歩
合操作は行われていない）。

中央銀行は預金準備率を操作し民間金
融機関の資金量に影響をあたえる（日本
では1991年以降，行われていない）。

公定歩合操作

預金準備率操作

3金融政策　 不況時には，売りオペレーション・買いオペレーションのどちらが行われるだ
ろうか。

4公定歩合，コールレートと預金準備率の推
移（日本銀行資料）　 政策によって，無担保
コールレートにどのような影響があるだろう
か。
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132 第３章　経済社会で生きる私たち

　キャッシュレス決済には，利用額を事前にチャージする
プリペイド式や，銀行口座から即時に引き落とされるリア
ルタイムペイ式，事後に請求がくるポストペイ式がある。
プリペイド式決済の一つである電子マネーは，現金を電子
情報におきかえ，ICカードやスマートフォンなどに取り
こんで利用するしくみである。一方，ポストペイ式である
クレジットカードは与

よ

信
しん

機能をもっており，利用者の信用
に応じて与信枠

わく

（利用限度額）が設定される。
　近年，消費者や事業者のニーズに応じて，キャッシュレ
ス決済のサービスが拡大，多様化してきている。キャッシ
ュレスには，消費者にとって，現金をもち歩かなくてよい，
ポイント制度が利用できる，利用履

り

歴
れき

が確認できるなどの
メリットがある一方，端

たん

末
まつ

が導入されている店舗が限られ
ている，お金を使った実感をもちにくい，媒

ばい

体
たい

の紛失・盗
難の恐れがあるなどのデメリットも指摘されている。その
ため，利用する際には，サービスの内容や方法をよく吟

ぎん

味
み

キャッシュレス決済の種類1

1

する必要がある。
　なお，近年急速に拡大している仮想通

つう

貨
か

（暗号資産）も，
インターネット上での支払いに利用でき，キャッシュレス
決済の一つといえる。ただしこれは基本的に民間の事業者
が取り扱っており，中央銀行が発行する法定通貨から独立
したものである。
　

　世界ではキャッシュレス化が急速に進展している。たと
えば，韓

かん

国
こく

やアメリカではクレジットカードが，スウェー
デンではSwish（スウィッシュ）というスマートフォン用の
決済アプリケーションが，中

ちゅう

国
ごく

では二次元コード決済が広
く普及している。それに対して，日本の家計最終消費支出
に占めるキャッシュレス決済の比率は24.2％（2018年）にと
どまっており，「キャッシュレス後進国」といわれている。
　キャッシュレス決済には，個人情報保護やセキュリティ，
キャッシュレスを使わない人や使えない人への配

はい

慮
りょ

など，
課題も多い。経済のグローバル化によって相互依

い

存
そん

性が高
まるなか，キャッシュレス社会にどのように向きあってい
くか，考えていく必要がある。

世界の動向2

1 信用を供
きょう
与
よ
すること。金融機関が融資したり，融資枠や利用限度額を設

定したりすることをいう。

　あなたは電子マネーを利用したことがあるだろうか。電子マネーをはじめ，現金（紙
し

幣
へい

・硬
こう

貨
か

）を使用せずに支払い・
決済ができることをキャッシュレスという。近年，キャッシュレスによる支払い・決済が拡大しており，今後ます
ます身近になっていくことが予想されているが，私たちの経済活動にどのような影響をもたらすだろうか。

進むキャッシュレス社会

おもな支払い方法 支払いのタイミング

電子マネー 非接触型（タッチ式） プリペイド（前払い）

デビット
カード 接触型（差しこみ式） リアルタイムペイ（即時払い）

クレジット
カード 接触型（差しこみ式） ポストペイ（後払い）

スマート
フォン決済

コード型，非接触型
（タッチ式）

プリペイド（前払い），リアルタイム
ペイ（即時払い），ポストペイ（後払い）

2飲食店の店先に示され
たキャッシュレス決済の
案内

3おもな国の家計最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の比率
（キャッシュレス推進協議会資料）
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132 第３章　経済社会で生きる私たち

　キャッシュレス決済には，利用額を事前にチャージする
プリペイド式や，銀行口座から即時に引き落とされるリア
ルタイムペイ式，事後に請求がくるポストペイ式がある。
プリペイド式決済の一つである電子マネーは，現金を電子
情報におきかえ，ICカードやスマートフォンなどに取り
こんで利用するしくみである。一方，ポストペイ式である
クレジットカードは与

よ

信
しん

機能をもっており，利用者の信用
に応じて与信枠

わく

（利用限度額）が設定される。
　近年，消費者や事業者のニーズに応じて，キャッシュレ
ス決済のサービスが拡大，多様化してきている。キャッシ
ュレスには，消費者にとって，現金をもち歩かなくてよい，
ポイント制度が利用できる，利用履

り

歴
れき

が確認できるなどの
メリットがある一方，端

たん

末
まつ

が導入されている店舗が限られ
ている，お金を使った実感をもちにくい，媒

ばい

体
たい

の紛失・盗
難の恐れがあるなどのデメリットも指摘されている。その
ため，利用する際には，サービスの内容や方法をよく吟

ぎん

味
み

キャッシュレス決済の種類1

1

する必要がある。
　なお，近年急速に拡大している仮想通

つう

貨
か

（暗号資産）も，
インターネット上での支払いに利用でき，キャッシュレス
決済の一つといえる。ただしこれは基本的に民間の事業者
が取り扱っており，中央銀行が発行する法定通貨から独立
したものである。
　

　世界ではキャッシュレス化が急速に進展している。たと
えば，韓

かん

国
こく

やアメリカではクレジットカードが，スウェー
デンではSwish（スウィッシュ）というスマートフォン用の
決済アプリケーションが，中

ちゅう

国
ごく

では二次元コード決済が広
く普及している。それに対して，日本の家計最終消費支出
に占めるキャッシュレス決済の比率は29.8％（2020年）にと
どまっており，「キャッシュレス後進国」といわれている。
　キャッシュレス決済には，個人情報保護やセキュリティ，
キャッシュレスを使わない人や使えない人への配

はい

慮
りょ

など，
課題も多い。経済のグローバル化によって相互依

い

存
そん

性が高
まるなか，キャッシュレス社会にどのように向きあってい
くか，考えていく必要がある。

世界の動向2

1 信用を供
きょう
与
よ
すること。金融機関が融資したり，融資枠や利用限度額を設

定したりすることをいう。

　あなたは電子マネーを利用したことがあるだろうか。電子マネーをはじめ，現金（紙
し

幣
へい

・硬
こう

貨
か

）を使用せずに支払い・
決済ができることをキャッシュレスという。近年，キャッシュレスによる支払い・決済が拡大しており，今後ます
ます身近になっていくことが予想されているが，私たちの経済活動にどのような影響をもたらすだろうか。

進むキャッシュレス社会

おもな支払い方法 支払いのタイミング

電子マネー 非接触型（タッチ式） プリペイド（前払い）

デビット
カード 接触型（差しこみ式） リアルタイムペイ（即時払い）

クレジット
カード 接触型（差しこみ式） ポストペイ（後払い）

スマート
フォン決済

コード型，非接触型
（タッチ式）

プリペイド（前払い），リアルタイム
ペイ（即時払い），ポストペイ（後払い）

2飲食店の店先に示され
たキャッシュレス決済の
案内

3おもな国の家計最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の比率
（キャッシュレス推進協議会資料）
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132 第３章　経済社会で生きる私たち

　キャッシュレス決済には，利用額を事前にチャージする
プリペイド式や，銀行口座から即時に引き落とされるリア
ルタイムペイ式，事後に請求がくるポストペイ式がある。
プリペイド式決済の一つである電子マネーは，現金を電子
情報におきかえ，ICカードやスマートフォンなどに取り
こんで利用するしくみである。一方，ポストペイ式である
クレジットカードは与

よ

信
しん

機能をもっており，利用者の信用
に応じて与信枠

わく

（利用限度額）が設定される。
　近年，消費者や事業者のニーズに応じて，キャッシュレ
ス決済のサービスが拡大，多様化してきている。キャッシ
ュレスには，消費者にとって，現金をもち歩かなくてよい，
ポイント制度が利用できる，利用履

り

歴
れき

が確認できるなどの
メリットがある一方，端

たん

末
まつ

が導入されている店舗が限られ
ている，お金を使った実感をもちにくい，媒

ばい

体
たい

の紛失・盗
難の恐れがあるなどのデメリットも指摘されている。その
ため，利用する際には，サービスの内容や方法をよく吟

ぎん

味
み

キャッシュレス決済の種類1

1

する必要がある。
　なお，近年急速に拡大している仮想通

つう

貨
か

（暗号資産）も，
インターネット上での支払いに利用でき，キャッシュレス
決済の一つといえる。ただしこれは基本的に民間の事業者
が取り扱っており，中央銀行が発行する法定通貨から独立
したものである。
　

　世界ではキャッシュレス化が急速に進展している。たと
えば，韓

かん

国
こく

やアメリカではクレジットカードが，スウェー
デンではSwish（スウィッシュ）というスマートフォン用の
決済アプリケーションが，中

ちゅう

国
ごく

では二次元コード決済が広
く普及している。それに対して，日本の家計最終消費支出
に占めるキャッシュレス決済の比率は24.2％（2018年）にと
どまっており，「キャッシュレス後進国」といわれている。
　キャッシュレス決済には，個人情報保護やセキュリティ，
キャッシュレスを使わない人や使えない人への配

はい

慮
りょ

など，
課題も多い。経済のグローバル化によって相互依

い

存
そん

性が高
まるなか，キャッシュレス社会にどのように向きあってい
くか，考えていく必要がある。

世界の動向2

1 信用を供
きょう
与
よ
すること。金融機関が融資したり，融資枠や利用限度額を設

定したりすることをいう。

　あなたは電子マネーを利用したことがあるだろうか。電子マネーをはじめ，現金（紙
し

幣
へい

・硬
こう

貨
か

）を使用せずに支払い・
決済ができることをキャッシュレスという。近年，キャッシュレスによる支払い・決済が拡大しており，今後ます
ます身近になっていくことが予想されているが，私たちの経済活動にどのような影響をもたらすだろうか。

進むキャッシュレス社会

おもな支払い方法 支払いのタイミング

電子マネー 非接触型（タッチ式） プリペイド（前払い）

デビット
カード 接触型（差しこみ式） リアルタイムペイ（即時払い）

クレジット
カード 接触型（差しこみ式） ポストペイ（後払い）

スマート
フォン決済

コード型，非接触型
（タッチ式）

プリペイド（前払い），リアルタイム
ペイ（即時払い），ポストペイ（後払い）

2飲食店の店先に示され
たキャッシュレス決済の
案内

3おもな国の家計最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の比率
（キャッシュレス推進協議会資料）
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　キャッシュレス決済には，利用額を事前にチャージする
プリペイド式や，銀行口座から即時に引き落とされるリア
ルタイムペイ式，事後に請求がくるポストペイ式がある。
プリペイド式決済の一つである電子マネーは，現金を電子
情報におきかえ，ICカードやスマートフォンなどに取り
こんで利用するしくみである。一方，ポストペイ式である
クレジットカードは与

よ

信
しん

機能をもっており，利用者の信用
に応じて与信枠

わく

（利用限度額）が設定される。
　近年，消費者や事業者のニーズに応じて，キャッシュレ
ス決済のサービスが拡大，多様化してきている。キャッシ
ュレスには，消費者にとって，現金をもち歩かなくてよい，
ポイント制度が利用できる，利用履

り

歴
れき

が確認できるなどの
メリットがある一方，端

たん

末
まつ

が導入されている店舗が限られ
ている，お金を使った実感をもちにくい，媒

ばい

体
たい

の紛失・盗
難の恐れがあるなどのデメリットも指摘されている。その
ため，利用する際には，サービスの内容や方法をよく吟

ぎん

味
み

キャッシュレス決済の種類1

1

する必要がある。
　なお，近年急速に拡大している仮想通

つう

貨
か

（暗号資産）も，
インターネット上での支払いに利用でき，キャッシュレス
決済の一つといえる。ただしこれは基本的に民間の事業者
が取り扱っており，中央銀行が発行する法定通貨から独立
したものである。
　

　世界ではキャッシュレス化が急速に進展している。たと
えば，韓

かん

国
こく

やアメリカではクレジットカードが，スウェー
デンではSwish（スウィッシュ）というスマートフォン用の
決済アプリケーションが，中

ちゅう

国
ごく

では二次元コード決済が広
く普及している。それに対して，日本の家計最終消費支出
に占めるキャッシュレス決済の比率は29.8％（2020年）にと
どまっており，「キャッシュレス後進国」といわれている。
　キャッシュレス決済には，個人情報保護やセキュリティ，
キャッシュレスを使わない人や使えない人への配

はい

慮
りょ

など，
課題も多い。経済のグローバル化によって相互依

い

存
そん

性が高
まるなか，キャッシュレス社会にどのように向きあってい
くか，考えていく必要がある。

世界の動向2

1 信用を供
きょう
与
よ
すること。金融機関が融資したり，融資枠や利用限度額を設

定したりすることをいう。

　あなたは電子マネーを利用したことがあるだろうか。電子マネーをはじめ，現金（紙
し

幣
へい

・硬
こう

貨
か

）を使用せずに支払い・
決済ができることをキャッシュレスという。近年，キャッシュレスによる支払い・決済が拡大しており，今後ます
ます身近になっていくことが予想されているが，私たちの経済活動にどのような影響をもたらすだろうか。

進むキャッシュレス社会

おもな支払い方法 支払いのタイミング

電子マネー 非接触型（タッチ式） プリペイド（前払い）

デビット
カード 接触型（差しこみ式） リアルタイムペイ（即時払い）

クレジット
カード 接触型（差しこみ式） ポストペイ（後払い）

スマート
フォン決済

コード型，非接触型
（タッチ式）

プリペイド（前払い），リアルタイム
ペイ（即時払い），ポストペイ（後払い）

2飲食店の店先に示され
たキャッシュレス決済の
案内

3おもな国の家計最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の比率
（キャッシュレス推進協議会資料）
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更新が適切な統計資料（次

年度供給本から更新）
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134 第3章　経済社会で生きる私たち

財政の役割と持続可能な社会保障制度3テーマ

追究
しよう

日本の財政状況つかむ

「持続可能な財政」を実現するために
どうするべきだろうか？
　日本の財政は危機的な状況におかれている。その
原因や解決策について考えたことはあるだろうか。
　現在，国の借金（国債残高）は1000兆円をこえて
いる（2022年現在）。一方，教育や保育，医療，年
金などのほか，今後は高度経済成長期に建設された
橋や港など，老

ろう

朽
きゅう

化した社会資本（p.118）の維
い

持
じ

管理
や更新に多額の費用が必要になり，歳

さい

出
しゅつ

への「要望」
はさらに拡大することが予想できる。

　財政は，人々に共通の「必要」や「要望」によって生
みだされた公的なしくみである。しかし，財政のに
なう役割が増加し，複雑になっていくなか，「持続
可能な財政」をどのようにして実現するのかという
課題が浮

う

き彫
ぼ

りになっている。
　ここでは，生活に欠かせない財政の持続可能な運
営について，課題とその解決策を考えてみよう。

●日本の財政規模は諸外国と比べて「大きい」か
　日本の財政（政府）の規模を他国と比較してみよう。国
の歳出がGDPに対してどの程度の規模であるのか。1を
みると，日本の歳出額の比率は先進国のなかで比較的小
さいことがわかる。
　また，人口あたりの公務員数を比較することも，政府
の「大きさ」をはかる基準として用いられる。日本の人口
あたりの公務員数は，ヨーロッパの主要国やアメリカと
比べて少ない。
　こうしたデータから，日本は先進国のなかでも比較的

「小さな政府」であることがわかる。
●財政危機の原因は歳出の多さか
　日本の財政赤字は，OECD（p.193）加盟国のなかでも突

とっ

出
しゅつ

して大きい。日本の債
さい

務
む

残高はGDPの2倍をこえており，
主要先進国のなかで最も高くなっている。
　また，2をみると，1990年ごろを境に，歳出を税収が
大きく下回るようになり，その差を公債（国債）の発行に
よって補ってきたことがわかる。そして，税収をこえる
公債の発行を余

よ

儀
ぎ

なくされた年度もみられる。
　このような財政悪化は，高齢化の進行にともなう，歳
出における社会保障関係費の増加が大きな原因である。
社会保障制度は，加入者が支払う保険料と，租

そ

税
ぜい

をおも
な財源とする公費によってまかなわれており，高齢化の
進行は公費負担を増加させてきた。

1おもな国のGDPに対する政府（総）支出の割合（OECD資料）

2日本の歳出・税収と公債発行額の推移（財務省資料）
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134 第3章　経済社会で生きる私たち

財政の役割と持続可能な社会保障制度3テーマ

追究
しよう

日本の財政状況つかむ

「持続可能な財政」を実現するために
どうするべきだろうか？
　日本の財政は危機的な状況におかれている。その
原因や解決策について考えたことはあるだろうか。
　現在，国の借金（国債残高）は1000兆円をこえて
いる（2022年現在）。一方，教育や保育，医療，年
金などのほか，今後は高度経済成長期に建設された
橋や港など，老

ろう

朽
きゅう

化した社会資本（p.118）の維
い

持
じ

管理
や更新に多額の費用が必要になり，歳

さい

出
しゅつ

への「要望」
はさらに拡大することが予想できる。

　財政は，人々に共通の「必要」や「要望」によって生
みだされた公的なしくみである。しかし，財政のに
なう役割が増加し，複雑になっていくなか，「持続
可能な財政」をどのようにして実現するのかという
課題が浮

う

き彫
ぼ

りになっている。
　ここでは，生活に欠かせない財政の持続可能な運
営について，課題とその解決策を考えてみよう。

●日本の財政規模は諸外国と比べて「大きい」か
　日本の財政（政府）の規模を他国と比較してみよう。国
の歳出がGDPに対してどの程度の規模であるのか。1を
みると，日本の歳出額の比率は先進国のなかで比較的小
さいことがわかる。
　また，人口あたりの公務員数を比較することも，政府
の「大きさ」をはかる基準として用いられる。日本の人口
あたりの公務員数は，ヨーロッパの主要国やアメリカと
比べて少ない。
　こうしたデータから，日本は先進国のなかでも比較的

「小さな政府」であることがわかる。
●財政危機の原因は歳出の多さか
　日本の財政赤字は，OECD（p.193）加盟国のなかでも突

とっ

出
しゅつ

して大きい。日本の債
さい

務
む

残高はGDPの2倍をこえており，
主要先進国のなかで最も高くなっている。
　また，2をみると，1990年ごろを境に，歳出を税収が
大きく下回るようになり，その差を公債（国債）の発行に
よって補ってきたことがわかる。そして，税収をこえる
公債の発行を余

よ

儀
ぎ

なくされた年度もみられる。
　このような財政悪化は，高齢化の進行にともなう，歳
出における社会保障関係費の増加が大きな原因である。
社会保障制度は，加入者が支払う保険料と，租

そ

税
ぜい

をおも
な財源とする公費によってまかなわれており，高齢化の
進行は公費負担を増加させてきた。

1おもな国のGDPに対する政府（総）支出の割合（OECD資料）

2日本の歳出・税収と公債発行額の推移（財務省資料）
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134 第3章　経済社会で生きる私たち

財政の役割と持続可能な社会保障制度3テーマ

追究
しよう

日本の財政状況つかむ

「持続可能な財政」を実現するために
どうするべきだろうか？
　日本の財政は危機的な状況におかれている。その
原因や解決策について考えたことはあるだろうか。
　現在，国の借金（国債残高）は1000兆円をこえて
いる（2022年現在）。一方，教育や保育，医療，年
金などのほか，今後は高度経済成長期に建設された
橋や港など，老

ろう

朽
きゅう

化した社会資本（p.118）の維
い

持
じ

管理
や更新に多額の費用が必要になり，歳

さい

出
しゅつ

への「要望」
はさらに拡大することが予想できる。

　財政は，人々に共通の「必要」や「要望」によって生
みだされた公的なしくみである。しかし，財政のに
なう役割が増加し，複雑になっていくなか，「持続
可能な財政」をどのようにして実現するのかという
課題が浮

う

き彫
ぼ

りになっている。
　ここでは，生活に欠かせない財政の持続可能な運
営について，課題とその解決策を考えてみよう。

●日本の財政規模は諸外国と比べて「大きい」か
　日本の財政（政府）の規模を他国と比較してみよう。国
の歳出がGDPに対してどの程度の規模であるのか。1を
みると，日本の歳出額の比率は先進国のなかで比較的小
さいことがわかる。
　また，人口あたりの公務員数を比較することも，政府
の「大きさ」をはかる基準として用いられる。日本の人口
あたりの公務員数は，ヨーロッパの主要国やアメリカと
比べて少ない。
　こうしたデータから，日本は先進国のなかでも比較的

「小さな政府」であることがわかる。
●財政危機の原因は歳出の多さか
　日本の財政赤字は，OECD（p.193）加盟国のなかでも突

とっ

出
しゅつ

して大きい。日本の債
さい

務
む

残高はGDPの2倍をこえており，
主要先進国のなかで最も高くなっている。
　また，2をみると，1990年ごろを境に，歳出を税収が
大きく下回るようになり，その差を公債（国債）の発行に
よって補ってきたことがわかる。そして，税収をこえる
公債の発行を余

よ

儀
ぎ

なくされた年度もみられる。
　このような財政悪化は，高齢化の進行にともなう，歳
出における社会保障関係費の増加が大きな原因である。
社会保障制度は，加入者が支払う保険料と，租

そ

税
ぜい

をおも
な財源とする公費によってまかなわれており，高齢化の
進行は公費負担を増加させてきた。

1おもな国のGDPに対する政府（総）支出の割合（OECD資料）

2日本の歳出・税収と公債発行額の推移（財務省資料）
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財政の役割と持続可能な社会保障制度3テーマ

追究
しよう

日本の財政状況つかむ

「持続可能な財政」を実現するために
どうするべきだろうか？
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朽
きゅう

化した社会資本（p.118）の維
い

持
じ

管理
や更新に多額の費用が必要になり，歳

さい

出
しゅつ

への「要望」
はさらに拡大することが予想できる。

　財政は，人々に共通の「必要」や「要望」によって生
みだされた公的なしくみである。しかし，財政のに
なう役割が増加し，複雑になっていくなか，「持続
可能な財政」をどのようにして実現するのかという
課題が浮

う

き彫
ぼ

りになっている。
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予防などの保健事業を進め，医療費の削減をはかっている。 4主要税目の税収（一般会計分）の推移（財務省資料）

　私たちは財政により，みんなが必要とするもののために税金を負担しあい，安心して暮らせる社会をつくってき
た。しかし，景気の低

てい

迷
めい

や高齢化の進展などによって，歳入を公債に頼らざるをえない状況にある。公債への依
い

存
そん

は現在世代が将来世代へ負担を先送りしていることを意味するが，一般的に税負担の増加や歳出の削減につながる
政策への賛成は得られにくいことが多い。それでは，どのようにしたら財政収支の均

きん

衡
こう

をはかることができるのだ
ろうか。今後，私たち一人ひとりが当事者意識をもって「持続可能な財政」について考えていく必要がある。

財政の課題を解決するために必要なことは何か？考える

　日本の財政を持続可能なものにするためにはどういった取り組みが必要だろうか。ここでは，増大し続けている社会
保障支出に着目して，財政の課題について，〈歳出〉と〈歳

さい
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にゅう

〉の視点から考えてみよう。

「持続可能な財政」をめざしてまとめる

視点 １ 〈歳出〉の削減を行うことは可能か？ 視点 2 〈歳入〉の増加のためには，
何が必要か？

　今後，高齢化がいっそう進行すると，介
かい

護
ご

や医療，年
金に関する給付のさらなる増大が見こまれる。そこで，
医学的な根拠にもとづく適正な医療サービスや，健康増
進などの予防的取り組みがさらに必要とされる。
　実施する事業について，予算額より少ない費用で事業
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れる方法はないか，予算の執行の結果，事業の目的を達
成しているか，
といった観点か
ら精査する必要
がある。また，
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も必要となるだ
ろう。
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課税の対象と範囲および税率のあり方が課題となる。消
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のではないか。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.1%（2021年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2021年は1.30）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　平成29年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.0%（2022年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2022年は1.26）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　令和5年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.1%（2021年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2021年は1.30）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　平成29年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.0%（2022年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2022年は1.26）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　令和5年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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更新が適切な統計資料（次

年度供給本から更新）
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.1%（2021年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2021年は1.30）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　平成29年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.0%（2022年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2022年は1.26）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　令和5年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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更新が適切な事実の記載
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.1%（2021年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2021年は1.30）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　平成29年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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142 第３章　経済社会で生きる私たち

少子高齢社会
今，日本の社会保障は大きな困難に直面している。

その最大の課題が少子高齢化である。高齢化の程

度を示す高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

（総人口に占める65歳以上人口の割合）は1980年代に入っ

て急速に上昇した。高齢化率の大きさによって社会を順に，高齢化社会

（ 7％超），高齢社会（14％超），超高齢社会（21％超）とする国連の定義に従

うと，高齢化率29.0%（2022年）の日本は超高齢社会ということになる。

人口の高齢化と表裏一体の関係にあるのが少子化である。第二次世界大

戦終結後の第一次ベビーブーム期，1970年代前半の第二次ベビーブーム期

を除くと，出
しゅっ

生
しょう

率（人口1000人あたりの出生数）と合
ごう

計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

（一人の

女性が生
しょう

涯
がい

に産む子どもの数）は減少し，2005年には死亡者数が出生者数

を上
うわ

回る人口減少社会に突入している。事態がこのまま推移すると，子ど

もの数は減り続け，その結果，生産年齢人口も減少していく。これに対し

て，高齢者は，寿命ののびもあって，絶対数でも人口比でも，当面は増加

を続けるであろう。政府はこれまで，高齢社会対策基本法で高齢社会に対

応する一方，少子化社会対策基本法などを制定し，子育て支援を中心に施

策を講じてきたが，少子高齢化は現在も進行しており，今世紀半ばごろに

は，高齢化率が40%近くになると推計されている。

社会保障制度の
課題

戦後，日本は社会保障制度の整備・拡
かく

充
じゅう

に努め，

医療と年金については1960年代初頭までに国民皆
かい

保険と国民皆年金を実現させた。しかし，高齢化社会の到
とう

来
らい

によって社会

保障給付費も急激に増大し，医療保険制度や年金保険制度の改革（後期高

1

2

₁₉₉₅年

₂₀₀₃年

4

かつては公務員は共
きょう

済
さい

年金に加入するなど，職業によって入る公的年金制度は異
こと

なっていた。しかし，2015年，共済年金は厚
こう

生
せい

年金に統合された。

持続可能な社会保障制度とはどのようなものだろうか？
社会保障の課題と
これから

4

1公的年金の給付の種類

年金は高齢者のもの？
　年金と聞くと，世代間格差や少

しょう

子
し

高齢化による持
続可能性の問題について思い浮かべる人が多いだろ
う。少ない現役世代で多くの高齢者を支えていかな
ければならない社会の到来により，従来の社会保障
の制度をそのまま維

い

持
じ

することが難しくなっている。
一方，年金の役割は老後の生活を支えることだけで
はない。年金加入者が死亡した場合に遺族に支給さ
れる遺族年金のほか，障害年金の制度もある。世代
にかかわらずすべての国民が安心して生活できる社
会保障制度を維持していくためには，どういった取
り組みが必要か考えていく必要がある。

11975年に1.91だったのが，2005年には1.26
まで低下した（2022年は1.26）。

3社会保障給付費の推移（国立社会保障・人
口問題研究所資料）

2日本の人口構成の変化（日本の将来推計人
口　令和5年推計）

老齢年金 障害年金 遺族年金

支給が
はじまる
とき

年金に加入していた人
が老齢（原則65歳）に
なったとき

年金に加入していた人が
病気やけがで障がいが残
ったとき

年金に加入していた人が亡
くなったとき

支給対象 加入していた本人 加入していた本人（障がい
の程度によって支給）

亡くなった人によって生計
を維持されていた遺族（配偶
者，子，その他の遺族など）

国民年金
から支給
＊1 

老齢基礎年金
保険料をおさめた期間
などに応じた額

障害基礎年金
障害等級＊3に応じた額（子
がいる場合は加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

厚生年金
から支給

老齢厚生年金
保険料をおさめた期間
や賃金＊2に応じた額

障害厚生年金
賃金＊2や加入期間，障害
等級＊3に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年
金の３／４の額

＊1　国民年金のみに加入していた場合は基礎年金のみ支給される。
＊2　「平均標準報酬額」：厚生年金への加入期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額。
＊3　障害等級は1級から3級まである。障害厚生年金（２級以上）受給者は，同時に障害基礎年金を受給できる。
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148 第４章　私たちの職業生活

働くことの意義
「労働（働くこと）」と「職業」の違いを考えたことは

あるだろうか。労働は私たちにとって生活を営む

ための核となるが，それには，報
ほ う

酬
しゅう

が支払われる有
ゆ う

償
しょう

労働（ペイドワーク）

と，家事や育児，あるいはボランティア活動など報酬が支払われない無
む

償
しょう

労働（アンペイドワーク）とがある。そして，「職業」は収入を得て生計を維
い

持
じ

するための有償労働のことをさす。ただし，こうした職業労働の意義は

経済的な要素のみではない。

職業につき働く意義には，つぎの三つの要素があるといわれる。お金を

稼
か せ

ぐため（経済性），社会的な役割を果たして社会の存続・発展に貢
こ う

献
け ん

する

ため（社会性），そして，個性を発
は っ

揮
き

して自分の目標をかなえる自己実現の

ため（個人性），という三つの要素である。人は，職業をとおして，自己の

能力や個性を発揮することにより，社会に寄
き

与
よ

して，その見返りとして収

入を得る。そのなかで，やりがいや生きがいを感じ，職業を通じた自己実

現をはかることもできる。また，職業は，人に他者からの社会的評価を受

ける機会をあたえる。職業を通じて人は，知識を増やして技術・技能を磨
み が

くなど自己の能力を高めるとともに，さまざまな人と出会い，能力や個性

を認められる経験をするのである。

産業社会の発達と
職業

変化の激しい現代社会においては，新しい職業が

数多く生みだされている。歴史をさかのぼると，

産業革命と資本主義経済の成立・発展は，職業を「世
せ

襲
しゅう

」する社会から，職

業を「選択」する社会へと移行する過程であった。経済発展とともに新しい

paid work

p.13 

unpaid work

3

｢はたらく｣の語源には諸説あるが，池
い け

田
だ

勇
は や

人
と

・元首相が語った｢傍
は た

（まわり）を楽
にする｣という説が広まった（現在は俗説とみられている）。

職業とは何か？1 働くということ

何のために働くのか？
　高校を卒業すれば，ほとんどの人が近い将来
働くことになる。働くこと，職業選択について
考えてみよう。自分の好きなことを職業にでき
ればよいが，景気や産業構造の変化などによっ
て，希望する職業につけない可能性もある。ま
た，無事に就職したとしても，やりたい仕事が
できるとは限らない。何のために働くのか，ま
た，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）をどのように実現させたいのか。世間の人
は働く目的や仕事について，どのようにとらえ
ているのだろうか。自分自身をみつめ，やりた
い仕事，できる仕事，やるべき仕事は何かを考
慮し，バランスのなかで考える必要がある。

4産業構造と就業人口割合の推移（日本統計年
鑑）　一般に，産業構造は第一次産業（農林水
産業）から第二次産業（鉱業，建設業，製造業）
へ，そして第三次産業（情報通信，運輸，卸

おろし

売
う り

・
小

こ

売
う り

業，金
き ん

融
ゆ う

，サービス業など）へと重心を
移していく(産業構造の高度化)。　 第三次
産業人口が半数をこえるのはいつごろか。

3理想の仕事の条件の推移（NHK放送文化研
究所『現代日本人の意識構造』第八版）　 理
想の条件はどのように変化してきただろうか。

1働く目的に関する世論調査（内閣府「国民生
活に関する世論調査」2019年）

2仕事に関する意識調査（日本法規情
報資料）

やりがいが
あるから
36%

人間関係が
良好だから 25

適切な労働時間だから
16

自己の成長に
つながるから
5

あこがれの
職業だから
3

給料が
よいから 3

社会的な
ステータスがあるから 2

その他
10

●仕事が楽しい理由 ［2017年］

条件　　　　　　　　　 年 1973 1993 2013
仲間 仲間と楽しく働ける 15% 21% 20%
失業 失業の心配がない 11% 12% 19%

専門 専門知識や特技が生
かせる 15% 17% 18%

健康 健康をそこなう心配
がない 28% 20% 17%

貢献 世の中のためになる 6% 5% 9%
収入 高い収入が得られる 6% 10% 7%
時間 働く時間が短い 5% 5% 4%

独立 独立して，人に気兼
ねなくやれる 10% 5% 3%

責任 責任者として，采配
が振るえる 2% 3% 3%

名声 世間からもてはやさ
れる 0% 0% 0%

※調査は全国16歳以上（各年約5,400人）対象，10条件から選択

●働く目的は何か
［2019年］

わからない
生きがいをみつけるために働く
自分の才能や能力を発揮するために働く
社会の一員として，務めを果たすために働く
お金を得るために働く

全体 18~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70～（歳）
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148 第４章　私たちの職業生活

働くことの意義
「労働（働くこと）」と「職業」の違いを考えたことは

あるだろうか。労働は私たちにとって生活を営む

ための核となるが，それには，報
ほ う

酬
しゅう

が支払われる有
ゆ う

償
しょう

労働（ペイドワーク）

と，家事や育児，あるいはボランティア活動など報酬が支払われない無
む

償
しょう

労働（アンペイドワーク）とがある。そして，「職業」は収入を得て生計を維
い

持
じ

するための有償労働のことをさす。ただし，こうした職業労働の意義は

経済的な要素のみではない。

職業につき働く意義には，つぎの三つの要素があるといわれる。お金を

稼
か せ

ぐため（経済性），社会的な役割を果たして社会の存続・発展に貢
こ う

献
け ん

する

ため（社会性），そして，個性を発
は っ

揮
き

して自分の目標をかなえる自己実現の

ため（個人性），という三つの要素である。人は，職業をとおして，自己の

能力や個性を発揮することにより，社会に寄
き

与
よ

して，その見返りとして収

入を得る。そのなかで，やりがいや生きがいを感じ，職業を通じた自己実

現をはかることもできる。また，職業は，人に他者からの社会的評価を受

ける機会をあたえる。職業を通じて人は，知識を増やして技術・技能を磨
み が

くなど自己の能力を高めるとともに，さまざまな人と出会い，能力や個性

を認められる経験をするのである。

産業社会の発達と
職業

変化の激しい現代社会においては，新しい職業が

数多く生みだされている。歴史をさかのぼると，

産業革命と資本主義経済の成立・発展は，職業を「世
せ

襲
しゅう

」する社会から，職

業を「選択」する社会へと移行する過程であった。経済発展とともに新しい

paid work

p.13 

unpaid work

3

｢はたらく｣の語源には諸説あるが，池
い け

田
だ

勇
は や

人
と

・元首相が語った｢傍
は た

（まわり）を楽
にする｣という説が広まった（現在は俗説とみられている）。

職業とは何か？1 働くということ

何のために働くのか？
　高校を卒業すれば，ほとんどの人が近い将来
働くことになる。働くこと，職業選択について
考えてみよう。自分の好きなことを職業にでき
ればよいが，景気や産業構造の変化などによっ
て，希望する職業につけない可能性もある。ま
た，無事に就職したとしても，やりたい仕事が
できるとは限らない。何のために働くのか，ま
た，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）をどのように実現させたいのか。世間の人
は働く目的や仕事について，どのようにとらえ
ているのだろうか。自分自身をみつめ，やりた
い仕事，できる仕事，やるべき仕事は何かを考
慮し，バランスのなかで考える必要がある。

4産業構造と就業人口割合の推移（日本統計年
鑑）　一般に，産業構造は第一次産業（農林水
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おろし

売
う り
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小

こ

売
う り

業，金
き ん

融
ゆ う
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●働く目的は何か
［2019年］

わからない
生きがいをみつけるために働く
自分の才能や能力を発揮するために働く
社会の一員として，務めを果たすために働く
お金を得るために働く

全体 18~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70～（歳）

（％）

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

1950 60 70 80 90 2000 10 20年
第一次産業
第二次産業
第三次産業
就業者

GDP
（国内総生産）（％）
第三次産業
第二次産業
第一次産業

公共_P148-151_k2-4-T1.indd   148 2023/09/13   10:44

更新が適切な統計資料（次

年度供給本から更新）

32 158
右図

1

158 第5章　国際社会のなかで生きる私たち

国際社会のルールとしくみ1テーマ

国
際
社
会
の
な
か
で
生
き
る
私
た
ち

5
第

章

漁業をめぐる国際社会の課題つかむ

国際社会の課題を解決するために
どのようなルールが必要か？

追究
しよう

　私たちの身近な社会に多くの課題があるよう
に，国際社会にも解決すべき重要な課題がある。
そのなかの一つが，地球上のさまざまな資源の
管理・保全である。たとえば，海には魚や貝な
ど貴重な水産物のほか，石油や天然ガスなど，
多くの重要な資源がある。これら海洋資源をだ
れもが好き勝手に利用すれば，いずれ枯

こ

渇
かつ

する
だろう。この課題を解決するために，どのよう
な取り組みができるだろうか。
　国際社会の課題を解決する一つの方法は，各

国が協力して国際的なルールをつくることであ
る。異

こと

なる利害をもつ国々が合意でき，そして
確実に守られる実効性のあるルールづくりが求
められる。また，「共有地の悲劇」（p.28）におちい
らず，有限な資源を将来にわたって維

い

持
じ

してい
くための手立ても必要である。
　ここでは，実際にしばしば争点となる漁業資
源の管理という事例をとおして，国際社会にお
けるルールのあり方を考えてみよう。

●魚がとれなくなっている？
　日本の漁業生産量は1980年代をピークに減り続け
ている（1）。特定の魚の不漁や，とれる魚が小さくな
ったという報道も目にする。その原因として，周辺諸
国による乱

らん

獲
かく

の問題がよく報じられる。魚介類は産卵
で自然に増えるが，とり過ぎればいずれ減少する。魚
の数（資源量）は自然現象として増減をくり返しており，
その原因にはよくわからないことも多い。また，水温
の変化によって魚の回遊ルートが変わることもある。
とはいえ，現状の漁獲を続けながら，いつか魚が自然
に増えることを期待するわけにもいかない。
●漁業に関する国際的ルール
　国連海洋法条約（1982年採択）によって，200海里（約
370km，1海里＝1852m）の排

はい

他
た

的経済水域（EEZ）が設
けられた（2）。これにより，漁業技術が乏

とぼ

しい国でも
広範囲に漁場をもつ権利を主張できる。一方，他国の
排他的経済水域を避けるため，どの国の支配下にもな
い公海に多くの遠洋漁業船が進出することになった。
公海はどの国も自由に使用できる（公海自由の原則）。
しかし，公海での乱獲が進めば，どの国も魚がとれな
くなるかもしれない。そこで，地域ごと，魚種ごとに
関係国が条約を結んで管理機関や話しあいの場を設け，
公海での漁業に一定の規制を設けている。

1日本国内の漁業・養
よう

殖
しょく

業の生産量の推移（水産庁資料）

2日本の排他的経済水域，公海とサンマの回遊ルート
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排他的経済水域の境界線は日本の法令にもとづ く。
境界線の一部は関係国と協議中。
＊

サンマの
回遊ルート

早どりサンマのおもな漁場
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第2部 p.160〜163

関連
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162 第５章　国際社会のなかで生きる私たち

　竹島は日本海の隠
お

岐
き

諸
島の北西にあり，二つの
小島（女

め

島
じま

〔東島〕と男
お

島
じま

〔西島〕）などからなる。
面積は東

とう

京
きょう

都千
ち

代
よ

田
だ

区に
ある日

ひ

比
び

谷
や

公園とほぼ同
じで，1905年に明

めい

治
じ

政府が日本領土とする閣議決定を
行い，島

しま

根
ね

県告示により島根県に編入した。第二次世界
大戦後，韓

かん

国
こく

が領有を主張し，1952年には「李
り

承
しょう

晩
ばん

ライ
ン」を設定して竹島を韓国の領域内に含め（韓国名は独島
〔トクト〕），日本の漁船の立ち入りを禁止した。その後，
灯
とう

台
だい

，通信施設などを建設し，警備隊を配置して不法占
せん

拠
きょ

を続けている。これに対し日本は抗議を続けている。
　1965年の日韓基本条約締結による国交正常化で「李承
晩ライン」は消滅したが，竹島問題については意見が対
立し，未解決のままになっている。1996年には日本が
設定した「排他的経済水域」に竹島が入っていることに韓
国は強く抗議したが，1998年の日韓漁業協定で海域に
ついての基本合意が成立した。しかし，2005年に島根
県議会が「竹島の日」条例を制定すると韓国の反日運動が
高
こう

揚
よう

するなど，竹島をめぐる日韓の対立は深まっている。
このような状況のなかで日本は国際司法裁判所に提

てい

訴
そ

し
て解決をはかろうと提案しているが，韓国はこれに応じ
ることなく不法占拠を続けている。

イ スンマン

　尖閣諸島は沖
おき

縄
なわ

県石
いし

垣
がき

島の北北西にある魚
うお

釣
つり

島
しま

などの総称。明治政府は，
ここがどこの国も領有し
ていない無人島であるこ
とを確認し，1895年の
閣議決定で沖縄県に編入

した。第二次世界大戦後，一時アメリカの施
し

政
せい

下におか
れたが，1972年の沖縄返還で南西諸島の一部として日

　日本の領土は，北海道，本州，四国，九州と6800あまりの島で構成されている。その面積は約38万㎢で世界の国のなか
で61番目の広さであるが，領海および排

はい

他
た

的経済水域は約447万㎢で世界のなかで6番目の広さとなる。
　領土問題は，平和的な解決に向けて外交的な努力を続ける必要のある問題である。日本固有の領土については，北

ほっ

方
ぽう

領
りょう

土
ど

問題，竹
たけ

島
しま

問題，尖
せん

閣
かく

諸島をめぐる問題がある。

日本の領域と領土をめぐる問題

尖閣諸島をめぐる問題

竹島問題

4竹島に韓国がつくっ
た警備施設（2005年）
現在も韓国の警察部隊
（独島警備隊）が常

じょう

駐
ちゅう

し
ている。

竹島

沖ノ鳥島
日本の南端

南鳥島
日本の東端

与那国島
日本の西端
よ　 な  ぐに じま

せいたん

尖閣諸島

択捉島
日本の北端

北方領土

とり しま

なん たん

おき

とりみなみ しま

とう たん

ほくたん

たけ しま

え とろふとう

せん かく

日本の領海および排他的経
済水域（200海里経済水域）
日本の大陸棚

（　　 は海上保安庁資料による）

りくだな

はい

たい

た

3竹島（女島［手前］と男島）

2沖
おき

ノ
の

鳥
とり

島
しま

　沖ノ鳥島
の周囲の排他的経済水
域は約40万㎢で日本の
国土面積を上

うわ

回る。こ
こでは満潮時に海面に
出ている島を保護する
ための護岸工事が行わ
れた。

1日本の領域

5尖閣諸島（魚釣島［奥］と
南小島［左］・北小島［右］）
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ほくたん

たけ しま

え とろふとう

せん かく

日本の領海および排他的経
済水域（200海里経済水域）
日本の大陸棚

（　　 は海上保安庁資料による）

りくだな

はい

たい

た

3竹島（女島［手前］と男島）

2沖
おき

ノ
の

鳥
とり

島
しま

　沖ノ鳥島
の周囲の排他的経済水
域は約40万㎢で日本の
国土面積を上

うわ

回る。こ
こでは満潮時に海面に
出ている島を保護する
ための護岸工事が行わ
れた。

1日本の領域

5尖閣諸島（魚釣島［奥］と
南小島［左］・北小島［右］）
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1651テーマ 国際社会のルールとしくみ

能しない場合に備え，国連総会は1950年に「平和のための結集」決議を採択

した。なお，加盟国は個別的自衛権・集団的自衛権を行使して，例外的に

武力行使をともなう防衛措置をとることができる。

これまで国連軍は設置されたことはなく，そのかわりに，紛争の鎮
ち ん

静
せ い

化

などのために，国連が編成して派
は

遣
け ん

する国連平和維持活動（PKO）が，一

定の役割を果たしてきた。なお，国連自身の活動とは別に，湾岸戦争では，

安全保障理事会の決議にもとづいて多国籍軍による武力介
か い

入
にゅう

が行われた。

他方，武力攻撃を定めた安全保障理事会の明確な決議のないまま行われた

アメリカを中心とするイラク攻撃では，国連の存在意義が問われた。

国際連合の
役割と課題

国連は，平和と安全に加えて，経済的・社会的問

題や自然災害などへの対策も進めており，総会お

よび経済社会理事会が，国連教育科学文化機関（U
ユ ネ ス コ

NESCO）や世界保健機

関（WHO）のような各種の専門機関などと連携して，人権・貧困・環境な

どの諸課題の解決に向けて活動している。また，国連は1948年に世界人権

宣言を，1966年には国際人権規約を採択し，国籍・人種・民族・言語・性

別・思想・信条・宗教など，あらゆる差別に反対の立場を示し，現在では

国連人権理事会（UNHRC）を中心に人権状況の改善に取り組んでいる。

国連の予算は，加盟国の分
ぶ ん

担
た ん

金
き ん

に依
い

拠
き ょ

しており，分担金の比率は各国の

経済力に応じて決められている。また，国連の個々の機関には，加盟国か

ら自発的拠
き ょ

出
しゅつ

金
き ん

が提供されている。しかし，組織の肥大化や分担金・拠出

金の滞
た い

納
の う

などにより，国連は恒
こ う

常
じょう

的な財政難におちいっている。また，第

二次世界大戦の敗戦国である日本やドイツ，あるいは地域大国であるブラ

ジルやインドなどを含めて，安全保障理事会常任理事国の数を増やす国連

改革案が議論されてきた。

2

3

4

Peace-Keeping Operation

1991年

2003年

UN Educational, Scientific and Cultural Organization

World Health Organization

p.45 p.45 

UN Human Rights Council 5

国際連合の専門機関は，それぞれどのような活動をしているのか，具体的に調べて
みよう。

2安全保障理事会が平和維持の機能を果たせ
ない場合，総会の3分の2の賛成で軍事的な強
制措置の勧

かん

告
こく

が可能になった。この決議にも
とづく緊急特別総会が過去10回開かれている。
3自国への攻撃があった場合に，自国を防衛
するために実力を行使する権利を個別的自衛
権という。これに対して，自国が直接攻撃を
受けていなくても，同盟国が攻撃された場合，
自国の安全に対する脅

きょう

威
い

とみなして共同して
防衛にあたる権利を集団的自衛権という。
4国連憲章第51条は，国連加盟国に対する
武力攻撃があった場合，安全保障理事会が必
要な措置をとるまでの間，加盟国は個別的ま
たは集団的自衛権を行使でき，この措置を直
ちに安全保障理事会に報告しなければならな
いと定めている。

2国際連合の機構　 国際連合の主要機関はどのような活動をしているか。

0

100

150

200
か国

50

1955 1960 1970 1980 1992 20111945 年

ヨーロッパ・
旧ソ連

アジア

アフリカ

南北
アメリカ

大洋州22

51か国

22

76

22 26

27

29

42

127

26

23

26

99

26

21

14
9

32

29

36

51

154

35

45

38

52

179

9
35

51

39

54

193

14

4

6322

5

2

3国連加盟国数の推移（世界の国一覧表ほか）
加盟国数や地域バランスはどのように変化

したか。

機能委員会
社会開発委員会
女性の地位委員会
人口開発委員会など
地域委員会
アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）など
その他の委員会
開発政策委員会
非政府組織委員会
行政専門家委員会など

　独立機関
IAEA（国際原子力機関） 
WTO（世界貿易機関）など

計画と基金
国連開発計画（UNDP）
国連環境計画（UNEP）
国連児童基金（UNICEF）
国連人口基金（UNFPA）
国連世界食糧計画（WFP）など

その他の機関
国連難民高等弁務官事務所
　（UNHCR）
国連貿易開発会議（UNCTAD）
国連大学（UNU）
ジェンダー平等と女性のエンパ
ワーメントのための国連機関
 （UN-Women）など

　総会によって設立された機関

●委員会など ●委員会

事務局安全保障
理事会

経済社会
理事会

信託統治
理事会

国際司法
裁判所

＊信託統治理事会は，1994年
　以降活動を停止している。

＊IAEAは総会と安保理事会に報告

●委員会など
軍事参謀委員会
平和維持活動など

平和構築委員会

国連人権理事会（UNHRC）
平和維持活動特別委員会
パレスチナ委員会
国連軍縮委員会（UNDC）
宇宙空間平和利用委員会
国際人事委員会など

　専門機関

国際労働機関（ILO） 
国連食糧農業機関（FAO） 
国連教育科学文化機関
　（UNESCO） 
世界保健機関（WHO）
〈世界銀行グループ〉
　国際復興開発銀行（IBRD）
　国際開発協会（IDA）
　国際金融公社（IFC）
国際通貨基金（IMF） 
国際民間航空機関（ICAO） 
万国郵便連合（UPU） 
国際電気通信連合（ITU） 
世界気象機関（WMO）  
世界知的所有権機関（WIPO） 
国際農業開発基金（IFAD） 
国連工業開発機関（UNIDO）
　　　　　　　　　　　など ●下部機関　　自治機関　　独立機関

総会

4安全保障理事会のようす　常任理事国5，
非常任理事国（任期2年）10の15か国で構成さ
れる。　 安全保障理事会の役割は何か。

5主要国の国連分担金比率（国連広報センター
資料）　分担率は総会で決定される。　 国
連分担金が多い国はどこか。

ロシア 1.9

アメリカ
22.0％

総額
29.3
億ドル 中国

15.3
日本
8.0

その他
38.0

フランス 4.3
ドイツ 6.1イギリス 4.4

［2022年通常予算］
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能しない場合に備え，国連総会は1950年に「平和のための結集」決議を採択

した。なお，加盟国は個別的自衛権・集団的自衛権を行使して，例外的に

武力行使をともなう防衛措置をとることができる。

これまで国連軍は設置されたことはなく，そのかわりに，紛争の鎮
ち ん

静
せ い

化

などのために，国連が編成して派
は

遣
け ん

する国連平和維持活動（PKO）が，一

定の役割を果たしてきた。なお，国連自身の活動とは別に，湾岸戦争では，

安全保障理事会の決議にもとづいて多国籍軍による武力介
か い

入
にゅう

が行われた。

他方，武力攻撃を定めた安全保障理事会の明確な決議のないまま行われた

アメリカを中心とするイラク攻撃では，国連の存在意義が問われた。

国際連合の
役割と課題

国連は，平和と安全に加えて，経済的・社会的問

題や自然災害などへの対策も進めており，総会お

よび経済社会理事会が，国連教育科学文化機関（U
ユ ネ ス コ

NESCO）や世界保健機

関（WHO）のような各種の専門機関などと連携して，人権・貧困・環境な

どの諸課題の解決に向けて活動している。また，国連は1948年に世界人権

宣言を，1966年には国際人権規約を採択し，国籍・人種・民族・言語・性

別・思想・信条・宗教など，あらゆる差別に反対の立場を示し，現在では

国連人権理事会（UNHRC）を中心に人権状況の改善に取り組んでいる。

国連の予算は，加盟国の分
ぶ ん

担
た ん

金
き ん

に依
い

拠
き ょ

しており，分担金の比率は各国の

経済力に応じて決められている。また，国連の個々の機関には，加盟国か

ら自発的拠
き ょ

出
しゅつ

金
き ん

が提供されている。しかし，組織の肥大化や分担金・拠出

金の滞
た い

納
の う

などにより，国連は恒
こ う

常
じょう

的な財政難におちいっている。また，第

二次世界大戦の敗戦国である日本やドイツ，あるいは地域大国であるブラ

ジルやインドなどを含めて，安全保障理事会常任理事国の数を増やす国連

改革案が議論されてきた。
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国際連合の専門機関は，それぞれどのような活動をしているのか，具体的に調べて
みよう。

2安全保障理事会が平和維持の機能を果たせ
ない場合，総会の3分の2の賛成で軍事的な強
制措置の勧

かん

告
こく

が可能になった。この決議にも
とづく緊急特別総会が過去11回開かれている。
3自国への攻撃があった場合に，自国を防衛
するために実力を行使する権利を個別的自衛
権という。これに対して，自国が直接攻撃を
受けていなくても，同盟国が攻撃された場合，
自国の安全に対する脅

きょう

威
い

とみなして共同して
防衛にあたる権利を集団的自衛権という。
4国連憲章第51条は，国連加盟国に対する
武力攻撃があった場合，安全保障理事会が必
要な措置をとるまでの間，加盟国は個別的ま
たは集団的自衛権を行使でき，この措置を直
ちに安全保障理事会に報告しなければならな
いと定めている。

2国際連合の機構　 国際連合の主要機関はどのような活動をしているか。
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2

3国連加盟国数の推移（世界の国一覧表ほか）
加盟国数や地域バランスはどのように変化

したか。

機能委員会
社会開発委員会
女性の地位委員会
人口開発委員会など
地域委員会
アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）など
その他の委員会
開発政策委員会
非政府組織委員会
行政専門家委員会など

　独立機関
IAEA（国際原子力機関） 
WTO（世界貿易機関）など

計画と基金
国連開発計画（UNDP）
国連環境計画（UNEP）
国連児童基金（UNICEF）
国連人口基金（UNFPA）
国連世界食糧計画（WFP）など

その他の機関
国連難民高等弁務官事務所
　（UNHCR）
国連貿易開発会議（UNCTAD）
国連大学（UNU）
ジェンダー平等と女性のエンパ
ワーメントのための国連機関
 （UN-Women）など

　総会によって設立された機関

●委員会など ●委員会

事務局安全保障
理事会

経済社会
理事会

信託統治
理事会

国際司法
裁判所

＊信託統治理事会は，1994年
　以降活動を停止している。

＊IAEAは総会と安保理事会に報告

●委員会など
軍事参謀委員会
平和維持活動など

平和構築委員会

国連人権理事会（UNHRC）
平和維持活動特別委員会
パレスチナ委員会
国連軍縮委員会（UNDC）
宇宙空間平和利用委員会
国際人事委員会など

　専門機関

国際労働機関（ILO） 
国連食糧農業機関（FAO） 
国連教育科学文化機関
　（UNESCO） 
世界保健機関（WHO）
〈世界銀行グループ〉
　国際復興開発銀行（IBRD）
　国際開発協会（IDA）
　国際金融公社（IFC）
国際通貨基金（IMF） 
国際民間航空機関（ICAO） 
万国郵便連合（UPU） 
国際電気通信連合（ITU） 
世界気象機関（WMO）  
世界知的所有権機関（WIPO） 
国際農業開発基金（IFAD） 
国連工業開発機関（UNIDO）
　　　　　　　　　　　など ●下部機関　　自治機関　　独立機関

総会

4安全保障理事会のようす　常任理事国5，
非常任理事国（任期2年）10の15か国で構成さ
れる。　 安全保障理事会の役割は何か。

5主要国の国連分担金比率（国連広報センター
資料）　分担率は総会で決定される。　 国
連分担金が多い国はどこか。

ロシア 1.9

アメリカ
22.0％

総額
29.3
億ドル 中国

15.3
日本
8.0

その他
38.0

フランス 4.3
ドイツ 6.1イギリス 4.4

［2022年通常予算］
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1773テーマ 国際平和への課題

の政府がじゅうぶんな紛争解決能力をもっていない場合もある。

紛争の
解決に向けて

こうした紛争の解決のために，さまざまな機関が

活動している。国際連合は，安全保障理事会の決

議にもとづき，紛争拡大の防止，停戦監視などを行う国連平和維
い

持
じ

活動

（PKO）を展開してきた。この平和維持活動は，紛争後の武装解除，治安

維持，選挙監視，民
みん

生
せい

（人々の生活）支援，独立支援，暫
ざん

定
てい

統治などの活動

にも，その役割を広げている。

近年では，紛争後の地域において，新たな国家制度や社会のしくみをつ

くることは平和構
こう

築
ちく

ともよばれる。この平和構築においては，国連などの

国際機関だけではなく，国際的なNGO（非政府組織）が役割を果たすこと

も多い。

難民問題
現在，戦争や地域紛争によって多くの難

なん

民
みん

が生ま

れている。難民の地位に関する条約（難民条約）に

よる難民とは，「人種，宗教，国籍，政治的意見または特定の社会集団に

属するなどの理由で，自国にいると迫
はく

害
がい

を受けるかあるいは迫害を受ける

恐れがあるために他国に逃
のが

れた」人々のことで，迫害の恐れのある国・地

域へ追放・送
そう

還
かん

してはならない（ノン・ルフールマンの原則）。難民問題の

解決には，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が対応する。

なお，近年，内戦などから逃れて他国に移動する人々が増大し，ヨーロ

ッパ諸国などでは，その受け入れをめぐって，さまざまな問題が起こって

いる。また，国内にいながら難民同様の生活をおくっている国内避難民に

ついても救済の必要性がとなえられている。

Peace-Keeping Operation

p.165

Peacebuilding

1

Non-Governmental Organization

6

₁₉₅₁年国連採択，₁₉₅₄年発効

non-refoulement

2

Office of the UN High Commissioner for Refugees

3 5

6

1戦争から平和への移行期にある国や地域を
支援すること。国連事務総長ガリ（当時）が報
告書『平和への課題』（1992年）のなかで言

げん

及
きゅう

して以降，広く議論されるようになった。

2難民条約第33条で定められた原則。フラ
ンス語で「送還禁止」の意味。
31951年，難民問題の解決のために国連総
会によって設けられた機関。難民に対する国
際的保護や，自発的帰国または第三国での定
住を支援するなどの業務を行っている。
1991年から2000年にかけて，日本人の緒

お

方
がた

貞
さだ

子
こ

が高等弁務官を務
つと

めた。

5ロヒンギャ難民（バングラデシュ，2019年）   
ロヒンギャは，おもにミャンマー西部に暮ら
すイスラム系少数民族。差別と迫害に苦しめ
られ，多くの人が国外に逃れて難民となった。
難民に対しては，UNHCRによる救援活動が
続けられている。

6難民数の推移（UNHCR資料）　 近年，難
民が増えているのはなぜだろうか。

難民問題が発生する理由は何か，具体的に調べてみよう。

4世界の紛争地図　世界の各地で深刻な紛争が発
生している。しかし，紛争が起こる以前，宗教や
民族が違っていても，人々は平和な生活を営んで
いたのである。そうだとすれば，今日のさまざま
な紛争の発生理由を，直ちに民族的要因あるいは
宗教的要因に求めることには慎重でなければなら
ない。　 どのような地域で，どのような理由で
武力紛争が起こっているのだろうか。
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の政府がじゅうぶんな紛争解決能力をもっていない場合もある。

紛争の
解決に向けて

こうした紛争の解決のために，さまざまな機関が

活動している。国際連合は，安全保障理事会の決

議にもとづき，紛争拡大の防止，停戦監視などを行う国連平和維
い

持
じ

活動

（PKO）を展開してきた。この平和維持活動は，紛争後の武装解除，治安

維持，選挙監視，民
みん

生
せい

（人々の生活）支援，独立支援，暫
ざん

定
てい

統治などの活動

にも，その役割を広げている。

近年では，紛争後の地域において，新たな国家制度や社会のしくみをつ

くることは平和構
こう

築
ちく

ともよばれる。この平和構築においては，国連などの

国際機関だけではなく，国際的なNGO（非政府組織）が役割を果たすこと

も多い。

難民問題
現在，戦争や地域紛争によって多くの難

なん

民
みん

が生ま

れている。難民の地位に関する条約（難民条約）に

よる難民とは，「人種，宗教，国籍，政治的意見または特定の社会集団に

属するなどの理由で，自国にいると迫
はく

害
がい

を受けるかあるいは迫害を受ける

恐れがあるために他国に逃
のが

れた」人々のことで，迫害の恐れのある国・地

域へ追放・送
そう

還
かん

してはならない（ノン・ルフールマンの原則）。難民問題の

解決には，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が対応する。

なお，近年，内戦などから逃れて他国に移動する人々が増大し，ヨーロ

ッパ諸国などでは，その受け入れをめぐって，さまざまな問題が起こって

いる。また，国内にいながら難民同様の生活をおくっている国内避難民に

ついても救済の必要性がとなえられている。
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3 5
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1戦争から平和への移行期にある国や地域を
支援すること。国連事務総長ガリ（当時）が報
告書『平和への課題』（1992年）のなかで言

げん

及
きゅう

して以降，広く議論されるようになった。

2難民条約第33条で定められた原則。フラ
ンス語で「送還禁止」の意味。
31951年，難民問題の解決のために国連総
会によって設けられた機関。難民に対する国
際的保護や，自発的帰国または第三国での定
住を支援するなどの業務を行っている。
1991年から2000年にかけて，日本人の緒

お

方
がた

貞
さだ

子
こ

が高等弁務官を務
つと

めた。

5ロヒンギャ難民（バングラデシュ，2019年）   
ロヒンギャは，おもにミャンマー西部に暮ら
すイスラム系少数民族。差別と迫害に苦しめ
られ，多くの人が国外に逃れて難民となった。
難民に対しては，UNHCRによる救援活動が
続けられている。

6難民数の推移（UNHCR資料）　 近年，難
民が増えているのはなぜだろうか。

難民問題が発生する理由は何か，具体的に調べてみよう。

4世界の紛争地図　世界の各地で深刻な紛争が発
生している。しかし，紛争が起こる以前，宗教や
民族が違っていても，人々は平和な生活を営んで
いたのである。そうだとすれば，今日のさまざま
な紛争の発生理由を，直ちに民族的要因あるいは
宗教的要因に求めることには慎重でなければなら
ない。　 どのような地域で，どのような理由で
武力紛争が起こっているのだろうか。
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1914テーマ グローバル化する国際経済

権などを定めるEU（欧州連合）へと発展した。しかし，EUにも分裂の動き

があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進

み，北米の北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），南米のメルコスール（南米南部

共同市場）がつぎつぎに発
ほっ

足
そく

し，アジアでは東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）

諸国が域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ

FTA）に関す

る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定

（TPP）を結んだが，アメリカの国内批
ひ

准
じゅん

が得られず，残り11か国で再協議

した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア投資

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや

かす存在とな

り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。

European Union ₁₉₉₃年

3

₂₀₁₆年

₂₀₂₀年 Brexit

North American Free Trade Agreement

4

MERCOSUR

Association of South-East Asian Nations

ASEAN Free Trade Area5

₁₉₉₃年 Trans-Pacific 

Partnership ₂₀₁₆年

₂₀₁₈年

6

free trade agreement

7

economic partnership agreement

8

Brazil Russia

India China South Africa

Asian Infrastructure Investment Bank ₂₀₁₅年

9

イギリスがEUからの離脱を決めた理由や，EUから離脱するにあたって，どのよう
な点が課題となったか，調べてみよう。

4メキシコとの貿易赤字問題に不満をもつア
メリカのトランプ大統領が主導して，2017年，
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉がはじ
まった。2018年にはアメリカ・カナダ・メ
キシコの3か国で合意が成立し，米国・メキ
シコ・カナダ協定（USMCA）として署名され
た（2020年発効）。
5日本はASEANとの間で，日・ASEAN包

ほう

括
かつ

的経済連携（AJCEP）協定の締結を進めている。
物品貿易の自由化のほか，知的財産権や農林
水産分野での協力などを規定したものである。
6地域統合には，いくつかの段階がある。一
般に，域内貿易の関税撤

てっ

廃
ぱい

，通関手続きの共
通化，サービス分野の自由化の段階をへて，
域外貿易での共通関税の導入，共通通貨の導
入へいたる。TPPはサービス分野の自由化ま
で，EUの場合は共通通貨の導入まで進んだ。

9アメリカは，中国との貿易で巨額の赤字を
計上している。これに対し，トランプ政権は
鉄鋼をはじめとする中国からの輸入品に高率
の関税をかける措置をとった。対抗して，中
国もアメリから輸入している商品に報

ほう

復
ふく

関税
をかける措置をとった。

7二国間，あるいは，多国間で，関税・非関
税障

しょう

壁
へき

を撤廃することによって自由貿易の促
進をめざす協定のこと。
8貿易障壁の撤廃に加え，知的財産の保護や
労働力移動など，より広い分野での経済協力
をめざす協定のこと。

3ヨーロッパの地域統合（2022年9月現在）
EC結成当初から，加盟国はどのように変化し

てきたのだろうか。

4世界のおもな地域統合（2021年9月現在）　 地域統合が世界で進められている原因は何
だろうか。
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スロバキア

EU加盟国（27か国）

EU加盟を申請している国

うちユーロ導入国（19か国）
EFTA加盟国（4か国）

★はEC原加盟の6か国

南米南部共同市場
（メルコスール）

ASEAN自由貿易地域
（AFTA）

欧州連合
（EU）

1993年発足
27か国

欧州自由貿易連合
（EFTA）

1960年発足
工業製品の域内自由貿易
ノルウェー，スイス，アイスランド，
リヒテンシュタイン

米国・メキシコ・カナダ協定＊

（USMCA）
2020年発効
域内の貿易と直接投資を促進
アメリカ，カナダ，メキシコ

1989年発足
域内の貿易自由化と経済発展をめざす

日本，アメリカ，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド，
韓国，ASEAN7か国（ラオス，ミャンマー，カンボジアを除く），
中国，（台湾），（香港），メキシコ，パプアニューギニア，チリ，
ロシア，ペルー

1993年発足
域内の関税引き下げなど
シンガポール，マレーシア，
インドネシア，フィリピン，
タイ， ブルネイ， ベトナム， 
ラオス，ミャンマー， 
カンボジア

欧州経済地域
（EEA）

欧州経済地域
（EEA）

1994年発足
工業製品の貿易･
資本･サービス･
労働力の自由化
EFTA（スイスを除く）と
EUの加盟国，30か国

アジア太平洋経済協力会議（APEC）

1995年発足
域内関税の原則撤
廃と域外共通関税
の実施
アルゼンチン，ブラ
ジル，ウルグアイ，
パラグアイ，ベネズ
エラ（資格停止中），
ボリビア（チリ，ペ
ルー，エクアドル，
コロンビア，ガイア
ナ，スリナムは準加
盟国）

＊USMCAは1994年発効
の北米自由貿易協定
（NAFTA）に代わる協定
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権などを定めるEU（欧州連合）へと発展した。しかし，EUにも分裂の動き

があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進

み，北米の北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），南米のメルコスール（南米南部

共同市場）がつぎつぎに発
ほっ

足
そく

し，アジアでは東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）

諸国が域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ

FTA）に関す

る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定

（TPP）を結んだが，アメリカの国内批
ひ

准
じゅん

が得られず，残り11か国で再協議

した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア投資

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや

かす存在とな

り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。

European Union ₁₉₉₃年

3

₂₀₁₆年

₂₀₂₀年 Brexit

North American Free Trade Agreement

4

MERCOSUR

Association of South-East Asian Nations

ASEAN Free Trade Area5

₁₉₉₃年 Trans-Pacific 

Partnership ₂₀₁₆年

₂₀₁₈年

6

free trade agreement

7

economic partnership agreement

8

Brazil Russia

India China South Africa
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イギリスがEUからの離脱を決めた理由や，EUから離脱するにあたって，どのよう
な点が課題となったか，調べてみよう。

4メキシコとの貿易赤字問題に不満をもつア
メリカのトランプ大統領が主導して，2017年，
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉がはじ
まった。2018年にはアメリカ・カナダ・メ
キシコの3か国で合意が成立し，米国・メキ
シコ・カナダ協定（USMCA）として署名され
た（2020年発効）。
5日本はASEANとの間で，日・ASEAN包

ほう

括
かつ

的経済連携（AJCEP）協定の締結を進めている。
物品貿易の自由化のほか，知的財産権や農林
水産分野での協力などを規定したものである。
6地域統合には，いくつかの段階がある。一
般に，域内貿易の関税撤

てっ

廃
ぱい

，通関手続きの共
通化，サービス分野の自由化の段階をへて，
域外貿易での共通関税の導入，共通通貨の導
入へいたる。TPPはサービス分野の自由化ま
で，EUの場合は共通通貨の導入まで進んだ。

9アメリカは，中国との貿易で巨額の赤字を
計上している。これに対し，トランプ政権は
鉄鋼をはじめとする中国からの輸入品に高率
の関税をかける措置をとった。対抗して，中
国もアメリカから輸入している商品に報

ほう

復
ふく

関
税をかける措置をとった。

7二国間，あるいは，多国間で，関税・非関
税障

しょう

壁
へき

を撤廃することによって自由貿易の促
進をめざす協定のこと。
8貿易障壁の撤廃に加え，知的財産の保護や
労働力移動など，より広い分野での経済協力
をめざす協定のこと。

3ヨーロッパの地域統合（2023年9月現在）
EC結成当初から，加盟国はどのように変化し

てきたのだろうか。

4世界のおもな地域統合（2021年9月現在）　 地域統合が世界で進められている原因は何
だろうか。
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権などを定めるEU（欧州連合）へと発展した。しかし，EUにも分裂の動き

があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進

み，北米の北米自由貿易協定（N
ナ フ タ

AFTA），南米のメルコスール（南米南部

共同市場）がつぎつぎに発
ほっ

足
そく

し，アジアでは東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）

諸国が域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ

FTA）に関す

る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定

（TPP）を結んだが，アメリカの国内批
ひ

准
じゅん

が得られず，残り11か国で再協議

した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア投資

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや

かす存在とな

り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。
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な点が課題となったか，調べてみよう。

4メキシコとの貿易赤字問題に不満をもつア
メリカのトランプ大統領が主導して，2017年，
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉がはじ
まった。2018年にはアメリカ・カナダ・メ
キシコの3か国で合意が成立し，米国・メキ
シコ・カナダ協定（USMCA）として署名され
た（2020年発効）。
5日本はASEANとの間で，日・ASEAN包

ほう

括
かつ

的経済連携（AJCEP）協定の締結を進めている。
物品貿易の自由化のほか，知的財産権や農林
水産分野での協力などを規定したものである。
6地域統合には，いくつかの段階がある。一
般に，域内貿易の関税撤

てっ

廃
ぱい

，通関手続きの共
通化，サービス分野の自由化の段階をへて，
域外貿易での共通関税の導入，共通通貨の導
入へいたる。TPPはサービス分野の自由化ま
で，EUの場合は共通通貨の導入まで進んだ。

9アメリカは，中国との貿易で巨額の赤字を
計上している。これに対し，トランプ政権は
鉄鋼をはじめとする中国からの輸入品に高率
の関税をかける措置をとった。対抗して，中
国もアメリから輸入している商品に報

ほう

復
ふく

関税
をかける措置をとった。

7二国間，あるいは，多国間で，関税・非関
税障

しょう

壁
へき

を撤廃することによって自由貿易の促
進をめざす協定のこと。
8貿易障壁の撤廃に加え，知的財産の保護や
労働力移動など，より広い分野での経済協力
をめざす協定のこと。

3ヨーロッパの地域統合（2022年9月現在）
EC結成当初から，加盟国はどのように変化し

てきたのだろうか。

4世界のおもな地域統合（2021年9月現在）　 地域統合が世界で進められている原因は何
だろうか。
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があり，国家主権への制約が大きいと考えるイギリスは，国民投票をへて

EUを離脱（ブレグジット）した。地域統合の動きはヨーロッパ以外でも進
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る協定を締結した。また，環太平洋諸国12か国は環太平洋経済連
れん

携
けい

協定
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した結果，TPP11協定が合意され発効した。なお，地域統合には自由化の

程度や範囲によって，FTA（自由貿易協定），EPA（経済連携協定）などさま

ざまなものがある。

台頭する新興国
現在，アジア，南米，ロシアなどで新興国の経済

発展がめざましい。これらのうち，ブラジル，ロ

シア，インド，中国，南アフリカの 5か国は頭文字をとってB
ブ リ ッ ク ス

RICSとよ

ばれている。

なかでも中国の発展が著
いちじる

しく，GDPはアメリカについで世界第 2位，

日本の 2倍以上である。国際的にも存在感を高め，日米主導のアジア投資

銀行に対抗してアジアインフラ投資銀行（AIIB）を設立する一方で，「一帯

一路」をうたい，陸と海のシルクロード経済圏の構築をめざしている。こ

うして，今や中国は政治的，経済的，軍事的にアメリカを脅
おびや
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り，両国の緊張は2018年にはじまる米中経済戦争となってあらわれた。

European Union ₁₉₉₃年

3

₂₀₁₆年

₂₀₂₀年 Brexit

North American Free Trade Agreement

4

MERCOSUR

Association of South-East Asian Nations

ASEAN Free Trade Area5

₁₉₉₃年 Trans-Pacific 

Partnership ₂₀₁₆年

₂₀₁₈年

6

free trade agreement

7

economic partnership agreement

8

Brazil Russia

India China South Africa

Asian Infrastructure Investment Bank ₂₀₁₅年

9

イギリスがEUからの離脱を決めた理由や，EUから離脱するにあたって，どのよう
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を撤廃することによって自由貿易の促
進をめざす協定のこと。
8貿易障壁の撤廃に加え，知的財産の保護や
労働力移動など，より広い分野での経済協力
をめざす協定のこと。

3ヨーロッパの地域統合（2023年9月現在）
EC結成当初から，加盟国はどのように変化し

てきたのだろうか。

4世界のおもな地域統合（2021年9月現在）　 地域統合が世界で進められている原因は何
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1993年発足
27か国

欧州自由貿易連合
（EFTA）

1960年発足
工業製品の域内自由貿易
ノルウェー，スイス，アイスランド，
リヒテンシュタイン

米国・メキシコ・カナダ協定＊

（USMCA）
2020年発効
域内の貿易と直接投資を促進
アメリカ，カナダ，メキシコ

1989年発足
域内の貿易自由化と経済発展をめざす

日本，アメリカ，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド，
韓国，ASEAN7か国（ラオス，ミャンマー，カンボジアを除く），
中国，（台湾），（香港），メキシコ，パプアニューギニア，チリ，
ロシア，ペルー

1993年発足
域内の関税引き下げなど
シンガポール，マレーシア，
インドネシア，フィリピン，
タイ， ブルネイ， ベトナム， 
ラオス，ミャンマー， 
カンボジア

欧州経済地域
（EEA）

欧州経済地域
（EEA）

1994年発足
工業製品の貿易･
資本･サービス･
労働力の自由化
EFTA（スイスを除く）と
EUの加盟国，30か国

アジア太平洋経済協力会議（APEC）

1995年発足
域内関税の原則撤
廃と域外共通関税
の実施
アルゼンチン，ブラ
ジル，ウルグアイ，
パラグアイ，ベネズ
エラ（資格停止中），
ボリビア（チリ，ペ
ルー，エクアドル，
コロンビア，ガイア
ナ，スリナムは準加
盟国）

＊USMCAは1994年発効
の北米自由貿易協定
（NAFTA）に代わる協定
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192 第５章　国際社会のなかで生きる私たち

南北問題
地球の南側に位置する国々のほとんどはかつての

植民地であり，特定の輸出用換
かん

金
きん

作物を大規模に

生産するモノカルチャー（単
たん

一
いつ

栽
さい

培
ばい

）をおしつけられていた。独立後も事態

は変わらず，北側諸国は工業製品を，南側諸国は農産物や鉱産物などの一

次産品をそれぞれ生産し，貿易を行うという分
ぶん

業
ぎょう

体制（垂直的分業）が固定

化された。そのうえ一次産品の価格下
げ

落
らく

によって交易条件が悪化したため，

南北間の経済格差は拡大する一方であった（南北問題）。

しかし，一部の国々は工業化をはかり，これまで輸入に頼っていた軽工

業品だけでなく，先進国からの資金導入によって輸出用製品の生産も行う

ようになった。1980年代に世界的不況（世界同時不況）が起こると，そのあ

おりを受け，中南米諸国では借金返済のために借金を重ねる累
るい

積
せき

債
さい

務
む

問題

が深刻化した。その後，IMFや先進諸国の支援を得てこの困難を切り抜け

ると，急ピッチで発展を続けた。一方，工業化に乗り遅れた国も多く，成

長する国と貧困にあえぐ国（後発発展途上国〔LDC〕）との間の南南問題が

深刻化している。

人口・食料問題
世界の人口は2019年の77億人から2030年には85億

人へ，さらに2050年には97億人に達すると予測さ

れている。特に増加が著
いちじる

しいのがアフリカをはじめとする発展途上国であ

り，その増加は人口爆発とよばれている。

人口増加にともなって食料不足が深刻さを増している。世界には，飢
き

餓
が

状態にある人 （々長期間にわたってじゅうぶんな食料が得られず，慢性的

monoculture

1

2

3

p.184

3 4

Least Developed Countries

2

発展途上国のなかには，固定電話よりも，携帯電話やスマホが一足飛びに普及し
た国があり，リープフロッグ（蛙

かえる

跳
と

び）型の発展といわれている。

国際社会は経済格差の是正にどのように取り組んでいるのか？国際経済の諸課題4

1植民地化される以前にあった国内の産業や
技術力がそこなわれ，自

じ

力
りき

による経済発展の
芽が失われることになった。
2輸出品一単位との交換で手に入れられる輸
入品の数量のこと。輸入価格指数に対する輸
出価格指数の比率として算出する。

3世界銀行は，「一人1日1.90ドル未満で生
活」する絶対的貧困を国際貧困ライン（2015
年基準）として設定している。
4LDCは，国連総会の決議により，特に開
発が遅れていると認定された国のこと。国民
一人あたりのGNIが1,018ドル以下であるな
どが条件となる。3年に一度，認定国の見直
しが行われ，46か国が該

がい

当
とう

する（2021年現
在）。

1カカオ農園で働くアフリカ人（コートジボワール，2018年）

チョコレート原料の生産者たち
　チョコレートの原料となるカカオ豆。世界のカカオ豆の生
産量の約6割が西アフリカのコートジボワール産とガーナ産
である。カカオ農園の多くは小規模な家族経営で，生産され
たカカオはとても安い金額で引き取られていく。日本を含む
先進国では，チョコレートは手頃でありふれた食品である一
方，私たちが安くておいしいチョコレートを口にできる背景
には，発展途

と

上
じょう

国の貧しい農家の存在があるのだ。
　グローバル化が進む社会において，その恩

おん

恵
けい

ができるだけ
世界中の人に行きわたるようにするために，私たちが取り組
めることにはどんなことがあるか，考えてみよう。

2地域別の人口推移と予測（国際連合資料）
アジアやアフリカで，今後，人口増加が予

測されるのはなぜだろうか。
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南北問題
地球の南側に位置する国々のほとんどはかつての

植民地であり，特定の輸出用換
かん

金
きん

作物を大規模に

生産するモノカルチャー（単
たん

一
いつ

栽
さい

培
ばい

）をおしつけられていた。独立後も事態

は変わらず，北側諸国は工業製品を，南側諸国は農産物や鉱産物などの一

次産品をそれぞれ生産し，貿易を行うという分
ぶん

業
ぎょう

体制（垂直的分業）が固定

化された。そのうえ一次産品の価格下
げ

落
らく

によって交易条件が悪化したため，

南北間の経済格差は拡大する一方であった（南北問題）。

しかし，一部の国々は工業化をはかり，これまで輸入に頼っていた軽工

業品だけでなく，先進国からの資金導入によって輸出用製品の生産も行う

ようになった。1980年代に世界的不況（世界同時不況）が起こると，そのあ

おりを受け，中南米諸国では借金返済のために借金を重ねる累
るい

積
せき

債
さい

務
む

問題

が深刻化した。その後，IMFや先進諸国の支援を得てこの困難を切り抜け

ると，急ピッチで発展を続けた。一方，工業化に乗り遅れた国も多く，成

長する国と貧困にあえぐ国（後発発展途上国〔LDC〕）との間の南南問題が

深刻化している。

人口・食料問題
世界の人口は2022年の80億人から2030年には85億

人へ，さらに2050年には97億人に達すると予測さ

れている。特に増加が著
いちじる

しいのがアフリカをはじめとする発展途上国であ

り，その増加は人口爆発とよばれている。

人口増加にともなって食料不足が深刻さを増している。世界には，飢
き

餓
が

状態にある人 （々長期間にわたってじゅうぶんな食料が得られず，慢性的

monoculture

1

2

3

p.184

3 4

Least Developed Countries

2

発展途上国のなかには，固定電話よりも，携帯電話やスマホが一足飛びに普及し
た国があり，リープフロッグ（蛙

かえる

跳
と

び）型の発展といわれている。

国際社会は経済格差の是正にどのように取り組んでいるのか？国際経済の諸課題4

1植民地化される以前にあった国内の産業や
技術力がそこなわれ，自

じ

力
りき

による経済発展の
芽が失われることになった。
2輸出品一単位との交換で手に入れられる輸
入品の数量のこと。輸入価格指数に対する輸
出価格指数の比率として算出する。

3世界銀行は，「一人1日1.90ドル未満で生
活」する絶対的貧困を国際貧困ライン（2015
年基準）として設定している。
4LDCは，国連総会の決議により，特に開
発が遅れていると認定された国のこと。国民
一人あたりのGNIが1,018ドル以下であるな
どが条件となる。3年に一度，認定国の見直
しが行われ，46か国が該

がい

当
とう

する（2021年現
在）。

1カカオ農園で働くアフリカ人（コートジボワール，2018年）

チョコレート原料の生産者たち
　チョコレートの原料となるカカオ豆。世界のカカオ豆の生
産量の約6割が西アフリカのコートジボワール産とガーナ産
である。カカオ農園の多くは小規模な家族経営で，生産され
たカカオはとても安い金額で引き取られていく。日本を含む
先進国では，チョコレートは手頃でありふれた食品である一
方，私たちが安くておいしいチョコレートを口にできる背景
には，発展途

と

上
じょう

国の貧しい農家の存在があるのだ。
　グローバル化が進む社会において，その恩

おん

恵
けい

ができるだけ
世界中の人に行きわたるようにするために，私たちが取り組
めることにはどんなことがあるか，考えてみよう。

2地域別の人口推移と予測（国際連合資料）
アジアやアフリカで，今後，人口増加が予

測されるのはなぜだろうか。
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1631テーマ 国際社会のルールとしくみ

　北方領土（歯
はぼ

舞
まい

群島，
色
しこ

丹
たん

島
とう

，国
くな

後
しり

島
とう

，択
え

捉
とろふ

島
とう

）
は第二次世界大戦終結の
直後にソ連が不法に占拠
して自国領に編入し，居

住していた日本人は強制的に退去させられた。
　一方，日本は19世紀から続く国境線画定の歴史的経
緯から北方領土が日本固有の領土であることや，千

ち

島
しま

列
島のソ連への引きわたしを決めたヤルタ協定には非当事
国として拘

こう

束
そく

されないことなどを根拠に返還を求めてい
る。これに対し，ソ連はヤルタ協定やサンフランシスコ
平和条約などの国際協定によりこの問題は解決済みと主
張している。
　日ソ間の交渉では，1956年の日ソ共同宣言で平和条

p.178

約締結後，歯舞群島と色丹島を日本に返還することに合
意した。しかし，1960年の日米相互協力及

およ

び安全保障
条約調印後，ソ連は「日本領土から外国軍隊が撤

てっ

退
たい

しな
いかぎり返還しない」と一方的に通告してきた。
　その後も断続的に交渉があり，1993年には日本とロ
シア間で北方領土問
題解決と平和条約締
結に向けた交渉を継
続することで合意し
た（東京宣言）。これ
を受けて，現在ロシ
ア大統領との間で平
和条約締結などに向
けての話しあいが行
われている。

p.169

本領に復帰した（石垣市に属する）。
　しかし，1960年代末の学術調査で東シナ海の海底に豊
富な石油資源がある可能性が指摘されると，尖閣諸島に
対して，中

ちゅう

国
ごく

政府，台
たい

湾
わん

当局が領有権を主張するように
なった。1992年には中国政府が尖閣諸島を中国の領土と
する「中国領海法」を制定し，2008年以降，中国政府の船
舶や民間漁船による尖閣諸島付近への領海侵

しん

犯
ぱん

がくり返
されるようになった。2012年に日本政府が魚釣島などを
国有化した際には，中国で激しい反日デモがくり返され

るなど，日中間の
緊張が高まった。
　尖閣諸島が日本
領であることは歴
史的にも国際法上
も疑いなく，実効
的に支配しており
領有権をめぐる問
題は存在しない。

北方領土問題

9日ソ共同宣言（1956年）　署名
する日本の鳩

はと

山
やま

一
いち

郎
ろう

首相（左）と
ソ連のブルガーニン首相。

0東京宣言（1993年）　署名
する日本の細

ほそ

川
かわ

護
もり

熙
ひろ

首相
（右）とロシアのエリツィン
大統領。

Q魚釣島（写真上部）近海で並
へい

走
そう

する中国
漁船と海上保安庁の巡

じゅん

視
し

船（右）（2012年）

7北方領土をめぐる歴史的経緯

8北方領土周辺1854 日露和親条約 日本とロシアの国境を得撫（ウルップ）島と
択捉島の中間に設ける。樺太（サハリン）の
帰属は決めず。1

1875 樺太・千島
交換条約

樺太をロシア，千島列島を日本領とする。
2

1905 ポーツマス条約 樺太の北緯50度以南を日本領とする。3
1945 2月 ヤルタ協定 ソ連の対日参戦の条件として千島のソ連領

有を認める（米英ソ合意）。
8月 ソ連対日参戦 9月までに北方四島占領。

1951 サンフランシスコ
平和条約

日本，南樺太と千島列島放棄（北方四島は日
本固有の領土でこれに含まれないと主張）4

6択捉島の散
ちり

布
っぷ

山
やま

樺太
（サハリン）

択捉島
国後島

色丹島

得撫（ウルップ）島

千島列島

歯舞群島

150°

50° 3
2

1 14
2 4

4～ は7の
条約に対応

0 400km
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　北方領土（歯
はぼ

舞
まい

群島，
色
しこ

丹
たん

島
とう

，国
くな

後
しり

島
とう

，択
え

捉
とろふ

島
とう

）
は第二次世界大戦終結の
直後にソ連が不法に占拠
して自国領に編入し，居

住していた日本人は強制的に退去させられた。
　一方，日本は19世紀から続く国境線画定の歴史的経
緯から北方領土が日本固有の領土であることや，千

ち

島
しま

列
島のソ連への引きわたしを決めたヤルタ協定には非当事
国として拘

こう

束
そく

されないことなどを根拠に返還を求めてい
る。これに対し，ソ連はヤルタ協定やサンフランシスコ
平和条約などの国際協定によりこの問題は解決済みと主
張している。
　日ソ間の交渉では，1956年の日ソ共同宣言で平和条

p.178

約締結後，歯舞群島と色丹島を日本に返還することに合
意した。しかし，1960年の日米相互協力及

およ

び安全保障
条約調印後，ソ連は「日本領土から外国軍隊が撤

てっ

退
たい

しな
いかぎり返還しない」と一方的に通告してきた。
　その後も断続的に交渉があり，1993年には日本とロ
シア間で北方領土問
題解決と平和条約締
結に向けた交渉を継
続することで合意し
た（東京宣言）。これ
を受けて，現在ロシ
ア大統領との間で平
和条約締結などに向
けての話しあいが行
われている。

p.169

本領に復帰した（石垣市に属する）。
　しかし，1960年代末の学術調査で東シナ海の海底に豊
富な石油資源がある可能性が指摘されると，尖閣諸島に
対して，中

ちゅう

国
ごく

政府，台
たい

湾
わん

当局が領有権を主張するように
なった。1992年には中国政府が尖閣諸島を中国の領土と
する「中国領海法」を制定し，2008年以降，中国政府の船
舶や民間漁船による尖閣諸島付近への領海侵

しん

犯
ぱん

がくり返
されるようになった。2012年に日本政府が魚釣島などを
国有化した際には，中国で激しい反日デモがくり返され

るなど，日中間の
緊張が高まった。
　尖閣諸島が日本
領であることは歴
史的にも国際法上
も疑いなく，実効
的に支配しており
領有権をめぐる問
題は存在しない。

北方領土問題

9日ソ共同宣言（1956年）　署名
する日本の鳩

はと
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国数（197）［2023年8月現在］

［2018年］面積（13454万Km2）

人口（78億3660万人）
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4 バチカン市国
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スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル
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タンザニア
セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
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ジブチ

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム
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ペルー

アルゼンチン

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピンベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア
ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア
コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

［2017年現在］

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
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　・グレナディーン諸島
バルバドス
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リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
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USMCA（3か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

2023年8月現在の加盟国・地域
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アフリカ圏の全独立国と西サハラ

アフリカ連合（AU）（55か国・地域）
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上海協力機構（8か国）
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ラテンアメリカ経済機構（25か国）

●はALADI加盟国（13か国）
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グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア
●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
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　バハマ
●キューバ
●チリ
●ペルー
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●エクアドル
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メルコスール
（6か国）
南米南部共同市場

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
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●ボリビア

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）が発効した。
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このページでの学習から得られた見
解をまとめ，続く【本文ページ】の学
習を方向づけましょう。

主題をさらに焦
しょう

点
てん

化して，私たちが取り組むべき具体
的な現代の課題を示しています。その課題について，
解説や資料をとおして現状を理解しましょう。

という探究学習のプロセスにそって構成されています。

主題を設定した学習

　「公共」の学習で大切なことは，学習の主題を設定すること
です。「主題」とは，現代社会の動向をふまえて私たちが取り
組むべき具体的な探究課題のことです。たとえば，「財政の
役割と持続可能な社会保障制度」を学習する場合，関連する
用語をただ順番にならべて暗記していくのではありません。
「少

しょう

子
し

高齢化の進行によってどんな財政的課題が生じている

のか，その課題に対してどのように対処すべきか」などの具
体的な探究課題（問い）を定め，これを意識しながら一つひと
つの学習事項（用語や諸資料など）を意味づけていくのです。
このトレーニングとなるのが，各テーマのはじめにある【〈追
究しよう〉】のページです。

追究
しよう

※本文ページの構成は第 1部と同じです。

〈つかむ〉で理解した現代の課題について，その解決に向けて設定
した問いについて考えましょう。

考えるためのガイドとして，幸福，正義，公正など，特定
の〈視点〉に着目した切り口を示しています。
また，欄外の　　　　に〈視点〉を示しています。

上で示した〈視点〉などを活用した意見の例を示しています。

調べる，議論する，など関連する学習活動を示しています。

各テーマに関する主題（具体的
な探究課題）の例をあげて説明
しています。これが同時にこ
こでの学習課題となります。

視点

〈追究しよう〉
ページの構成

追究
しよう

公共_学習の進め方.indd   57 2022/10/05   17:13
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711テーマ 民主政治と政治参加

臣が，膨
ぼう

大
だい

な数の公務員（官僚）に対してどこまで指導力を発
はっ

揮
き

できるかが，

大きな課題とされてきた。この課題に応
こた

えるために，内閣官房に首相補佐

官などが設置され，首相が公務員以外の人材を自由に登用できるようにな

った。また，各省に大臣のほかに新たに副大臣や大臣政務官がおかれた（こ

れらを政務三役という）。こうした政治主導のしくみが，行政の民主的統

制にどのような効果を発揮できるか，行政の中立性の原則とどのように両

立できるかが大きな注目点である。

行政国家化と
行政改革

現代では行政が多くの公共サービスを国民に提供す

るようになり，行政権の役割が拡大した行政国家の

時代となった（行政国家化）。日本でも専門知識を備え，情報を蓄積した公

務員（官僚）が政策の実施だけでなく，政策の決定においても政党や政治家

にかわって重要な役割を果たすことになった。また，法律の実施の際に必

要な命令や規則は行政機関の手にゆだねられることになった（委
い

任
にん

立法）。

日本の官僚制は明
めい

治
じ

以来，統治の中心的役割を果たし，戦後は経済成長

の時期に強化されていった。しかし，このなかで政・官・業（政治家，官僚，

業界団体）の癒
ゆ

着
ちゃく

などが生まれ，さまざまな弊
へい

害
がい

がみられるようになった。

また，官僚の業界団体や独立行政法人などへの「天
あま

下
くだ

り」も常態となった。

これに対して，行政改革の必要性がさけばれてきた。行政のむだを指摘

する声や，許
きょ

認
にん

可
か

制度を改めて経済活動の規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

を進めるべきだという

主張，法律によらず非公式な形（行政指導）で官僚が影響力を行使すべきで

ないという主張もなされた。こうした声を受け，許認可行政や行政指導な

どへの透
とう

明
めい

性を確保する目的で行政手続法や情報公開法が制定され，公務

員の規律を正すために，国家公務員倫理法が制定された。また，各省の幹

部人事を内閣主導で決定する内閣人事局も，2014年に新設された。
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8

近年の日本で行政改革が求められているのはなぜか，その理由を説明してみよう。

5立法府（国会）以外の機関が，法律の委任に
もとづいて制定する法規のことで，政令，省
令，規則などがこれにあたる。
6上下の指揮命令系統などによって巨大な組
織を能率的に運営するしくみのことをさすこ
とばであるが，行政国家の時代においてみら
れる官僚による支配という意味でも用いられ
る。官僚制の弊害には，法律万

ばん

能
のう

主義，事な
かれ主義，セクショナリズム，秘密主義など
があげられる。
7退職した公務員（官僚）が，所属していた省
庁のあっせんを受けて，民間企業や業界団体，
特殊法人や独立行政法人などに再就職するこ
と。官民が癒着して行政の監視が機能しなく
なることや，天下り先での高額な給与が問題
となっている。
8本省課長補佐級以上が関係業者から5000
円をこえる接待・贈与を受けた場合の報告義
務などを定めている。

4首相の権限強化の一
いっ

環
かん

として，内閣法によ
り設置された。現在は5人までおくことがで
き，重要政策について首相に直接助言できる。
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少子化対策担当
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消費者および食品安全担当

出
入
国
在
留
管
理
庁

3日本のおもな行政機構　省庁再編により，内閣
機能の強化，縦割り行政の弊害是

ぜ

正
せい

，行政のスリ
ム化がはかられた。なお，2012年に東日本大震
災からの復興をになう機関として復興庁が設置さ
れた。　 各省庁はどのような役割をになってい
るだろうか。
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5議員立法と政府立法の推移（内閣法制局資
料）　 議員立法が少ないのはなぜだろうか。
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122 第３章　経済社会で生きる私たち

経済の指標
一国の経済活動の大きさは，その年に生産された

付加価値の総額によってとらえられる。国内で生

みだされた付加価値総額は国内総生産（GDP）とよばれ，国民の生みだし

た付加価値総額は国民総生産（GNP）とよばれる。かつては，GNPがよく

用いられていたが，外国で働く労働者や国内で働く外国人労働者が増えた

ことから，GDPがよく用いられるようになった。

一国内で生みだされた付加価値は，労働所得や企業収益などとしていず

れかの経済主体へと分配され，消費や投資などとして支出される。GNP

を生産面からだけでなく，分配面と支出面でみても，その額は等しくなる

が，これを三
さ ん

面
め ん

等
と う

価
か

の原則とよぶ。国民総所得（GNI）は，国民の受け取る

総所得であり，GNPを分配面からとらえたものである。

国民一人あたりの所得は，一国の豊かさをあらわす重要な指標と考えら

れているが，人々の生活は所得だけでとらえることができない。このため

近年では，教育，幸福感，健康，自然環境などの要因を考慮した，人間開

発指数（HDI）やグリーンGDPなどの豊かさの新しい指標が注目されつつ

ある。

GDPやNI（国民所得）などの指標は一国全体で一定期間内にどれだけの

経済活動が行われたかを示す指標で，このような量はフローとよばれる。

これに対し，過去から蓄積された個人・企業・国の建物，機械，土地など

の実物資産と対外純資産のある時点での蓄積量は国
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（ストック）とよばれ，

豊かさをはかる重要な指標である。

1

gross domestic product

gross national product

3

gross national income

Human Development Index

2 3

national income 3

flow

stock

2

国際連合の関連団体が明らかにしている「世界幸福度ランキング」では，日本は，
156か国中58位（2019年）である。上位には北欧諸国がならんでいる。

一国の経済の規模はどのようにはかれるだろうか？国民所得と経済成長3

1企業が生産によって新たに生みだした価値
のこと。生産総額から原材料費など中間生産
物を差し引いて得られる。

2保健，教育，所得という「人間開発」の三つ
の側面に関して，ある国の達成度をはかるた
めにつくられた指標である（p.193）。
3国内総生産の額には，生産活動によって生
じた環境汚染などのコストが反映されていな
い。このため，国内総生産から環境悪化を貨

か

幣
へい

評価した額などを差し引くことで計算され
る。

1各国の国民一人あたりGDPの順位の推移

「失われた20年」とは何か？
　日本が，GNP（国民総生産）で資本主義国第２位になっ
たのは1968年のことであった。40年以上たった2010年，
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20年前の名目GDPとほぼ同じである。この間，国民一
人あたりのGDPは，世界第４位から第17位になってしま
った。給与所得者一人あたりの平均給与は，455万円か
ら409万円にまで下がっている。まさに「失われた20年」
である。
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の関係はどのようになっているだろうか。
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経済の指標
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付加価値の総額によってとらえられる。国内で生

みだされた付加価値総額は国内総生産（GDP）とよばれ，国民の生みだし

た付加価値総額は国民総生産（GNP）とよばれる。かつては，GNPがよく
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を生産面からだけでなく，分配面と支出面でみても，その額は等しくなる

が，これを三
さ ん

面
め ん

等
と う

価
か

の原則とよぶ。国民総所得（GNI）は，国民の受け取る

総所得であり，GNPを分配面からとらえたものである。

国民一人あたりの所得は，一国の豊かさをあらわす重要な指標と考えら

れているが，人々の生活は所得だけでとらえることができない。このため

近年では，教育，幸福感，健康，自然環境などの要因を考慮した，人間開

発指数（HDI）やグリーンGDPなどの豊かさの新しい指標が注目されつつ

ある。

GDPやNI（国民所得）などの指標は一国全体で一定期間内にどれだけの

経済活動が行われたかを示す指標で，このような量はフローとよばれる。

これに対し，過去から蓄積された個人・企業・国の建物，機械，土地など

の実物資産と対外純資産のある時点での蓄積量は国
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156か国中58位（2019年）である。上位には北欧諸国がならんでいる。

一国の経済の規模はどのようにはかれるだろうか？国民所得と経済成長3

1企業が生産によって新たに生みだした価値
のこと。生産総額から原材料費など中間生産
物を差し引いて得られる。

2保健，教育，所得という「人間開発」の三つ
の側面に関して，ある国の達成度をはかるた
めにつくられた指標である（p.193）。
3国内総生産の額には，生産活動によって生
じた環境汚染などのコストが反映されていな
い。このため，国内総生産から環境悪化を貨
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幣
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評価した額などを差し引くことで計算され
る。

1各国の国民一人あたりGDPの順位の推移
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う わ

回
り，世界第２位になった。
　同年の日本の名目GDPは491兆円，この額は1992年， 
20年前の名目GDPとほぼ同じである。この間，国民一
人あたりのGDPは，世界第４位から第18位になってしま
った。給与所得者一人あたりの平均給与は，455万円か
ら409万円にまで下がっている。まさに「失われた20年」
である。
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の関係はどのようになっているだろうか。

130

120

110

100

90

80

70

60

30

20

10

（順位）

＊香港，マカオは含まない。＊香港，マカオは含まない。

中国＊

150

140

1992 95 2000 05 10 15 20年

ルクセンブルク スイス

アメリカ
日本

ａ

ｂ

年間フロー
流入量ａ

年間フロー
流出量ｂ

前年度までの
ストック量

年間ストック量
ａ － ｂ

ス
ト
ッ
ク
量

●日本の国富の内訳
総額3,669兆円　［2020年末］

対外純資産9.8在庫1.9％

固定資産（建物，機械など）
54.2

非生産資産（土地など）
34.1

公共_P122-123_k2-3-T1.indd   122 2023/09/21   9:54



　別紙    　　　
図書の記号・番号 公共 701

番号 原文 訂正文

6

16
17

25

5

10

15

20

1251テーマ 現代の経済と市場

1974年に戦後はじめてマイナス成長となり，その後，1980
年代前半までの10年間の平均成長率は4％台にとどまった。
政府は国民生活の向上と持続的な経済成長を両立させる
「安定成長」を政策目標にかかげ，企業も資源多消費型産業
からの脱

だ っ

却
きゃく

をめざして知識集約型産業への転換をはかった。
　 1985年のプラザ合意は急激な円

高をもたらし，輸出に依
い

存
そ ん

する
日本経済は大きな打撃を受けた（円

え ん

高
だ か

不況）。また，円高の
影響で生産拠点を海外へ移す企業が増え，「産業の空

く う

洞
ど う

化
か

」
を招いた。その後，ルーブル合意により為

か わ せ

替相
そ う

場
ば

が安定す
ると，日本経済は対米輸出の増加などにより好転したが，
貿易不

ふ

均
き ん

衡
こ う

の是
ぜ

正
せ い

を迫
せ ま

るアメリカとの間では日米構造協議
などが開かれた。政府は内

な い

需
じ ゅ

拡大策を進め，金
き ん

融
ゆ う

緩
か ん

和
わ

策を
とったため，低金利のもとで調達された資金は設備投資に
あてられる一方で，株式や土地の購入にふり向けられ（財
テク），株価や地価が実態をはるかにこえて上昇した。
1990年初頭まで平

へ い

成
せ い

景気とよばれる好景気が持続するが，
これはバブル景気ともよばれている。しかし，経済のバブ
ル化を懸

け

念
ね ん

した日本銀行の金融引き締め策や地価税の導入
などにより株価や地価が急落して，バブル経済は崩

ほ う

壊
か い

した。

円高不況と
バブル景気4 p.188

p.186

　 バブル経済が崩壊すると日本経
済は一転して深刻な不況（平成

不況）となり，不況とデフレが悪
あ く

循
じゅん

環
か ん

するデフレスパイラ
ルの状態におちいった。この間，多額の不

ふ

良
りょう

債
さ い

権
け ん

を抱えた
大手銀行や証

しょう

券
け ん

会社などの倒
と う

産
さ ん

があいつぎ，2000年代初頭
にいたる10年間は「失われた10年」とよばれている。2000年
代に入ると新自由主義的政策がかかげられ，自由化，規

き

制
せ い

緩
か ん

和
わ

，民営化を柱とする「構造改革」が断行された。こうし
て2002年ごろから景気はしだいに回復に向かい，2008年の
世界金融危機まで日本経済はゆるやかな成長を続けた。し
かし，この間に非正規雇

こ

用
よ う

者が増大し，「格差社会」などの
問題が生じた。その後，「アベノミクス」とよばれる経済成
長政策をかかげ，日銀による大

お お

幅
は ば

な金融緩和策などが導入
されたがその成果はじゅうぶんなものとはいえない。
2020年には新型コロナウイルス禍

か

が世界を覆
お お

い，日本経
済にも大きな影響をおよぼした。このような災

さ い

禍
か

にどう対
処するか，日本経済のあり方が問われているといえよう。

バブル後の
日本経済5

p.123

p.121

p.187

p.150 2

p.130

1 補助金の削減，課税強化と均衡予算の実現，1ドル＝360円という単一為
替レートの設定などを断行した。

2�金融緩和，財政出動，成長戦略の「3本の矢」で経済成長とデフレ脱却をは
かるという政策。

1テーマ 現代の経済と市場

日本経済の歩み

4金融機関の破
は

綻
た ん

を報じる新聞
記事（1997年）
5進むデフレ（ハンバーガーチ
ェーンの店頭，2002年）
6東京電力福島第一原子力発電
所のようす（2011年3月）
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　 日本は戦争により多くの生産資
源を失い鉱工業生産は戦前の3

割程度まで落ちこんだ。これを立て直すために，鉄鋼など
の基幹産業の育成をはかる傾

けい

斜
しゃ

生産方式が採用された。こ
れらとともに経済の民主化が連合国軍総司令部（GHQ）の
もとで進められ，財

ざい

閥
ばつ

解体，農地改革，労働組合の育成な
どの諸改革が断行された。しかし，この間の通

つう

貨
か

供
きょう

給
きゅう

の増
大は激しいインフレーションをもたらした。GHQはその
収束のため経済安定9原則や，ドッジ・ラインを策定したが，
逆にデフレが進行し深刻な不況におちいった（安定恐

きょう

慌
こう

）。
その直後，1950年に朝

ちょう

鮮
せん

戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

すると，米軍による多
額の特

とく

需
じゅ

が生まれて日本経済は活気を帯び，実質国民所得
等が戦前の水準を上

うわ

回った。
　 1955年ごろから第一次石油危機

が起こる1973年まで日本経済は
年率10％近くの経済成長を続け，GNPはほぼ6倍に拡大し，

戦後復興と経済の
民主化1

General Headquarters

1

高度経済成長2

日本はアメリカにつぐ資本主義国第2位の「経済大国」にな
った。この間，政府は国民所得倍増計画を立てるなど経済
成長策をおし進め，企業も技術革新のための設備投資を積
極的に行い，「投資が投資をよぶ」といわれる活況をつくり
だした。この時期，日本の国際経済への復帰も進み，
OECD（経済協力開発機構）への加盟も果たした。一方，国
民生活では消費革命という現象が生まれ，テレビ，冷蔵庫
などが普及した。しかし，急速な経済成長は各地に公害を
もたらし，農村や山間部の過

か

疎
そ

化，過密化する都市部での
生活環境の悪化などがもたらされた。
　 1970年代になると日本経済にか

げりがみえはじめ，1973年に起
こった第一次石油危機がこれに追い打ちをかけた。O

オ ペ ッ ク

PEC

（石油輸出国機構）による原油価格の引き上げの影響で世界
中が深刻な不況にみまわれ，多くの国々で不況と物価上昇
が同時に進行するスタグフレーションが生じた。日本は

Organization for 

Economic Cooperation and Development p.193

高度経済成長から
安定成長へ3

Organization of the Petroleum Exporting Countries

stagflation

戦後日本経済の動き
　戦争により壊滅的な打撃を受けた日本経済は，高度経済成長をへて世界第2位の経済大国となった（2020年現在第3位）。
しかし，経済のグローバル化が進むなかで内外ともに多くの課題を抱えている。

1買いだし列車
（1945年11月）
2東海道新幹線開
通（1964年）
3石油危機による
品不足でスーパー
に殺

さっ

到
とう

する人たち
（1973年）
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1373テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

財政のしくみ
政府の財政は 1会計年度（日本では 4月 1日から

翌年 3月31日まで）で完結させるのが原則である

（会計年度独立の原則）。政府の収入と支出は 1会計年度の収入，支出とい

う意味で歳
さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよばれる。

政府は新会計年度がはじまるのに先立って歳入と歳出の計画である予算

をたて，それにもとづいて収入と支出の活動を行い，年度末には決算を行

う。資金の出し入れを管理するために設けられているのが会計であり，会

計は，租
そ

税
ぜい

などの収入と政府の基本的な活動のための支出を総合的に管理

する一般会計と，特定の収入を特定の事業のために支出する特別会計とに

分けられ，それぞれについて予算がたてられる。また，予算編成の際には，

公的資金を財源（原
げん

資
し

）とした独立行政法
ほう

人
じん

などへの投資や融
ゆう

資
し

の計画（財

政投
とう

融
ゆう

資
し

計画）も同時に定められる。

歳出には必ずそれに見あった歳入がなければならない。歳入は租税によ

ってまかなわれることが原則とされ，公債や借
かり

入
いれ

金
きん

を財源とすることは特

別の場合を除くと認められていない。また，新たに租税を課す場合は事前

に国会で議決を行う必要がある（租税法律主義）。歳入は返済義務のない収

入（租税収入）と返済義務がある収入（公債収入）の合計であり，歳出と租税

収入の差を財政収支という。歳出が税収を上
うわ

回るとき（赤字財政）には，不

足分を公債収入によって埋
う

めあわせなければならない。なお，歳出から国

債費（公債への元金と利
り

子
し

の支払い）を差し引いたものと租税収入などの歳

入との差をプライマリー・バランス（基礎的財政収支）とよび，財政の健全

性をはかる指標の一つとなっている。

3

5

4

p.139

primary balance

財政の機能を三つに分け，景気後退期にとられる財政政策は何か，まとめてみよう。

4財政のしくみ　 一般会計と特別会計の違
いは何だろうか。

3日本の歳入と歳出（一般会計）（財政金融統計月報ほか）　 ①歳入のなかで一番割合が大きい
ものは何か。②歳出のなかで「文教および科学振

しん

興
こう

費」の割合が低くなっているのはなぜだろう
か。

国
予算

財
投
債

預金・証券購入・
保険料支払いなど行政サービス

料金・代金
支払い

租税・
印紙収入

支払い
料金・代金
保険料・
年金積立金

国　　民

一般会計

特別会計

政府
関係
機関等

金
融
機
関

融資

投融資

繰
入
れ
保証

財投
機関債

政府
保証債

国債

財
政
投
融
資
計
画

6予算委員会のようす　予算案は予算委員会
（p.69）で審議されたのち，本会議に付

ふ

される。

5予算編成のプロセス　本予算（当初予算）の
成立後，年度途中で情勢の変化に応じて補正
予算がたてられる場合もあり，同様に国会で
審議・議決される。　 予算はどのように
決定されるのだろうか。

内閣

内閣

各府省

財務省

内閣

内閣

国会（通常国会）

予算編成の方針を閣議決定

＊財務省が各府省に示す予算方針

概算要求基準（シーリング）＊の
閣議了解

概算要求

財務省の予算査定
（各府省から説明聴取・査定）

財務省原案の策定

政府案を閣議決定

成立

予算案の提出

財務省の概算要求基準にもと
づき各大臣が要求

審議＊
　衆議院　　参議院
＊3月末までの成立をめざす

成立した予算にもとづき政策を行う

6月

7月下旬

8月末

9～12月
ごろ

12月下旬

1月～

3月下旬

4月

歳

　入

歳

　出

年度平均
22.9億円

3.7兆円

107.6兆円

防衛関係費
44.8

国債費
16.9

その他
15.7

地方財政関係費0.3文教および科学振興費0.7%

7.4 6.6 7.6

公共事業関係費
20.0

地方交付税交付金等
19.114.5 13.2 8.2 20.14.6

0.3

恩給関係費

＊2022年度は当初予算

社会保障関係費
33.7 14.85.6 5.0 22.6 13.25.0

0.1

年度平均
22.9億円

3.7兆円

107.6兆円

1934～36

1965年度

2022年度

1934～36

1965年度

2022年度

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2

その他
28.1

公債金
38.9

その他
13.88.3

30.8 4.5 6.9 7.7法人税
23.9

所得税
法人税
10.9%

18.9 12.4 9.2 34.3 5.1消費税
20.1
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1251テーマ 現代の経済と市場

1974年に戦後はじめてマイナス成長となり，その後，1980
年代前半までの10年間の平均成長率は4％台にとどまった。
政府は国民生活の向上と持続的な経済成長を両立させる
「安定成長」を政策目標にかかげ，企業も資源多消費型産業
からの脱

だ っ

却
きゃく

をめざして知識集約型産業への転換をはかった。
　 1985年のプラザ合意は急激な円

高をもたらし，輸出に依
い

存
そ ん

する
日本経済は大きな打撃を受けた（円

え ん

高
だ か

不況）。また，円高の
影響で生産拠点を海外へ移す企業が増え，「産業の空

く う

洞
ど う

化
か

」
を招いた。その後，ルーブル合意により為

か わ せ

替相
そ う

場
ば

が安定す
ると，日本経済は対米輸出の増加などにより好転したが，
貿易不

ふ

均
き ん

衡
こ う

の是
ぜ

正
せ い

を迫
せ ま

るアメリカとの間では日米構造協議
などが開かれた。政府は内

な い

需
じ ゅ

拡大策を進め，金
き ん

融
ゆ う

緩
か ん

和
わ

策を
とったため，低金利のもとで調達された資金は設備投資に
あてられる一方で，株式や土地の購入にふり向けられ（財
テク），株価や地価が実態をはるかにこえて上昇した。
1990年初頭まで平

へ い

成
せ い

景気とよばれる好景気が持続するが，
これはバブル景気ともよばれている。しかし，経済のバブ
ル化を懸

け

念
ね ん

した日本銀行の金融引き締め策や地価税の導入
などにより株価や地価が急落して，バブル経済は崩

ほ う

壊
か い

した。

円高不況と
バブル景気4 p.188

p.186

　 バブル経済が崩壊すると日本経
済は一転して深刻な不況（平成

不況）となり，不況とデフレが悪
あ く

循
じゅん

環
か ん

するデフレスパイラ
ルの状態におちいった。この間，多額の不

ふ

良
りょう

債
さ い

権
け ん

を抱えた
大手銀行や証

しょう

券
け ん

会社などの倒
と う

産
さ ん

があいつぎ，2000年代初頭
にいたる10年間は「失われた10年」とよばれている。2000年
代に入ると新自由主義的政策がかかげられ，自由化，規

き

制
せ い

緩
か ん

和
わ

，民営化を柱とする「構造改革」が断行された。こうし
て2002年ごろから景気はしだいに回復に向かい，2008年の
世界金融危機まで日本経済はゆるやかな成長を続けた。し
かし，この間に非正規雇

こ

用
よ う

者が増大し，「格差社会」などの
問題が生じた。その後，「アベノミクス」とよばれる経済成
長政策をかかげ，日銀による大

お お

幅
は ば

な金融緩和策などが導入
されたがその成果はじゅうぶんなものとはいえない。
2020年には新型コロナウイルス禍

か

が世界を覆
お お

い，日本経
済にも大きな影響をおよぼした。このような災

さ い

禍
か

にどう対
処するか，日本経済のあり方が問われているといえよう。

バブル後の
日本経済5

p.123

p.121

p.187

p.150 2

p.130

1 補助金の削減，課税強化と均衡予算の実現，1ドル＝360円という単一為
替レートの設定などを断行した。

2�金融緩和，財政出動，成長戦略の「3本の矢」で経済成長とデフレ脱却をは
かるという政策。

1テーマ 現代の経済と市場

日本経済の歩み

4金融機関の破
は

綻
た ん

を報じる新聞
記事（1997年）
5進むデフレ（ハンバーガーチ
ェーンの店頭，2002年）
6東京電力福島第一原子力発電
所のようす（2011年3月）
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124 第３章　経済社会で生きる私たち

　 日本は戦争により多くの生産資
源を失い鉱工業生産は戦前の3

割程度まで落ちこんだ。これを立て直すために，鉄鋼など
の基幹産業の育成をはかる傾

けい

斜
しゃ

生産方式が採用された。こ
れらとともに経済の民主化が連合国軍総司令部（GHQ）の
もとで進められ，財

ざい

閥
ばつ

解体，農地改革，労働組合の育成な
どの諸改革が断行された。しかし，この間の通

つう

貨
か

供
きょう

給
きゅう

の増
大は激しいインフレーションをもたらした。GHQはその
収束のため経済安定9原則や，ドッジ・ラインを策定したが，
逆にデフレが進行し深刻な不況におちいった（安定恐

きょう

慌
こう

）。
その直後，1950年に朝

ちょう

鮮
せん

戦争が勃
ぼっ

発
ぱつ

すると，米軍による多
額の特

とく

需
じゅ

が生まれて日本経済は活気を帯び，実質国民所得
等が戦前の水準を上

うわ

回った。
　 1955年ごろから第一次石油危機

が起こる1973年まで日本経済は
年率10％近くの経済成長を続け，GNPはほぼ6倍に拡大し，

戦後復興と経済の
民主化1

General Headquarters

1

高度経済成長2

日本はアメリカにつぐ資本主義国第2位の「経済大国」にな
った。この間，政府は国民所得倍増計画を立てるなど経済
成長策をおし進め，企業も技術革新のための設備投資を積
極的に行い，「投資が投資をよぶ」といわれる活況をつくり
だした。この時期，日本の国際経済への復帰も進み，
OECD（経済協力開発機構）への加盟も果たした。一方，国
民生活では消費革命という現象が生まれ，テレビ，冷蔵庫
などが普及した。しかし，急速な経済成長は各地に公害を
もたらし，農村や山間部の過

か

疎
そ

化，過密化する都市部での
生活環境の悪化などがもたらされた。
　 1970年代になると日本経済にか

げりがみえはじめ，1973年に起
こった第一次石油危機がこれに追い打ちをかけた。O

オ ペ ッ ク

PEC

（石油輸出国機構）による原油価格の引き上げの影響で世界
中が深刻な不況にみまわれ，多くの国々で不況と物価上昇
が同時に進行するスタグフレーションが生じた。日本は

Organization for 

Economic Cooperation and Development p.193

高度経済成長から
安定成長へ3

Organization of the Petroleum Exporting Countries

stagflation

戦後日本経済の動き
　戦争により壊滅的な打撃を受けた日本経済は，高度経済成長をへて世界第2位の経済大国となった（2020年現在第3位）。
しかし，経済のグローバル化が進むなかで内外ともに多くの課題を抱えている。

1買いだし列車
（1945年11月）
2東海道新幹線開
通（1964年）
3石油危機による
品不足でスーパー
に殺

さっ

到
とう

する人たち
（1973年）
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1373テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

財政のしくみ
政府の財政は 1会計年度（日本では 4月 1日から

翌年 3月31日まで）で完結させるのが原則である

（会計年度独立の原則）。政府の収入と支出は 1会計年度の収入，支出とい

う意味で歳
さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよばれる。

政府は新会計年度がはじまるのに先立って歳入と歳出の計画である予算

をたて，それにもとづいて収入と支出の活動を行い，年度末には決算を行

う。資金の出し入れを管理するために設けられているのが会計であり，会

計は，租
そ

税
ぜい

などの収入と政府の基本的な活動のための支出を総合的に管理

する一般会計と，特定の収入を特定の事業のために支出する特別会計とに

分けられ，それぞれについて予算がたてられる。また，予算編成の際には，

公的資金を財源（原
げん

資
し

）とした独立行政法
ほう

人
じん

などへの投資や融
ゆう

資
し

の計画（財

政投
とう

融
ゆう

資
し

計画）も同時に定められる。

歳出には必ずそれに見あった歳入がなければならない。歳入は租税によ

ってまかなわれることが原則とされ，公債や借
かり

入
いれ

金
きん

を財源とすることは特

別の場合を除くと認められていない。また，新たに租税を課す場合は事前

に国会で議決を行う必要がある（租税法律主義）。歳入は返済義務のない収

入（租税収入）と返済義務がある収入（公債収入）の合計であり，歳出と租税

収入の差を財政収支という。歳出が税収を上
うわ

回るとき（赤字財政）には，不

足分を公債収入によって埋
う

めあわせなければならない。なお，歳出から国

債費（公債への元金と利
り

子
し

の支払い）を差し引いたものと租税収入などの歳

入との差をプライマリー・バランス（基礎的財政収支）とよび，財政の健全

性をはかる指標の一つとなっている。

3

5

4

p.139

primary balance

財政の機能を三つに分け，景気後退期にとられる財政政策は何か，まとめてみよう。

4財政のしくみ　 一般会計と特別会計の違
いは何だろうか。

3日本の歳入と歳出（一般会計）（財政金融統計月報ほか）　 ①歳入のなかで一番割合が大きい
ものは何か。②歳出のなかで「文教および科学振

しん

興
こう

費」の割合が低くなっているのはなぜだろう
か。

国
予算

財
投
債

預金・証券購入・
保険料支払いなど行政サービス

料金・代金
支払い

租税・
印紙収入

支払い
料金・代金
保険料・
年金積立金

国　　民

一般会計

特別会計

政府
関係
機関等

金
融
機
関

融資

投融資

繰
入
れ
保証

財投
機関債

政府
保証債

国債

財
政
投
融
資
計
画

6予算委員会のようす　予算案は予算委員会
（p.69）で審議されたのち，本会議に付

ふ

される。

5予算編成のプロセス　本予算（当初予算）の
成立後，年度途中で情勢の変化に応じて補正
予算がたてられる場合もあり，同様に国会で
審議・議決される。　 予算はどのように
決定されるのだろうか。

内閣

内閣

各府省

財務省

内閣

内閣

国会（通常国会）

予算編成の方針を閣議決定

＊財務省が各府省に示す予算方針

概算要求基準（シーリング）＊の
閣議了解

概算要求

財務省の予算査定
（各府省から説明聴取・査定）

財務省原案の策定

政府案を閣議決定

成立

予算案の提出

財務省の概算要求基準にもと
づき各大臣が要求

審議＊
　衆議院　　参議院
＊3月末までの成立をめざす

成立した予算にもとづき政策を行う

6月

7月下旬

8月末

9～12月
ごろ

12月下旬

1月～

3月下旬

4月

歳

　入

歳

　出

年度平均
22.9億円

3.7兆円

114.4兆円

防衛関係費
44.8

国債費
16.9

その他
15.7

地方財政関係費0.3文教および科学振興費0.7%

7.4 6.6 7.6

公共事業関係費
20.0

地方交付税交付金等
19.114.5 13.2 8.2 20.14.6

0.3

恩給関係費

＊2023年度は当初予算

社会保障関係費
32.3 14.35.3 4.7 22.1 12.38.9

0.1

年度平均
22.9億円

3.7兆円

114.4兆円

1934～36

1965年度

2023年度

1934～36

1965年度

2023年度

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2

その他
28.1

公債金
38.9

その他
13.88.3

30.8 4.5 6.9 7.7法人税
23.9

所得税
法人税
10.9%

18.4 12.8 9.1 31.1 8.2消費税
20.4
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1393テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

事業のために発行する国債であり，その限度や市中消化の原則などが財政

法で定められている。これに対し，公共事業以外の支出をまかなうのが特

例国債である。発行のたびに特別の法律を定めることからこの名でよばれ

る。家計にたとえると，住宅を購入するためのローンが建設国債，飲食費

や光熱費の不足をまかなうための借金が特例国債（赤字補てんであるから

赤字国債ともよばれる）にあたる。また，借換国債は満期をむかえた国債

を償
しょう

還
か ん

（債
さ い

務
む

返済）する財源捻
ね ん

出
しゅつ

のために発行される国債であり，財政収支

が相当悪化しているときには借換債を発行せざるをえなくなる。

財政問題と
財政危機

日本の国家財政は，高度経済成長期のはじめまで

は国債に頼らない均
き ん

衡
こ う

ないし黒字財政を維
い

持
じ

して

いた。経済が成長すれば，法人税，所得税とも自然に増加したからである。

しかし1970年代の石油危機をきっかけに成長が鈍
ど ん

化
か

し，財政赤字が顕
け ん

在
ざ い

化
か

してきた。国債発行（建設国債，特例国債とも）はしだいに増加し，一時的

に財政収支の改善がみられたものの，バブル経済の崩
ほ う

壊
か い

後，再び収支は悪

化し，2022年度末には累
る い

積
せ き

国債残高は1000兆円をこえ，財政収入（歳入）に

占める国債収入（公債金）の割合は30%をこえている。

このような財政危機に対し，プライマリー・バランスの赤字の改善が課

題となり，政府は税収の増加に努めてきた。その結果，国民所得に対する

税負担と社会保障負担の比率である国民負担率は上昇し，現在ではその率

は40%をこえている。一方，国債残高の増加は財政の硬
こ う

直
ちょく

化
か

を招き，国民

経済への影響も無視できないものとなっている。日銀によって買い支えら

れている国債の価格が下
げ

落
ら く

すれば金利が上昇し，経済に大きな影響がおよ

ぶ恐れがある。どのようにして財政再建をなしとげるか，このことは大き

な課題である。

2

3

p.124 

p.125

p.1373

p.137 

p.1435

4

p.1298

応能説・応益説という二つの租税負担の考え方について，どちらが公平だと考える
か，説明してみよう。

2日本銀行の国債引き受けを禁止する原則の
こと。市中に過度の通

つう

貨
か

が出回り，インフレ
が起きるのを防止するためである。

3財政法第4条は，原則として公債（国債）の
発行を禁止しているが，但

ただ

し書きを根拠に建
設国債の発行が認められている。一方，現在
は常態化している特例国債（赤字国債）の発行
は，財政法では認められていない。このため，
発行期間を限定した特例公債法を国会でその
都度成立させている。

4借金が累積すれば，借金返済を最優先しな
ければならないため，社会保障や教育など行
政サービスへの支出に回す資金が減り，財政
の正常な働きをそこねる財政の硬直化が起こ
る。さらに，借金を返済するために新たな借
金をするという事態におちいりかねない。

5国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計
月報）　第一次石油危機の影響による不況をきっ
かけに1975年度から特例国債の発行が常態化し，
1990年代前半には一時的に発行額がゼロになった。
しかし，1990年代中盤以降，再び発行されるよう
になり，以降は毎年特例国債を発行し続けている。
国債残高の対GDP比率は約180%と主要先進国の
なかでは最悪の水準になっている。　 1990年代
前半，特例国債が発行されなかったのはなぜだろ
うか。

財政法
第4条　国の歳出は，公債又は借

か り

入
い れ

金
き ん

以外の歳入を以
も っ

て，その財源としなけ
ればならない。但

た だ

し，公共事業費，出資
金及

お よ

び貸
か し

付
つ け

金
き ん

の財源については，国会の
議決を経

へ

た金額の範囲内で，公債を発行
し又は借入金をなすことができる。

　諸外国では，消費税率が20%をこえる
国があるなど，日本の消費税率は必ずし
も高くないともいえる。税収を増やすと
した場合，消費税のさらなる引き上げに
賛成か，反対か，理由とともに考え，話
しあってみよう。また，反対である場合，
どのような代

だ い

替
た い

案があるか考えてみよう。

財政健全化のために消費
税をこれ以上引き上げる
必要があるか？
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1393テーマ 財政の役割と
持続可能な社会保障制度

事業のために発行する国債であり，その限度や市中消化の原則などが財政

法で定められている。これに対し，公共事業以外の支出をまかなうのが特

例国債である。発行のたびに特別の法律を定めることからこの名でよばれ

る。家計にたとえると，住宅を購入するためのローンが建設国債，飲食費

や光熱費の不足をまかなうための借金が特例国債（赤字補てんであるから

赤字国債ともよばれる）にあたる。また，借換国債は満期をむかえた国債

を償
しょう

還
か ん

（債
さ い

務
む

返済）する財源捻
ね ん

出
しゅつ

のために発行される国債であり，財政収支

が相当悪化しているときには借換債を発行せざるをえなくなる。

財政問題と
財政危機

日本の国家財政は，高度経済成長期のはじめまで

は国債に頼らない均
き ん

衡
こ う

ないし黒字財政を維
い

持
じ

して

いた。経済が成長すれば，法人税，所得税とも自然に増加したからである。

しかし1970年代の石油危機をきっかけに成長が鈍
ど ん

化
か

し，財政赤字が顕
け ん

在
ざ い

化
か

してきた。国債発行（建設国債，特例国債とも）はしだいに増加し，一時的

に財政収支の改善がみられたものの，バブル経済の崩
ほ う

壊
か い

後，再び収支は悪

化し，2022年度末には累
る い

積
せ き

国債残高は1000兆円をこえ，財政収入（歳入）に

占める国債収入（公債金）の割合は30%をこえている。

このような財政危機に対し，プライマリー・バランスの赤字の改善が課

題となり，政府は税収の増加に努めてきた。その結果，国民所得に対する

税負担と社会保障負担の比率である国民負担率は上昇し，現在ではその率

は40%をこえている。一方，国債残高の増加は財政の硬
こ う

直
ちょく

化
か

を招き，国民

経済への影響も無視できないものとなっている。日銀によって買い支えら

れている国債の価格が下
げ

落
ら く

すれば金利が上昇し，経済に大きな影響がおよ

ぶ恐れがある。どのようにして財政再建をなしとげるか，このことは大き

な課題である。

2

3

p.124 

p.125

p.1373

p.137 

p.1435

4

p.1298

応能説・応益説という二つの租税負担の考え方について，どちらが公平だと考える
か，説明してみよう。

2日本銀行の国債引き受けを禁止する原則の
こと。市中に過度の通

つう

貨
か

が出回り，インフレ
が起きるのを防止するためである。

3財政法第4条は，原則として公債（国債）の
発行を禁止しているが，但

ただ

し書きを根拠に建
設国債の発行が認められている。一方，現在
は常態化している特例国債（赤字国債）の発行
は，財政法では認められていない。このため，
発行期間を限定した特例公債法を国会でその
都度成立させている。

4借金が累積すれば，借金返済を最優先しな
ければならないため，社会保障や教育など行
政サービスへの支出に回す資金が減り，財政
の正常な働きをそこねる財政の硬直化が起こ
る。さらに，借金を返済するために新たな借
金をするという事態におちいりかねない。

5国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計
月報）　第一次石油危機の影響による不況をきっ
かけに1975年度から特例国債の発行が常態化し，
1990年代前半には一時的に発行額がゼロになった。
しかし，1990年代中盤以降，再び発行されるよう
になり，以降は毎年特例国債を発行し続けている。
国債残高の対GDP比率は約180%と主要先進国の
なかでは最悪の水準になっている。　 1990年代
前半，特例国債が発行されなかったのはなぜだろ
うか。

財政法
第4条　国の歳出は，公債又は借

か り

入
い れ

金
き ん

以外の歳入を以
も っ

て，その財源としなけ
ればならない。但

た だ

し，公共事業費，出資
金及

お よ

び貸
か し

付
つ け

金
き ん

の財源については，国会の
議決を経

へ

た金額の範囲内で，公債を発行
し又は借入金をなすことができる。

　諸外国では，消費税率が20%をこえる
国があるなど，日本の消費税率は必ずし
も高くないともいえる。税収を増やすと
した場合，消費税のさらなる引き上げに
賛成か，反対か，理由とともに考え，話
しあってみよう。また，反対である場合，
どのような代

だ い

替
た い

案があるか考えてみよう。

財政健全化のために消費
税をこれ以上引き上げる
必要があるか？
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1692テーマ 国際社会と平和主義

ための必要最小限度の実力」をもつのは憲法に違反しないという立場が政

府の見解となった。

1951年，日本はサンフランシスコ平和条約の締結によって独立を達成す

ると同時に日米安全保障条約を結び，冷戦のなかでアメリカ軍の駐
ちゅう

留
りゅう

継続

と基地使用を認めた。その後，1960年には日本の領域への武力攻撃に対し

て日米が共同防衛義務を負うことなど，双務性を強めた日米相互協力及
お よ

び

安全保障条約（新安保条約）へと改定された。しかし，アメリカ軍の駐留経

費の日本の負担が，いわゆる「思いやり予算」を含めて大きいことや，日本

でのアメリカ軍の法的地位を定めた日米地位協定のあり方，アメリカから

の多額の武器購入などについて，さまざまな問題点が指摘されており，と

りわけ沖
お き

縄
な わ

は過
か

重
じゅう

な基地負担に苦しんでいる。

戦後日本の
防衛政策

自衛隊は，日本の国土が侵略された場合にそれを

排
は い

除
じ ょ

することに任務を限定する専守防衛の方針を

とってきた。しかし，自衛隊は着実に増強され，世界有数の軍備となって

いる。

被
ひ

爆
ば く

国
こ く

である日本では核兵器について，「持たず，つくらず，持ちこま

せず」という非核三原則が宣言されており，日本は核兵器を保有していな 

い。ただ，アメリカ軍による核もちこみを黙認する「密約」が存在していた

ことが，2010年に明らかになった。

このほかに平和主義にかかわる国の方針として，武器などの輸出につい

て原則的に「慎
つつし

む」とし，対象国によっては禁止すべきとする武器輸出三原

則があったが，2014年に武器輸出を基本的に認めたうえで，必要に応じて

規制する防衛装備移転三原則に変更された。

p.178

p.233

3

4

5

2

3

p.172 2

6

沖縄と在日米軍基地

　沖縄では太平洋戦争末期に地上戦が行われ，
軍人ばかりでなく多くの民間人が犠牲になっ
た。戦後沖縄はアメリカの施

し

政
せ い

下におかれ，
基地建設のため多くの民有地が接

せ っ

収
しゅう

された。
1972年に日本への復帰が実現したが，基地
は残された（2020年現在，国土の0.6％の面積
の沖縄県に在日米軍の施設・区域の約70％
が集中）。このため基地をめぐる事故や米兵
による犯罪などの被害が後を絶たず，日本に
不利な日米地位協定の見直しが求められてい
る。現在，普

ふ

天
て ん

間
ま

基地の名
な

護
ご

市辺
へ

野
の

古
こ

への移
転が進められているが，県内への移設は負担
軽減にならないとして反対する声も強い。

6国際条約違反国への輸出禁止，輸出を認め
る場合の厳格審査，移転先での適正管理（第
三国への移転等）などの原則のもとで武器の
輸出や共同開発を認めている。
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4アメリカ軍の駐留経費の一部を日本側が負
担している予算のことで，1978年からはじ
まった。当時の防衛庁長官が駐留経費負担に
ついて「思いやりをもって対処する」と述べた
ことからこうよばれる。

3同時に，アメリカ軍は「極
きょく

東
とう

における国際
の平和及び安全の維

い

持
じ

」のために日本国内の
基地を使用して軍事行動をすることが認めら
れた（第6条）が，行動に際して日本政府との
事前協議を行うこととされた。

5アメリカ軍に対する施設の提供やアメリカ
軍人の出入国や租

そ

税
ぜい

，裁判管
かん

轄
かつ

権などについ
て規定している協定。在日米軍に多くの特権
を認めており，見直しを求める声もある。

3日本の防衛関係費の推移（防衛白書ほか）
日本の防衛関係費はいつ，どのように変化

したか。

基地および
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牧港
まきみなと

ず け らん
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普天間基地の
移転先とされる
名護市辺野古
（2014年）

住宅地の近く
にあるアメリカ
軍普天間基地

0 20km

2沖縄県内の在日米軍の配置

日米安全保障条約を結んでいることのメリットとデメリットは何か，まとめてみよ
う。
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1692テーマ 国際社会と平和主義

ための必要最小限度の実力」をもつのは憲法に違反しないという立場が政

府の見解となった。

1951年，日本はサンフランシスコ平和条約の締結によって独立を達成す

ると同時に日米安全保障条約を結び，冷戦のなかでアメリカ軍の駐
ちゅう

留
りゅう

継続

と基地使用を認めた。その後，1960年には日本の領域への武力攻撃に対し

て日米が共同防衛義務を負うことなど，双務性を強めた日米相互協力及
お よ

び

安全保障条約（新安保条約）へと改定された。しかし，アメリカ軍の駐留経

費の日本の負担が，いわゆる「思いやり予算」を含めて大きいことや，日本

でのアメリカ軍の法的地位を定めた日米地位協定のあり方，アメリカから

の多額の武器購入などについて，さまざまな問題点が指摘されており，と

りわけ沖
お き

縄
な わ

は過
か

重
じゅう

な基地負担に苦しんでいる。

戦後日本の
防衛政策

自衛隊は，日本の国土が侵略された場合にそれを

排
は い

除
じ ょ

することに任務を限定する専守防衛の方針を

とってきた。しかし，自衛隊は着実に増強され，世界有数の軍備となって

いる。

被
ひ

爆
ば く

国
こ く

である日本では核兵器について，「持たず，つくらず，持ちこま

せず」という非核三原則が宣言されており，日本は核兵器を保有していな 

い。ただ，アメリカ軍による核もちこみを黙認する「密約」が存在していた

ことが，2010年に明らかになった。

このほかに平和主義にかかわる国の方針として，武器などの輸出につい

て原則的に「慎
つつし

む」とし，対象国によっては禁止すべきとする武器輸出三原

則があったが，2014年に武器輸出を基本的に認めたうえで，必要に応じて

規制する防衛装備移転三原則に変更された。
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6

沖縄と在日米軍基地

　沖縄では太平洋戦争末期に地上戦が行われ，
軍人ばかりでなく多くの民間人が犠牲になっ
た。戦後沖縄はアメリカの施

し

政
せ い

下におかれ，
基地建設のため多くの民有地が接

せ っ

収
しゅう

された。
1972年に日本への復帰が実現したが，基地
は残された（2020年現在，国土の0.6％の面積
の沖縄県に在日米軍の施設・区域の約70％
が集中）。このため基地をめぐる事故や米兵
による犯罪などの被害が後を絶たず，日本に
不利な日米地位協定の見直しが求められてい
る。現在，普

ふ

天
て ん

間
ま

基地の名
な

護
ご

市辺
へ

野
の

古
こ

への移
転が進められているが，県内への移設は負担
軽減にならないとして反対する声も強い。

6国際条約違反国への輸出禁止，輸出を認め
る場合の厳格審査，移転先での適正管理（第
三国への移転等）などの原則のもとで武器の
輸出や共同開発を認めている。
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4アメリカ軍の駐留経費の一部を日本側が負
担している予算のことで，1978年からはじ
まった。当時の防衛庁長官が駐留経費負担に
ついて「思いやりをもって対処する」と述べた
ことからこうよばれる。

3同時に，アメリカ軍は「極
きょく

東
とう

における国際
の平和及び安全の維

い

持
じ

」のために日本国内の
基地を使用して軍事行動をすることが認めら
れた（第6条）が，行動に際して日本政府との
事前協議を行うこととされた。

5アメリカ軍に対する施設の提供やアメリカ
軍人の出入国や租

そ

税
ぜい

，裁判管
かん

轄
かつ

権などについ
て規定している協定。在日米軍に多くの特権
を認めており，見直しを求める声もある。

3日本の防衛関係費の推移（防衛白書ほか）
日本の防衛関係費はいつ，どのように変化

したか。
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う。
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1712テーマ 国際社会と平和主義

　 1979年にソ連がアフガニスタン
に侵攻すると米ソ関係は再び悪

化した（新冷戦）。しかし，1980年代後半にソ連でゴルバチ
ョフが実権を握ると「新思考外交」が展開され，1987年には
INF（中距離核戦力）全

ぜん

廃
ぱい

条約が締結されて米ソは和解に向
かい，1989年のマルタ会談で米ソ首脳は冷戦の終結を宣言
した。ヨーロッパでは東西ドイツの統一，東欧諸国の社会
主義政権崩

ほう

壊
かい

（東欧革命）など冷戦からの脱
だっ

却
きゃく

が進み，1991
年にはソ連が解体（独立国家共同体〔CIS〕が誕生）した。
　 冷戦の終結は直ちにすべての戦

争の廃
はい

絶
ぜつ

には結びつかず，アメ
リカ主導のもとで湾

わん

岸
がん

戦争が起こり，その後もアジア，ア
フリカ，東欧など各地で地域紛争や民族紛争が多発するよ
うになった。2001年にアメリカで「同時多発テロ」が起こる
と，米英軍などがアフガニスタンのタリバン政権に対する
攻撃を行った。2003年には武力攻撃を定めた安全保障理事
会の明確な決議なしに米英軍などがイラクを攻撃した（イ
ラク戦争）。日本は，これらに対する後方支援や復興支援
のために特別措

そ

置
ち

法を制定して自衛隊の海外派
は

遣
けん

を行った。
2011年にチュニジアで独裁政権が打倒されると，この動

冷戦の終結3
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は

及
きゅう

し，｢アラブの春｣とよばれた。
しかし，民族や宗教などをめぐる対立から内戦が続き，テ
ロ行為も各地で多発している。東欧ではクリミア半島の帰
属をめぐってロシアとウクライナの対立が激化し，2022年
にはロシアがウクライナに軍事侵攻した。東アジアでは北

きた

朝
ちょう

鮮
せん

の核実験やミサイル発射をめぐる問題などがある。
核軍縮では戦略兵器削減交渉（S

ス タ ー ト

TART）が行われ，包
ほう

括
かつ

的核実験禁止条約（CTBT）が国連で採択された（未発効）。
また，非核地域を設定する動きもあり，2017年には核兵器
禁止条約も国連で採択されている。通常兵器についても，
対人地

じ
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らい

全面禁止条約やクラスター爆
ばく

弾
だん

禁止条約が採択さ
れている。なお，2019年にアメリカとロシアの対立から中
距離核戦力（INF）全廃条約が失効した。1990年代から最

さい

新
しん

鋭
えい

ミサイルの開発を進める中
ちゅう

国
ごく

の動きもあり，歯どめのな
い核軍拡競争におちいることが懸

け

念
ねん

されている。
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Strategic Arms Reduction Talks5

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty ₁₉₉₆年

₁₉₉₇年 ₂₀₀₈年

1 大気圏，宇宙空間，水中での核実験を禁止したが，地下核実験は禁止し
なかった。

2 核非保有国への核兵器移譲や，核非保有国の核兵器製造を禁止する条約。
3 1961年には第1回非同盟諸国首脳会議が開かれた。
4 相手の政治中

ちゅう
枢
すう
を攻撃する戦略兵器と戦場単位で使用される戦術核兵器

の中間のもので，ヨーロッパでの配備が問題となった。
5 すべての核爆発実験を禁止するが発効にはいたっていない。
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を攻撃する戦略兵器と戦場単位で使用される戦術核兵器

の中間のもので，ヨーロッパでの配備が問題となった。
5 すべての核爆発実験を禁止するが発効にはいたっていない。
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188 第５章　国際社会のなかで生きる私たち

 各国のブロック経済化が第二次
世界大戦の一因となった反省か

ら，戦後は自由貿易主義にもとづく国際経済体制の再建が
課題となった。1944年の連合国国際通

つう

貨
か

会議で結ばれたブ
レトン・ウッズ協定はドルを基

き

軸
じく

通
つう

貨
か

（金
きん

1オンス〔約31g〕
＝35ドル）とし，固

こ

定
てい

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

を採用する国際通貨制度
を構築した（金・ドル本

ほん

位
い

制
せい

）。また，短期融
ゆう

資
し

を行う
IMF（国際通貨基金）と，復興のための長期融資を行う国際
復興開発銀行（IBRD，世界銀行）の設立も決められた。一
方で1947年には自由，無差別，多角を原則とするG

ガ ッ ト

ATT（関
税と貿易に関する一般協定）が締結されて自由貿易が推進
されることになった。ここからはじまる戦後の国際経済は，
IMF-GATT体制とよばれている。
1950年代は大量の金を保有するアメリカが戦後復興に中

心的な役割を果たしたが，1960年代になるとあいつぐ経済
援助や軍事支出を通じてドルが世界中に散布され，大量の

第二次大戦終結と
IMF─GATT体制1

1

International Monetary Fund

International Bank for Reconstruction and Development

General Agreement 

on Tariffs and Trade 

金が国外に流出するドル危機とよばれる事態が生まれた。
アメリカはドル防衛策を講じたが，ドルの流出がさらに進
んだため，1971年8月，ニクソン大統領は新経済政策を発
表して，金とドルの交換を停止した（ニクソン・ショック，
ドル・ショック）。同年12月にスミソニアン協定によって
新レートでの固定為替相場制の復帰がはかられたものの，
1973年に入ると主要国は変

へん

動
どう

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

に移行し，1976年
のキングストン合意でそれが追認された。
 1960年代は先進国が好況を維

い

持
じ

したが，1970年代に入ると二度
にわたる石油危機などによって世界経済は減速を余

よ

儀
ぎ

なく
された。1980年代に入り，アメリカでは財政赤字と経常収
支の赤字（双

ふた

子
ご

の赤字）が同時に進行し，保護主義が台
たい

頭
とう

し
はじめた。これに危機感をもった先進諸国は先進5か国財
務相

しょう

・中央銀行総裁会議（G5）を招集してドル高是
ぜ

正
せい

を行
うことに合意した（プラザ合意）。これにより円高やマルク

2

石油危機以後の
世界経済2

group of five

戦後国際経済の動き
　IMF─GATT体制が崩

くず

れたのち，国際経済はさまざまな要因によって動かされてきた。グローバル化のなかで世界の経済
秩序をどのように構築するかが問われている。

1ブレトン・ウッ
ズ会議（1944年）
2ドル防衛策を発
表するニクソン大
統領（1971年）
3プラザ合意後の
記者会見（ニュー
ヨーク，1985年）321
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1894テーマ グローバル化する国際経済

高が進行し，日本では円高不況がもたらされた。その後，
G5やG7，サミット（主要国首脳会議）などで為替相場の
安定をはかるなどの政策協調をめざした。
この間，資源ナショナリズムの高揚などで発展途

と

上
じょう

国の
存在感が増し，急速に工業化を進めるN

ニ ー ズ

IES（新興工業経
済地域）も生まれてきた。しかし1980年代になると一次産
品の価格の低落などから膨

ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

を抱える国もみら
れるようになった。また，社会主義国では非能率的な経済
運営などから経済が行きづまり，1980年以降に東欧諸国や
ソ連など社会主義国はつぎつぎに崩

ほう

壊
かい

した。一方，1978年
に改革開放政策にふみきった中

ちゅう

国
ごく

は急速な経済成長をとげ，
2010年にはGDPで世界第2位の経済大国となった。
 貿易についてはGATT体制の

なかで多角的貿易交渉（ケネデ
ィ・ラウンド，東京ラウンド）が行われ，関税の大

おお

幅
はば

な引
き下げや輸入制限措

そ

置
ち

の緩
かん

和
わ

などで大きな成果をあげた。
1986年にはウルグアイ・ラウンドが開始され，サービス貿
易，知的所有権に関するルールづくりや，農産物の関税化
などについて合意がなされた。また，1995年にGATTを世
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定さ

group of seven summit

Newly Industrializing Economies

3

GATT体制の変容3

World Trade Organization

れた。WTOは2001年にドーハ・ラウンドを立ちあげたが
各国の利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。
その一方で，利害が一

いっ

致
ち

して合意しやすい国と国との間で
FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連

れん

携
けい

協定）締結の動きが
活発になっている。
 IT革命による情報通信技術の

発展と金
きん

融
ゆう

の自由化は世界規模
での経済活動をうながし，特に国際金融の分野では投

とう

機
き

的
資金が世界経済に大きな影響力をもつようになった。リー
マン・ショックにはじまる2008年の世界金融危機はそれを
如
にょ

実
じつ

に示している。その後，世界経済の不安定化のなかで
B
ブ リ ッ ク ス

RICSを含めたG20サミットなどが行われるようになった。
今後，アメリカの保護主義的な政策の強化や中国の台頭，
2020年の新型コロナウイルス禍

か

にはじまる世界経済の停滞
など，さまざまな要因のなかで世界の経済秩序をどのよう
に維

い

持
じ

発展させていくかが問われている。

free trade agreement economic partnership agreement

グローバル化する
世界経済4

1 複数の国が，他国に高関税や輸入制限などを課す閉鎖的な地域経済圏（ブ
ロック）を形成すること。

2 金1オンス＝38ドルに切り下げられ，1ドルは360円から308円となった。
3 発展途上国のなかで1960年代から80年代に急速に工業化が進んだ国や地
域。シンガポール，台

たい
湾
わん
，韓
かん
国
こく
，香
ホン
港
コン
，ブラジル，メキシコなど。

国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円相場および貿易額の推移

4ユーロ導入
5G20サミットにおけ
る反グローバリズムデ
モ（韓国，2010年）
6アジアインフラ投資
銀行（AIIB）の署名式
（2015年） 4 5 6
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188 第５章　国際社会のなかで生きる私たち

 各国のブロック経済化が第二次
世界大戦の一因となった反省か

ら，戦後は自由貿易主義にもとづく国際経済体制の再建が
課題となった。1944年の連合国国際通

つう

貨
か

会議で結ばれたブ
レトン・ウッズ協定はドルを基

き

軸
じく

通
つう

貨
か

（金
きん

1オンス〔約31g〕
＝35ドル）とし，固

こ

定
てい

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

を採用する国際通貨制度
を構築した（金・ドル本

ほん

位
い

制
せい

）。また，短期融
ゆう

資
し

を行う
IMF（国際通貨基金）と，復興のための長期融資を行う国際
復興開発銀行（IBRD，世界銀行）の設立も決められた。一
方で1947年には自由，無差別，多角を原則とするG

ガ ッ ト

ATT（関
税と貿易に関する一般協定）が締結されて自由貿易が推進
されることになった。ここからはじまる戦後の国際経済は，
IMF-GATT体制とよばれている。
1950年代は大量の金を保有するアメリカが戦後復興に中

心的な役割を果たしたが，1960年代になるとあいつぐ経済
援助や軍事支出を通じてドルが世界中に散布され，大量の

第二次大戦終結と
IMF─GATT体制1

1

International Monetary Fund

International Bank for Reconstruction and Development

General Agreement 

on Tariffs and Trade 

金が国外に流出するドル危機とよばれる事態が生まれた。
アメリカはドル防衛策を講じたが，ドルの流出がさらに進
んだため，1971年8月，ニクソン大統領は新経済政策を発
表して，金とドルの交換を停止した（ニクソン・ショック，
ドル・ショック）。同年12月にスミソニアン協定によって
新レートでの固定為替相場制の復帰がはかられたものの，
1973年に入ると主要国は変

へん

動
どう

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

に移行し，1976年
のキングストン合意でそれが追認された。
 1960年代は先進国が好況を維

い

持
じ

したが，1970年代に入ると二度
にわたる石油危機などによって世界経済は減速を余

よ

儀
ぎ

なく
された。1980年代に入り，アメリカでは財政赤字と経常収
支の赤字（双

ふた

子
ご

の赤字）が同時に進行し，保護主義が台
たい

頭
とう

し
はじめた。これに危機感をもった先進諸国は先進5か国財
務相

しょう

・中央銀行総裁会議（G5）を招集してドル高是
ぜ

正
せい

を行
うことに合意した（プラザ合意）。これにより円高やマルク

2

石油危機以後の
世界経済2

group of five

戦後国際経済の動き
　IMF─GATT体制が崩

くず

れたのち，国際経済はさまざまな要因によって動かされてきた。グローバル化のなかで世界の経済
秩序をどのように構築するかが問われている。

1ブレトン・ウッ
ズ会議（1944年）
2ドル防衛策を発
表するニクソン大
統領（1971年）
3プラザ合意後の
記者会見（ニュー
ヨーク，1985年）321
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1894テーマ グローバル化する国際経済

高が進行し，日本では円高不況がもたらされた。その後，
G5やG7，サミット（主要国首脳会議）などで為替相場の
安定をはかるなどの政策協調をめざした。
この間，資源ナショナリズムの高揚などで発展途

と

上
じょう

国の
存在感が増し，急速に工業化を進めるN

ニ ー ズ

IES（新興工業経
済地域）も生まれてきた。しかし1980年代になると一次産
品の価格の低落などから膨

ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

を抱える国もみら
れるようになった。また，社会主義国では非能率的な経済
運営などから経済が行きづまり，1980年以降に東欧諸国や
ソ連など社会主義国はつぎつぎに崩

ほう

壊
かい

した。一方，1978年
に改革開放政策にふみきった中

ちゅう

国
ごく

は急速な経済成長をとげ，
2010年にはGDPで世界第2位の経済大国となった。
 貿易についてはGATT体制の

なかで多角的貿易交渉（ケネデ
ィ・ラウンド，東京ラウンド）が行われ，関税の大

おお

幅
はば

な引
き下げや輸入制限措

そ

置
ち

の緩
かん

和
わ

などで大きな成果をあげた。
1986年にはウルグアイ・ラウンドが開始され，サービス貿
易，知的所有権に関するルールづくりや，農産物の関税化
などについて合意がなされた。また，1995年にGATTを世
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定さ

group of seven summit

Newly Industrializing Economies

3

GATT体制の変容3

World Trade Organization

れた。WTOは2001年にドーハ・ラウンドを立ちあげたが
各国の利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。
その一方で，利害が一

いっ

致
ち

して合意しやすい国と国との間で
FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連

れん

携
けい

協定）締結の動きが
活発になっている。
 IT革命による情報通信技術の

発展と金
きん

融
ゆう

の自由化は世界規模
での経済活動をうながし，特に国際金融の分野では投

とう

機
き

的
資金が世界経済に大きな影響力をもつようになった。リー
マン・ショックにはじまる2008年の世界金融危機はそれを
如
にょ

実
じつ

に示している。その後，世界経済の不安定化のなかで
B
ブ リ ッ ク ス

RICSを含めたG20サミットなどが行われるようになった。
今後，アメリカの保護主義的な政策の強化や中国の台頭，
2020年の新型コロナウイルス禍

か

にはじまる世界経済の停滞
など，さまざまな要因のなかで世界の経済秩序をどのよう
に維

い

持
じ

発展させていくかが問われている。

free trade agreement economic partnership agreement

グローバル化する
世界経済4

1 複数の国が，他国に高関税や輸入制限などを課す閉鎖的な地域経済圏（ブ
ロック）を形成すること。

2 金1オンス＝38ドルに切り下げられ，1ドルは360円から308円となった。
3 発展途上国のなかで1960年代から80年代に急速に工業化が進んだ国や地
域。シンガポール，台

たい
湾
わん
，韓
かん
国
こく
，香
ホン
港
コン
，ブラジル，メキシコなど。

国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円相場および貿易額の推移

4ユーロ導入
5G20サミットにおけ
る反グローバリズムデ
モ（韓国，2010年）
6アジアインフラ投資
銀行（AIIB）の署名式
（2015年） 4 5 6
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6韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9米で同時多発テロ事件 
0米，英など，アフガニスタンへ
　軍事行動
7アフリカ連合（AU）発足 
9持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3イラク戦争
8第1回6か国協議
5EU25か国に拡大
Wスマトラ島沖地震,  津波で大被害

2京都議定書発効

7イスラエル，レバノンへ軍事行動
0北朝鮮，核実験
26か国協議，合意文書採択

8ロシア，グルジア（現ジョージア）
　に軍事侵攻
＊世界金融危機
1米でオバマ大統領就任

4ギリシャ財政危機
4メキシコ湾で原油流出事故
＊チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊
Qパレスチナ，国連総会決議で「オブ
ザーバー国家」に昇格
Qイラン核開発問題，計画縮小で合
意
3ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7アメリカとキューバ，国交回復
Wパリ協定採択
Wアジアインフラ投資銀行（AIIB）発足
6イギリス，国民投票でEU離脱派が
賛成多数
1米でトランプ大統領就任
7核兵器禁止条約，国連総会で採択
6米朝首脳初会談
8INF全廃条約失効

1イギリス，EU離脱
3WHO，新型コロナ感染拡大を「パ
ンデミック」と認定
2ミャンマー，軍事クーデタ
8米，アフガニスタンから完全撤退
2ロシア，ウクライナに軍事侵攻

世界日本年

（月） （月）

内閣

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

 2000 1国会に憲法調査会設置
  9三宅島噴火で全島民避難
 01 1中央省庁，1府12省庁へ再編
  6ハンセン病補償法成立
  Q海上自衛隊インド洋派遣
 02 9初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6有事法制関連3法成立

 04 1自衛隊イラク派遣
  5裁判員法成立
  6有事法制関連7法成立
 05 4JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊日本の人口が減少に転じる
 06 5日米政府，在日米軍再編合意
  W教育基本法改正
 07 5国民投票法成立

 08 4後期高齢者医療制度導入

 09 9民主党中心の連立政権成立

 10 7改正臓器移植法施行

 11 3東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  W自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  W特定秘密保護法成立
 14 4消費税8%に引き上げ
  7「集団的自衛権」の行使容認を閣議
　　　　　　決定
 15 6選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9安全保障関連法成立

 16 1マイナンバー制度発足
  2TPP調印
 17 6 「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法成立
 18 3TPP11協定調印
 19 4アイヌ施策推進法成立
  5元号「平成」から「令和」へ
  0消費税10％に引き上げ
 20 4新型コロナで「緊急事態宣言」発令
  Q�地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

調印
 21 78�東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会
 22 4�改正民法施行，成年年齢が18歳に
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日朝首脳会談によって帰国した拉致被害者たち
（2002年）

ロンドンでのイラク戦争反対のデモ（2003年）

東日本大震災（2011年）

新型コロナウイルス感染症のパンデミック
（世界的大流行）をWHOが表明（2020年）
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6韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9米で同時多発テロ事件 
0米，英など，アフガニスタンへ
　軍事行動
7アフリカ連合（AU）発足 
9持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3イラク戦争
8第1回6か国協議
5EU25か国に拡大
Wスマトラ島沖地震,  津波で大被害

2京都議定書発効

7イスラエル，レバノンへ軍事行動
0北朝鮮，核実験
26か国協議，合意文書採択

8ロシア，グルジア（現ジョージア）
　に軍事侵攻
＊世界金融危機
1米でオバマ大統領就任

4ギリシャ財政危機
4メキシコ湾で原油流出事故
＊チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊
Qパレスチナ，国連総会決議で「オブ
ザーバー国家」に昇格
Qイラン核開発問題，計画縮小で合
意
3ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7アメリカとキューバ，国交回復
Wパリ協定採択
Wアジアインフラ投資銀行（AIIB）発足
6イギリス，国民投票でEU離脱派が
賛成多数
1米でトランプ大統領就任
7核兵器禁止条約，国連総会で採択
6米朝首脳初会談
8INF全廃条約失効

1イギリス，EU離脱
3WHO，新型コロナ感染拡大を「パ
ンデミック」と認定
2ミャンマー，軍事クーデタ
8米，アフガニスタンから完全撤退
2ロシア，ウクライナに軍事侵攻
＊世界人口80億人を突破

2ロシア，新STARTの履行停止を表明

世界日本年

（月） （月）

内閣

2ニクソン米大統領，中国訪問
5米ソ，SALTⅠに調印
6国連人間環境会議 （ストックホルム会議）
1ベトナム和平協定調印
0第四次中東戦争起こる
4国連資源特別総会
5インド，原爆実験
4サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
Q第1回先進国首脳会議（サミット）
6南北ベトナム統一
Wベトナム，カンボジア侵攻
5第1回国連軍縮特別総会
1米･中国交回復
2イラン革命。中越国境戦争
3米，スリーマイル島原発事故
Wソ連，アフガニスタンに軍事介入
7西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4米，初のスペースシャトル打ち上げ
4フォークランド紛争
W米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7東側諸国，ロサンゼルス五輪不参
加
＊アフリカの飢餓深刻化
3ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9プラザ合意
4チェルノブイリ原発事故
W米･ソ，INF全廃条約調印
5ソ連，アフガニスタン撤退開始
8イラン･イラク戦争停戦
6中国，天安門事件
Qベルリンの壁崩壊
W米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊東欧の民主化ひろがる
8湾岸危機・湾岸戦争（～91年3月）
0東西ドイツ統一
Wソ連解体
6ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9イスラエル，PLO暫定自治協定調印
QEU発足
5南ア大統領にマンデラ就任
1WTO発足
9仏，南太平洋で地下核実験を強行
9CTBT，国連総会で採択

2英でクローン羊誕生の報道
7香港返還
7アジア通貨危機
5インド，パキスタン核実験
5インドネシア，スハルト政権崩壊
1EU，単一通貨ユーロ導入
Wマカオ返還

 2000 1国会に憲法調査会設置
  9三宅島噴火で全島民避難
 01 1中央省庁，1府12省庁へ再編
  6ハンセン病補償法成立
  Q海上自衛隊インド洋派遣
 02 9初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6有事法制関連3法成立

 04 1自衛隊イラク派遣
  5裁判員法成立
  6有事法制関連7法成立
 05 4JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊日本の人口が減少に転じる
 06 5日米政府，在日米軍再編合意
  W教育基本法改正
 07 5国民投票法成立

 08 4後期高齢者医療制度導入

 09 9民主党中心の連立政権成立

 10 7改正臓器移植法施行

 11 3東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  W自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  W特定秘密保護法成立
 14 4消費税8%に引き上げ
  7「集団的自衛権」の行使容認を閣議
　　　　　　決定
 15 6選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9安全保障関連法成立

 16 1マイナンバー制度発足
  2TPP調印
 17 6 「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法成立
 18 3TPP11協定調印
 19 4アイヌ施策推進法成立
  5元号「平成」から「令和」へ
  0消費税10％に引き上げ
 20 4新型コロナで「緊急事態宣言」発令
  Q�地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

調印
 21 78�東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会
 22 4�改正民法施行，成年年齢が18歳に
  W安全保障関連3文書を閣議決定
  ＊出生数80万人割れ
 23 5広島サミット

（平成12）

日朝首脳会談によって帰国した拉致被害者たち
（2002年）

ロンドンでのイラク戦争反対のデモ（2003年）

東日本大震災（2011年）

新型コロナウイルス感染症のパンデミック
（世界的大流行）をWHOが表明（2020年）
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